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資料編－１ 

いわき市水防協議会条例 

昭和 41年 10月１日 

いわき市条例第 53号 

 

改正  平成 12年３月 29日いわき市条例第 57号   

平成 17年 11月 30日いわき市条例第 93号 

平成 28年３月 31日いわき市条例第 30号 

（設置） 

第１条 水防法(昭和 24年法律第 193号)第 34条第１項本文の規定に基づき、市の水防計画その他水

防に関し重要な事項を調査審議するため、いわき市水防協議会(以下「協議会」という。)を置く。 

（会長） 

第２条 会長は、協議会を代表し会務を総理する。 

（会長の職務代理） 

２ 会長に事故があるときは、会長の指名する委員がその職務を代理する。 

（委員の職務代理） 

第３条 関係行政機関の職員たる委員又は関係団体の代表たる委員に事故があるときは、その指名す

る職務上の代表者がその職務を代理する。 

（任期） 

第４条 関係行政機関の職員たる委員の任期は当該職にある期間とし、その他の委員の任期は２カ年

とする。ただし、補欠委員の任期は前任委員の残任期間とする。 

２ 市長において特別の事由があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、その任期中において

もこれを免じ又は解嘱することができる。 

（招集） 

第５条 会長は、会議を招集し、その議長となる。 

（定足数及び議決） 

第６条 協議会委員の２分の１以上の出席がなければ会議を開くことができない。 

２ 協議会の議事は、出席委員の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長の決するところに

よる。 

（幹事及び書記） 

第７条 協議会に幹事及び書記をそれぞれ若干名をおき、会長が命じ、又は委嘱する。 

２ 幹事は、会長の命を受け、庶務を整理する。 

３ 書記は、上司の命を受け庶務に従事する。 

（委任） 

第８条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 12年３月 29日いわき市条例第 57号） 

この条例は、平成 12年４月１日から施行する。 

附 則（平成 17年 11月 30日いわき市条例第 93号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 31日いわき市条例第 30号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料編－２ 

 

いわき市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例 

平成27年３月25日 

いわき市条例第４号 

 

改正  平成28年３月31日いわき市条例第29号 

 

（趣旨） 

第１条 この条例は、水防法（昭和24年法律第193号）第15条第１項第４号ハの規定に基づき、いわ

き市地域防災計画に浸水想定区域内の大規模な工場その他の施設の名称及び所在地を定める場合

の当該施設の用途及び規模の基準を定めるものとする。 

（基準） 

第２条 前条の基準は、工場、作業場又は倉庫で、延べ面積が10,000平方メートル以上であること

とする。 

 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 28年３月 31日いわき市条例第 29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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資料編－３ 

い わ き 市 水 防 対 策 実 施 要 綱 

 

制定 昭和 58年 6月 22日 

実施 昭和 58年 6月 22日 

 

第１節   目    的・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第２節   水防作業中の注意・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第３節   緊急時における消防団の出動・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第４節   非常通信及び広報・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４ 

 

第５節   情報収集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７ 

 

第６節   水防施設等の管理・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・８ 

 

第７節   市民の苦情相談・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

第８節   被害状況報告・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０ 

 

第９節   水 防 解 除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

第１０節  水 防 演 習・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１１ 

 

 

◎ 様   式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１２ 

 

 ◎ 参考資料－１・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３８ 
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第１節 目   的 

 

（目   的） 

第１条 この要綱は、水防活動の円滑化を図るため、その取扱いについて、いわき市水防計画に定

めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。 

 

第２節 水防作業中の注意 

 

（水防作業中の注意事項） 

第２条 水防作業上の注意事項は、おおむね次のとおりとする。 

⑴ 作業中は、上司の命令に従い、団体行動をとらなければならない。  

⑵ 作業中は私語を慎み、想像による言語を用いてはならない。 

⑶ 命令及び情報の伝達は、特に迅速、正確及び慎重を期し、水防能力を発揮できるよう心がけ

なければならない。 

 

第３節 緊急時における消防団の出動 

 

（緊急指令） 

第３条 各部隊長は、水防本部長の指令を受ける暇がなく、特に緊急を要する事態が発生したとき

は、水防本部長に代わって自ら支団長に水防活動につかせるための指令を発することができる。 

 

第４節 非常通信及び広報 

 

（非常電話の取扱期間及び通信機関） 

第４条 非常電話は、水防本部を設置している期間内において、次の表に定める機関相互間の発信

及び受信に限り取り扱うものとする。 

地区名 通 報 先 市外局番 電 話

福島県土木部河川港湾総室河川整備課 (521)7592

福島県生活環境部災害対策課 (521)7194

福島地方気象台防災業務課 (534)0321

福島県いわき地方振興局 (24)6005

福島県いわき建設事務所 (24)6122

福島県いわき建設事務所（非常時優先TEL） (24)7287

福島県いわき農林事務所 (24)6974

福島県いわき農林事務所（非常時優先TEL） (24)6185

国土交通省東北地方整備局磐城国道事務所 (23)2211

いわき市役所 (22)1111

いわき市保健所 (27)8555

いわき中央警察署 (26)2121

いわき中央警察署高久駐在所 (39)2152

いわき中央警察署豊間駐在所 (39)2104

いわき市消防本部 (22)0123

いわき市平消防署

いわき市消防団第1支団事務局(いわき市平消防署)

福 島
福 島

(024)

平
い わ き
(0246)

(23)9700
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地区名 通 報 先 市外局番 電 話

いわき市危機管理部災害対策課 (22)1242

テレビユー福島㈱いわき支社（ＴＵＦ） (25)0251

ＮＨＫいわき支局 (25)8111

福島テレビ㈱いわき支社（ＦＴＶ） (22)8000

福島中央テレビ㈱いわき支社（ＦＣＴ） (25)3300

ラジオ福島いわき支社 (22)0690

東北電力㈱いわき技術センター (23)8812

福島放送㈱いわき支社（ＫＦＢ） (22)3111

いわき市民コミュニティ放送㈱（SEA WAVE FMいわき） (25)0762

いわき市小名浜支所 (54)2111

いわき市小名浜支所泉市民サービスセンター (56)7244

いわき市小名浜支所江名市民サービスセンター (55)7711

いわき東警察署 (54)1111

いわき市小名浜消防署

いわき市消防団第2支団事務局(いわき市小名浜消防署)

国土交通省東北地方整備局小名浜港湾事務所 (53)7100

福島海上保安部 (53)7111

福島県小名浜港湾建設事務所 (54)2415

福島県企業局いわき事務所 (56)5821

いわき市勿来支所 (63)2111

いわき南警察署 (63)2141

いわき南警察署錦交番 (63)3063

いわき南警察署勿来交番 (65)2239

福島県勿来土木事務所 (63)2131

いわき市勿来消防署

いわき市消防団第3支団事務局(いわき市勿来消防署)

福島県鮫川水系ダム管理事務所 (63)2155

福島県鮫川水系ダム管理事務所高柴ダム管理所 (69)2321

福島県鮫川水系ダム管理事務所四時ダム管理所 (65)7225

福島県企業局いわき事業所沼部ポンプ場 (62)2443

いわき市常磐支所 (43)2111

いわき中央警察署常磐分庁舎 (43)2168

いわき市常磐消防署

いわき市消防団第4支団事務局(いわき市常磐消防署)

いわき市内郷支所 (26)2111

いわき中央警察署内郷交番 (26)1175

いわき市内郷消防署

いわき市消防団第5支団事務局(いわき市内郷消防署)

平

小名浜

勿 来

常 磐

内 郷

い わ き
(0246)

(92)5171

(63)2248

(43)2080

(26)3596
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（非常電話の発信方法） 

第５条 非常電話を発信する場合は、局番なしの「102 番」をダイヤルして「非常」と呼称し、相

手の局番を通知するものとする。 

 

地区名 通 報 先 市外局番 電 話

いわき市四倉支所 (32)2111

いわき中央警察署四倉交番 (32)2859

いわき市平消防署四倉分署

いわき市消防団第7支団事務局(いわき市平消防署四倉分署)

いわき市漁業協同組合四倉支所 (32)2424

いわき市遠野支所 (89)2111

いわき南警察署遠野駐在所 (89)2527

いわき市常磐消防署遠野分遣所 (89)2610

いわき市消防団第4支団事務局(いわき市常磐消防署) (43)2080

いわき市小川支所 (83)1111

福島県小玉ダム管理事務所 (83)2861

いわき中央警察署小川駐在所 (83)0154

いわき市平消防署小川分遣所

いわき市消防団第6支団事務局(いわき市平消防署小川分遣所)

いわき市好間支所 (36)2221

いわき中央警察署好間交番 (36)2226

いわき市消防団第5支団事務局(いわき市内郷消防署) (26)3596

いわき市三和支所 (86)2111

いわき中央警察署沢渡駐在所 (86)2021

いわき中央警察署永戸駐在所 (87)2026

いわき中央警察署三坂駐在所 (85)2729

いわき市内郷消防署三和分遣所 (86)2200

いわき市消防団第6支団事務局(いわき市平消防署小川分遣所) (83)0406

いわき市田人支所 (69)2111

いわき南警察署田人駐在所 (69)2303

いわき市勿来消防署田人分遣所 (69)2150

いわき市消防団第3支団事務局(いわき市勿来消防署) (63)2248

いわき市川前支所 (84)2111

いわき市中央警察署川前駐在所 (84)2110

いわき市平消防署川前分遣所 (84)2302

いわき市消防団第6支団事務局(いわき市平消防署小川分遣所) (83)0406

いわき市久之浜大久支所 (82)2111

いわき中央警察署久之浜駐在所 (82)2421

いわき市消防団第7支団事務局(いわき市平消防署四倉分署) (32)5677

小 川

四 倉
(32)5677

遠 野

い わ き
(0246)

(83)0406 

好 間

三 和

田 人

川 前

久 之 浜
大 久
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（休日等における非常連絡） 

第５条の２ 休日及び職員の退庁後の連絡は、次により行うものとする。 

⑴ 各部隊長及び地区本部長は、休日及び職員の退庁後の連絡を円滑に行うため、当該部員の住

所及び電話番号を把握しておかなければならない。 

⑵ 宿直者等が所轄建設事務所等から水防警報等の通報を受けたときは、直ちに、各部隊等の非

常連絡員にその通報を連絡するものとする。 

⑶ 各部隊の非常連絡員は、宿直者等から水防警報等の通報の連絡を受けたときは、直ちに、各

部隊長等に連絡するものとする。 

 

（他機関に対する緊急事項の通報） 

第６条 各部隊長等は、次の場合には直ちに水防本部長に報告し、かつ所轄建設事務所長又は土木

事務所長に通報するものとする。 

  ⑴ はん濫注意水位に達したとき。 

  ⑵ 消防団が出動したとき。 

  ⑶ 水防作業を開始したとき。 

  ⑷ 堤防等に異常を発見したとき。 

 

（災害情報の広報） 

第７条 水防本部長は、災害情報を収集したとき場合、報道機関を通じ又は直接住民に対して関係

事項を周知するものとする。 

⑴ 情報の発表と広報の方法 

ア 収集した情報及び対策を速やかに報道機関に発表するものとする。 

イ 市民及び報道機関に対しては、収集した情報及び対策を市及び民間広報車等を利用して広

報するものとする。 

 

第５節 情 報 収 集 

 

（他機関からの情報収集） 

第８条 各部隊長は、洪水及び高潮等の注意報等の通報を受けたときは、必要に応じ他の機関から

水防に関する情報を聞き、水防本部長に報告するものとする。 

⑴ 水位情報の収集 

総括部隊長は、洪水及び高潮等の注意報等の通報を受けたときは、所轄建設事務所長及び土

木事務所長から水位の状況を聞き、水防本部長に報告しなければならない。 

⑵ 雨量情報の収集 

総括部隊長は、大雨注意報等の通報を受けたときは、雨量観測所を設置している他の機関か

ら随時、雨量の状況を聞き、第９条第１項第４号のイの規定に基づく報告と合わせて、水防本

部長に報告しなければならない。 

⑶ 水門管理状況の情報収集 

総括部隊長は、大雨注意報等の通報を受けたときは、所轄建設事務所長及び土地改良区理事

長等から水門管理の状況を聞き、水防本部長に報告しなければならない。 
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土地改良区所在地一覧表（いわき市水防対策実施要綱第８条第１項第３号関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第６節 水防施設等の管理 

 

（施設等の管理運営） 

第９条 水防施設等の管理運営は、次により行うものとする。 

⑴ 水防倉庫 

各水防倉庫管理者は、水防計画書第９章第１節で定める水防倉庫の備蓄資材を管理運営しな

ければならない。 

⑵ 雨量観測所 

所管する地区本部長は、大雨注意報等の予報が発表されたときは、必要に応じ、雨量を観測

し、水防本部長に報告するものとする。 

⑶ 水防無線局 

水防本部長は、水防無線の使用についての統括を行い、特に水防作業場には、出来るかぎり

移動局を配置し、効果的な水防活動の推進に努めなければならない。 

⑷ 避難所 

ア 所管する部隊長は、洪水等の警報が発表されたときは、直ちに避難所の使用についての確

認を行い、事態が急変した場合に備えるものとする。 

イ 水防計画書第１２章第２節の２で定める避難報告は、第２０号様式で行うものとする。 

⑸ 重要排水ポンプ場 

ア 水防活動上、重要な排水ポンプ場は次のとおりとする。 

所 管 地 区 本 部 長 施 設 名 電 話 番 号 所 管 部 署

北部浄化センター(併設) (34)4007

北 白 土 第 1 ポ ン プ 場 (24)7178

北 白 土 第 2 ポ ン プ 場 (25)0406

手 摑 ポ ン プ 場 (25)2657

南 白 土 ポ ン プ 場 (24)4025

下 平 窪 ポ ン プ 場 (24)0256

北 目 ポ ン プ 場 (24)6060

北 一 里 塚 ポ ン プ 場 (34)1323

平 地 区 水 防 部 長
北 部 下 水 道
管 理 事 務 所

 

 

土 地 改 良 区 等 名 称 所 在 地 電 話 番 号

四 時 川 沿 岸 土 地 改 良 区 いわき市錦町大島61 0246(63)3968

千 軒 平 溜 池 土 地 改 良 区 いわき市四倉町玉山字牧ノ下36 0246(33)2959

磐 城 小 川 江 筋 土 地 改 良 区 いわき市平鎌田字小山下39 0246(25)3561

鮫 川 堰 土 地 改 良 区 いわき市泉玉露五丁目13-1 0246(75)0151

愛 谷 堰 土 地 改 良 区 いわき市平上大越字沼畑1-1 0246(34)8015

小 川 町 土 地 改 良 区 いわき市小川町高萩字下川原15 0246(83)0215

井 上 用 水 堰 土 地 改 良 区 いわき市錦町大島1 0246(63)2111

いわき市勿来地区土地改良区 いわき市錦町大島1 0246(63)2111

遠 野 土 地 改 良 区 いわき市遠野町根岸字白幡40-1 0246(89)2322
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所 管 地 区 本 部 長 施 設 名 電 話 番 号 所 管 部 署

東部浄化センター(併設) (53)6901

平 蔵 塚 ポ ン プ 場 (54)8578

小 名 川 ポ ン プ 場 (53)3213

中部浄化センター(併設） (53)6901

島 ポ ン プ 場 (58)3660

野 田 ポ ン プ 場 (58)6605

本 谷 ポ ン プ 場 (58)4251

大 原 ポ ン プ 場 (53)6804

南 富 岡 ポ ン プ 場 (54)8407

林 城 ポ ン プ 場 (58)2010

御 代 ポ ン プ 場 (58)7232

芳 川 ポ ン プ 場 (56)6804

船 戸 ポ ン プ 場 (58)6266

南部浄化センター(併設) (53)6901

佐 糠 ポ ン プ 場 (63)0566

原 前 ポ ン プ 場 (62)0428

植 田 第 1 ポ ン プ 場 (63)3589

植 田 第 2 ポ ン プ 場 (63)0565

根 小 屋 ポ ン プ 場 (62)5780

江 栗 ポ ン プ 場 (63)7324

大 倉 ポ ン プ 場 (63)7325

関 田 ポ ン プ 場 (65)5090

八 仙 ポ ン プ 場 (44)6070

西 郷 ポ ン プ 場 (43)0935

下 船 尾 ポ ン プ 場 －

小 島 ポ ン プ 場 (27)7089

御 厩 ポ ン プ 場 (27)5132

新 町 前 ポ ン プ 場 (22)4362

綴 ポ ン プ 場 (27)2434

大 町 ポ ン プ 場 (26)0356

蜆 川 第 1 ポ ン プ 場 (32)6779

蜆 川 第 2 ポ ン プ 場 (32)6469

上 仁 井 田 ポ ン プ 場 (32)4350

南 部 下 水 道
管 理 事 務 所

常 磐 ・ 遠 野 地 区 水 防 部 長

四倉・久之浜大久地区水防部長

北 部 下 水 道
管 理 事 務 所

勿 来 ・ 田 人 地 区 水 防 部 長

小 名 浜 地 区 水 防 部 長

内郷・好間・三和地区水防部長

 

 

イ 所管する部隊長は、水防活動中、重要排水ポンプ場の責任者（所管部署の長）に対し、適

切な管理についての指示を行うものとする。 

ウ 排水ポンプ場の責任者は、排水ポンプの作動の状況及び危険状態等を、関係部隊長に報告

しなければならない。 

エ 所管する部隊長は、重要排水ポンプ場の非常通報装置における作動状況を適宣、水防本部

長に報告しなければならない。 
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⑹ 排水機場堆砂 

 ア 水防活動上、重要な排水機場は次のとおりとする。 

所 管 地 区 本 部 長 施 設 名 電 話 番 号 所 管 部 署

大越藤間第一排水機場 (34)8015

大越藤間第二排水機場 (34)8015

沢 帯 排 水 機 場 (34)6045

中 塩 排 水 機 場 (25)3409

山 崎 排 水 機 場 (34)8015

川 中 子 第 １ 排 水 機 場 (22)7472

川 中 子 第 ２ 排 水 機 場 (34)8015

塩 木 排 水 機 場 (33)2959

細 谷 排 水 機 場 (34)4567

下 仁 井 田 排 水 機 場 (32)2454

小 川 ・ 川 前 地 区 水 防 部 長 下 小 川 排 水 機 場 (48)4711

農 地 課

平 地 区 水 防 部 長

内郷・好間・三和地区水防部長

四倉・久之浜大久地区水防部長

 

 

イ 所管する部隊長は、水防活動中、排水機場の責任者（所管部署の長）に対し、適切な管理

についての指示を行うものとする。 

ウ 排水機場の責任者は、排水機場の作動の状況及び危険状態等を、関係部隊長に報告しなけ

ればならない。 

エ 所管する部隊長は、排水機場の非常通報装置における作動状況を適宣、水防本部長に報告

しなければならない。 

 

⑺ 車輛の確保 

各部隊長等は、当該部の水防活動に必要な車輛を配備し、かつ、市有の車輛を使用しても不

足することになった場合には、速やかに借上げによって対処するものとする。 

 

第７節 市民の苦情相談 

 

（公聴機会の設置） 

第１０条 各部隊長等は、的確な被災対策事業を行うため、公聴の機会をつくり、被災者の要求等

を聴くものとする。 

 

第８節 被害状況報告 

 

（被害状況の報告） 

第１１条 水防本部長は、効果的な水防活動を行うため、各部隊長等から被害の状況を報告させな

ければならない。（別途、参考資料－1（P38）参照） 
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（概況報告） 

第１２条 各部隊長等は、水防活動中に把握した被害の概況を速やかに電話等で、水防本部長に報

告しなければならない。 

 

（中間報告） 

第１３条 各部隊長等は、水防活動中に把握した被害状況を、必要に応じ、第 1 号様式から第 20

号様式により、水防本部長に中間報告しなければならない。 

 

（確定報告） 

第１４条 各部隊長等は、被害の状況が確定した場合、第 1 号様式から第 20 号様式により速やか

に水防本部長に報告しなければならない。 

      

（消防団の水防活動報告） 

第１５条 第 12 章で定める消防団の水防活動の報告は、第 21 号様式及び第 22 号様式により行う

ものとする。 

 

第９節 水防解除 

 

（水防警戒解除の周知） 

第１６条 水防本部長は、水防警戒の必要が無いと判断したときは、水防活動の中止を命じ、かつ、

水防警戒の解除を一般市民に周知するものとする。 

 

第１０節 水防演習 

 

（水防演習の方法） 

第１７条 水防法第３２条の２の規定による水防訓練を毎年行うものとし、実施箇所及び実施期間、

方法等については、水防本部長が別に定めるものとする。 

 

 

附 則 

この要綱は、昭和 58年 6月 22日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、昭和 59年 5月 1日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 12年 5月 30日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は、平成 19年 5月 1日から実施する。 
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様     式 
 

 

第１号様式   災害報告書 <第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１３ 

災害報告書被害項目内訳・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１４ 

災害報告書被害項目内訳（被害額の状況） ・・・・・・・・・・・・・・・・１５ 

第２号様式の１ 【道路・橋りょう】被害状況報告書（市所管 公共土木施設）  

<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１６ 

第２号様式の２ 【道路・橋りょう】市道通行規制状況報告書（市所管 公共土木施設） 

<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１７ 

第３号様式   【河川】被害状況報告書（市所管 公共土木施設）<第 13・14 条>・・・・１８ 

第４号様式   【公園等】被害状況報告書（公園施設）<第 13・14 条>・・・・・・・・・１９ 

第５号様式   【がけ崩れ】被害状況報告書<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・・・２０ 

第６号様式   【公共下水道施設等】被害状況報告書（下水道施設）<第 13・14 条>・・・２１ 

第７号様式   【農業土木施設】被害状況報告書（農林業施設）<第 13・14 条>・・・・・２２ 

第８号様式   【治山】関係被害状況報告書（農林業施設 市所管）<第 13・14 条>・・・２３ 

第９号様式   【林道施設】被害状況報告書（農林業施設）<第 13・14 条>・・・・・・・２４ 

第１０号様式  【農作物】被害状況報告書（民間）<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・２５ 

第１１号様式  【農業関係施設】被害状況報告書（農林業施設）<第 13・14 条>・・・・・２６ 

第１２号様式  【商工観光施設】被害状況報告書<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・２７ 

第１３号様式  【漁港等】被害状況報告書（水産業施設）<第 13・14 条>・・・・・・・・２８ 

第１４号様式  【港湾・海岸関係】被害状況報告書（土木施設）<第 13・14 条>・・・・・２９ 

第１５号様式  【水道施設】被害状況報告書<第 13・14 条>・・・・・・・・・・・・・・３０ 

第１６号様式  【教育施設等】被害状況報告書（文教施設）<第 13・14 条>・・・・・・・３１ 

第１７号様式  【庁舎等】被害状況報告書（その他の施設）<第 13・14 条>・・・・・・・３２ 

第１８号様式  【住家・非住家】関係被害状況報告書<第 13・14 条>・・・・・・・・・・３３ 

第１９号様式  その他の施設等被害状況報告書並びに活動人員報告書<第 13 条・14 条>・・・３４ 

第２０号様式  避難状況報告書<第 13 条・14 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３５ 

第２１号様式  水防活動状況報告書<第 15 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３６ 

第２２号様式  水防団出動状況<第 15 条>・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３７ 
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第１号様式（要綱第１３・１４条）

中間

確定

被 害 区 分 被 害 項 目

人 公 共 土 木 施 設 千円

人 公 園 施 設 千円

軽 症 人 下 水 道 施 設 千円

中 等 症 人 農 林 業 施 設 千円

重 症 人 商 工 観 光 施 設 千円

棟 水 道 施 設 千円

世帯 文 教 施 設 千円

人 そ の 他 （ ） 千円

棟

世帯

人 小　　　計 千円

棟 が け 崩 れ 被 害 千円

世帯 農林業施設 被害 千円

人 農 作 物 被 害 千円

棟
商工観光施 設被

害
千円

世帯 水産業施設 被害 千円

人 そ の 他 （ ） 千円

棟

世帯

人 小　　　計 0 千円

世帯 0 千円

人

棟 消防員出動状況

棟 人

棟 人

棟

棟

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

非住家被害

公共施設被害

（その他の民間被害の
箇所数は集計外）

半 壊

一 部 破 損

床 上 浸 水

床 下 浸 水

り 災 世 帯 数 合 計

住家被害

治 山 施 設

行 方 不 明 者

農 業 関 係 施 設

文 教 施 設

床 下 浸 水

床 上 浸 水

一 部 破 損

【   月 日発生災害】

災 害 報 告 書

（被害の状況）

被 害 項 目

　
部隊

被　　害　　総　　額

被 害 額被 害 数

その他の民間被害

被 害 区 分

 報告者名

地区水防部

備 考

消 防 団 員 出 動 延 人 員

消 防 職 員 出 動 延 人 員

公 共 施 設 被 害

り 災 者 数 合 計

全 壊

死 者

負傷者

半 壊

全 壊

農 業 土 木 施 設

商 工 観 光 施 設

下 水 道 施 設

道 路 ・ 橋 り ょ う

河 川 等

公 園 施 設

林 道 施 設 等

そ の 他 （ ）

水 道 施 設

月 日 時 分 現在
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１．災害報告書被害項目内訳

（１）非住家被害状況（内訳）

被害区分 被害項目 施　設 報告部等名

庁舎等 棟 総務部

集会所等 棟 市民協働部

保育所等 棟 保健福祉部

市場等 棟 農林水産部

観光施設等 棟 産業振興部

計 0 棟

その他 棟 市民協働部

計 0 棟

0 棟

（２）その他の被害状況（内訳）

被害区分 報告部署

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所

箇所 財政部、都市建設部

箇所
農林水産部
・地区本部

箇所

箇所

　（その他　小計 0箇所) 箇所

0 箇所合　　計

通信被害

その他

砂　　　防

水　　　道

船舶被害

清掃施設

崖くずれ

鉄道不通

被害項目 被害数 施　設　内　訳

そ

の

他

の

被

害

文教施設

病　　　院

道　　　路

橋　　　梁

河　　　川

港　　　湾

被害数 施　設　内　訳

非

住

家

被

害

公共建物

その他

合  計
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２．災害報告書被害項目内訳（被害額の状況）

（１）公共施設（内訳）

被害区分 被害項目 報告部署 内　　　　　　　　　　訳

公共文教施設 0 千円 教育委員会 千円

農林業施設 0 千円 農林水産部 千円

水産業施設 0 千円 農林水産部 千円

土木部 千円

都市建設部 千円

財政部 千円

市民協働部 千円

生活環境部 千円

保健福祉部 千円

産業振興部 千円

都市建設部 千円

水道局 千円

小計（１） 0 千円

（２）その他施設（内訳）

被害区分 被害項目 報告部署 内　　　　　　　　　　訳

農産被害 0 千円 - 0 千円

林産被害 0 千円 - 0 千円

畜産被害 0 千円 - 0 千円

水産被害 0 千円 - 0 千円

商工被害 0 千円 - 0 千円

小計（２） 0 千円

0 千円合計（１）+（２）

被害額 内訳（金額）

公
共
施
設

土木施設 0 千円

その他の施設 0 千円

被害額 内訳（金額）

そ
の
他
の
施
設
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第
２

号
様

式
の

１
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

【
道

路
・

橋
り

ょ
う

】
市

道
被

害
状

況
報

告
書

　
（

市
所

管
　

公
共

土
木

施
設

）

5
4

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

5
5

0
0

0
0

0

番
号

道
路

橋
り
ょ
う

そ
の

他
規

制
中

解
除

済
規

制
無

地
区

路
線

番
号

路
線

名
町

字
被

害
内

容
延

長
・

数
量

被
害

額
（

千
円

）
備

考
報

告
者

1
■

地
内

2
■

地
内

3
■

地
内

4
■

地
内

5
■

地
内

6
■

地
内

7
■

地
内

8
■

地
内

9
■

地
内

1
0

■
地

内
1
1

■
地

内
1
2

■
地

内
1
3

■
地

内
1
4

■
地

内
1
5

■
地

内
1
6

■
地

内
1
7

■
地

内
1
8

■
地

内
1
9

■
地

内
2
0

■
地

内
2
1

■
地

内
2
2

■
地

内
2
3

■
地

内
2
4

■
地

内
2
5

■
地

内
2
6

■
地

内
2
7

■
地

内
2
8

■
地

内
2
9

■
地

内
3
0

■
地

内
3
1

■
地

内
3
2

■
地

内
3
3

■
地

内
3
4

■
地

内
3
5

■
地

内
3
6

■
地

内
3
7

■
地

内

摘
要

地
区
水
本
部

土
木

部
隊

■
中

間
平

成
　

年
　

月
　

日
　

0
:
0
0
現

在

□
確

定

種
類

通
行

規
制

路
線

名
等

箇
所

被
害

状
況
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第
２

号
様

式
の

２
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
　

時
現

在

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

1
1

1
2

1
3

1
4

1
5

番
号

地
区

路
線

名
等

区
間

原
因

規
制

延
長

（
ｍ

）
規

制
内

容
（

全
面

・
片

側
）

規
制

開
始

日
時

規
制

解
除

日
時

【
道

路
・

橋
り

ょ
う

】
市

道
通

行
規

制
状

況
報

告
書

　
（
市
所
管
　
公
共
土
木
施
設
）

土
木

部
隊

地
区

水
防

部
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第
３

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

□
準

用
河

川

□
普

通
河

川

□
そ

の
他

54 1
086

土
木

部
隊

摘
要

地
区

水
防

部

【
 
河
 
川
 
】
被
害
状
況
報
告
書

　
（
市
所
管
　
公
共
土
木
施
設
）

河
川

名
等

被
害

額
（

千
円

）
延

長
・

数
量

種
類

1

町
字

被
害

内
容

番
号 32 7 9
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第
４

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

□
市

□
県

□
そ

の
他

9 1
07 85 642 3

都
市

建
設

部
隊

摘
要

地
区

水
防

部

番
号

【
 
公

 
園

 
等

 
】

被
害

状
況

報
告

書
　
（
公
園
施
設
）

所
管

1

名
称

等
被

害
額

（
千

円
）

延
長

・
数

量
町

字
被

害
内

容
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第
５

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

■
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

□
国

□
県

□
民

地

□
不

明

1 32

該
当

□ □

【
が
け
崩
れ
】
被
害
状
況
報
告
書

延
長

・
数

量

土
木

部
隊

番
号

摘
要

地
区

水
防

部

地
区

名
被

害
額

（
千

円
）

町
字

被
害

内
容

所
管

急
傾

斜
危

険
箇

所

非
該

当

□
該

当

□

4 5
□

該
当

非
該

当

□ □

該
当

□

非
該

当

□ □
該

当

非
該

当

非
該

当

該
当

□

7
□□

該
当

□
非

該
当

6 1
0

□
該

当

□
非

該
当

□□

非
該

当

□
該

当

9

□
該

当

8

非
該

当

非
該

当
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第
６

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

□
市

□
有

□
そ

の
他

□
無

1
0981 76

規
制

等

52 4

【
公

共
下

水
道

施
設

等
】

　
被

害
状

況
報

告
書

　
（
下
水
道
施
設
）

所
管

被
害

額
（

千
円

）

下
水

道
部

隊

地
区

水
防

部

所
在

地
被

害
種

別
被

害
内

容
摘

要
番

号 3
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第
７

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

農
林

水
産

部
隊

□
中

間

□
確

定
　

平
成

　
　

年
　

　
月

　
　

日
　

　
時

現
在

農
　

地
た

め
池

頭
首

工
水

　
路

道
　

路
橋

り
ょ

う

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

□
市

□
民

□
そ

の
他

【
農

業
土

木
施

設
】

被
害

状
況

報
告

書
　
（
農
林
業
施
設
）

6 1
097 82 3 4 5

地
区

水
防

部

被
害

の
種

別
お

よ
び

被
災

額

所
在

地
被

害
の

概
要

所
管

番
号 1
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第
８

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

農
林

水
産

部
隊

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

箇
所

数
渓

流
山

腹
被

害
額

箇
所

数
渓

流
山

腹
被

害
額

(㎞
)h

a
ha

千
円

(㎞
)h

a
ha

千
円

千
円

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

□
有

□
無

地
区

水
防

部

1
098765432

【
 治

 山
 】

　
関

係
被

害
状

況
報

告
書

　
（
農
林
業
施
設
　
市
所
管
）

新
　
　
　
生

箇
所

被
害

の
状

況

拡
　
　
　
大

被
害
額
計

番
号

町
字

応
急
対
策

の
必
要
性

摘
要

1
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第
９

号
様

式
（

要
綱

第
１

３
・

１
４

条
）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

箇 所 数

延
長

金
額

箇 所 数

延
長

金
額

箇 所 数

延
長

金
額

箇 所 数

延
長

金
額

箇 所 数

延
長

金
額

箇 所 数

延
長

金
額

ｍ
千

円
ｍ

千
円

ｍ
千

円
ｍ

千
円

ｍ
千

円
ｍ

千
円

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

□
市

□
そ

の
他

1
09

番
号 6 875432

橋
り
ょ
う

【
 林

 道
 施

 設
 】

被
害
状
況
報
告
書

　
（
農
林
業
施
設
）

石
積

位
置

排
水
施
設

農
林

水
産

部
隊

地
区

水
防

部

決
壊
流
失

崩
落

計

摘
要

1

所
管

町
字

路
線
名
等
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第
１

０
号

様
式

（
要

綱
第

１
３

・
１

４
条

）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

面
積

平
均

被
害

割
合

全
損

換
算

面
積

面
積

平
均

被
害

割
合

全
損

換
算

面
積

面
積

平
均

被
害

割
合

全
損

換
算

面
積

面
積

平
均

被
害

割
合

全
損

換
算

面
積

面
積

平
均

被
害

割
合

全
損

換
算

面
積

h
a

h
a

h
a

%
h
a

h
a

%
h
a

h
a

%
h
a

h
a

%
h
a

h
a

%
h
a

h
a

㎏
t

円
千

円

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0

被
害
額

3
0
％

未
満

3
0
～

5
0
％

番
号

9
0
％

以
上

被
　

　
害

　
　

程
　

　
度

　
　

別

作
付
面
積

被
害
面
積

【
 農

 作
 物

 】
被
害
状
況
報
告
書

　
（
 民

 間
 ）

農
林

水
産

部
隊

10
a当

た
り

収
　
　
量

被
　
害

減
収
量

単
　
価

(ﾄ
ﾝ当

た
り
)

作
 物

地
区

水
防

部

全
　
損

換
　
算

面
　
積

の
　
計

5
0
～

7
0
％

7
0
～

9
0
％
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第
１

１
号

様
式

（
要

綱
第

１
３

・
１

４
条

）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在

被
害

額
被

害
額

被
害

額
被

害
額

被
害

額
被

害
額

被
害

額
被

害
額

被
害

額

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

千
円

計

件
数

被
害

規
模

件
数

被
害

規
模

種 類 名

被
害

施
設

名

件
数

被
害

規
模

件
数

被
害

規
模

件
数

被
害

規
模

被
害

規
模

件
数

被
害

規
模

分
壊

件
数

被
害

規
模

そ の 他 　
（

注
）

規
模

は
ａ

で
記

入
、

畜
産

の
頭

羽
数

と
そ

の
他

は
備

考
欄

に
記

入
の

こ
と

。

合
　

　
計

牧 野 関 係畜 産 関 係園 芸 関 係耕 種 関 係

【
農

業
関

係
施

設
】

被
害

状
況

報
告

書
　
（
農
林
業
施
設
）

分
壊

計
分

壊

件
数

被
害

規
模

件
数

農
林

水
産

部
隊

全
壊

全
壊

共
　

同
　

利
　

用
　

施
　

設
非

　
共

　
同

　
利

　
用

　
施

　
設

計

地
区

水
防

部

全
壊

地
方

公
共

団
体

施
設

（
市

・
県

）

備
考
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第１２号様式（要綱第１３・１４条）

□中間
□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

□ 市 □ 浸水

□ その他公共 □ 破損

□ 民間 □ その他

被 害 状 況
被害額（千円）

地区水防部

施 設 名 等 所 在 地

そ の 他
特 記 事 項

3

2

特 定 政 策 推 進 部 隊

番号

1

【商工観光施設】被害状況報告書

区 分 被 害 内 容
所 管

5

4

7

6

9

8

10

 

 

 

 

 

 



 - 28 - 

 

 

 

第１３号様式（要綱第１３・１４条）

□中間
□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

午前

午後

千円

そ の 他

被害地

内容等

日

概算額

月

漁港・
漁船・漁具

（内水面漁業
　　　を含む）

関　　　係

被害状況

【漁港等】被害状況報告書（水産業施設） 農 林 水 産 部 隊

地区水防部

時 分頃発 生 月 日
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第１４号様式（要綱第１３・１４条）

□中間
□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

午前

午後

千円

そ の 他

【港湾・海岸関係】被害状況報告書（土木施設） 土 木 部 隊

地区水防部

時 分頃月発 生 月 日

港湾・海岸

施　　　設

概算額

被害状況

日

被害地
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第１５号様式（要綱第１３・１４条）

□中間
□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

年 月 日 時 分頃発生 年 月 日 時 分頃復旧見込

地内

事故発生道路区分

（ 千円）

台 （ 名添乗）

台 （ 名添乗）

戸 戸

地区水防部

被害状況

いわき市

事故発生施設

減水戸数

地区

被害推定額

断水戸数

事故原因

発生場所

その他（　　　　　　）国道 県道 市道

【水道施設】被害状況報告書 水 道 部 隊

処理の状況

減水・断水範囲 広報車

給水車
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第
１

６
号

様
式

（
要

綱
第

１
３

・
１

４
条

）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在
（

単
位

：
千

円
）

箇
所

被
害
額

箇
所

被
害
額

箇
所

被
害
額

箇
所

被
害
額

施
設

名
箇
　
所

被
害

額

平

小
名
浜

勿
来

常
磐

内
郷

四
倉

遠
野

小
川

好
間

三
和

田
人

川
前

久
之
浜

・
大
久

計

給
食
共
同
調
理
場

そ
の
他

【
教

育
施

設
等

】
被

害
状

況
報

告
書

　
（
文
教
施
設
）

教
育

部
隊

地
区

水
防

部

地
区

箇
所

被
害

額
学
校
教
育
施
設

社
会
教
育
施
設

社
会
体
育
施
設
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第１７号様式（要綱第１３・１４条）

□中間
□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

年 月 日 時 分頃発生 年 月 日 時 分頃復旧見込

地内

（ 千円）

【庁舎等】被害状況報告書（その他の施設）

□

□ 市 庁 舎 等

そ の 他 （ ）

（ ）

発生場所

総 務 部 隊

被災原因

被害推定額

地区水防部

被害状況

いわき市

事故発生施設

処理の状況
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第
１

８
号

様
式

（
要

綱
第

１
３

・
１

４
条

）

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在
備

　
考

世
帯
人
員

職
業

全
壊

半
壊

一
部
壊

流
失

床
上
浸
水

床
下
浸
水

人
棟

棟
棟

棟
㎝

㎝

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

□
有

□
住

家

□
無

□
非

住
家

1
098

【
住
家
・
非
住
家
】
関
係
被
害

状
況
報
告

書
保

健
福

祉
部

隊

被
　

　
　

災
　

　
　

者
家

　
屋

　
の

　
被

　
害

　
状

　
況

番
号

避
難
の
有
無

地
区

水
防

部

（
原

因
・

発
生

時
間

等
）

被
災

家
屋

で
事

業
が

営
ま

れ
て

い
る

と
き

の
事

業
内

容

建
物
の

延
床
面
積

（
㎡
）

63 42 5

住
所

世
帯
主
名

1

種
類

7
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第
１

９
号

様
式

（
要

綱
第

１
３

・
１

４
条

）

部
隊

□
中

間
□

確
定

　
平

成
　

　
年

　
　

月
　

　
日

　
　

時
現

在
(
千

円
)

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

□
公

　
共

□
そ

の
他

活
　

　
動

　
　

人
　

　
員

そ
　

の
　

他
　

特
　

記
　

事
　

項

1
098764 52 3

被
害

概
算

額
番

号
区

　
分

1

　
市

職
員

　
　

　
　

人
　

　
　

消
防

団
員

　
　

　
　

人
　

　
　

地
元

住
民

　
　

　
　

　
　

　
人

　
　

　
そ

の
他

　
　

　
　

　
人

備
考

地
区

水
防

部

所
　

　
在

　
　

地
被

害
の

種
別

被
害

の
概

要

そ
の
他
の
施
設
等
被
害
状
況
報
告
書
並
び
に
活
動
人
員
報
告
書
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第２０号様式（要綱第１３・１４条）

□ ・ □ ・ □

□ 中間

□ 確定 時現在

避難指示者（避難勧告・指示を出した場合） 避難勧告・避難指示、自主避難開示日時

避難地区 避難勧告・避難指示解除、自主避難解消日時

人数 避難場所

避難対象者（勧告・指示を出した場合）

人 （ ）

避難完了者数

人 （ ）

概況（避難の経緯・経過等）

自主避難避難勧告 避難指示

避 難 状 況 報 告 書 保 健 福 祉 部 隊

地 区 水 防 部

日年 月

平成 年 月 日

世帯

世帯

分時

分日 時年 月
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第２１号様式（要綱第１５条）

□巡視　・　□水防活動

□中間

活動期間

月 日 時

出動箇所

活動内容

畑 人 口

㎡ 人

被 害

第 支団 名 台

第 支団 名 台

第 支団 名 台

名 台

川

具体的な活動内容

水防の効果

家

地区水防部

消 防 部 隊

計 人出動

人出動消防団員

使 用 し た
資 器 材

月

線

水防活動状況報告書

分から時日

□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

ｍ

その他

堤 防

人出動

その他

ｍ

田

㎡

地内

鉄 道

分まで

道 路

戸 ｍ

□巡視 □水防活動

分団 人員 車両

車両

分団 車両人員

備考

活動状況

人員 車両計

分団 人員
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第２２号様式（要綱第１５条）

□中間

被害の有無

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

時 分～ □巡視

時 分　 □水防活動

消 防 部 隊

出動
人員

活 動 内 容

地区水防部

被 害 状 況 ・ 場 所 等

出動
台数

□確定　平成　　年　　月　　日　　時現在

出 動 時 刻
支団 分団

　平成　年　月　日

水 防 団 出 動 状 況
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参考資料－１（要綱第 11条関係） 

○ 水防活動における被災等報告の流れについて 

下記の流れで被災等報告を行うことを原則とする（被災のあった事項のみ送付する）。 

(必要に応じて！)

・遠　野　(5680) FAX 89-2823

・好　間　(4002) FAX 36-8631

・三　和　(4003) FAX 86-2544

・田　人　(5480) FAX 69-2337

【留意点】

１

　

２

　

３

　

　

４

　

　

※各部隊は、体制解散後も最終確定報告まで、情報の集計・報告を行うこと。

水　防　本　部　長
国・県・警察等の

関 係 機 関

水防本部総括部隊(総括班)

　危機管理部災害対策課

　（内線3514～3517）

各地区水防部は、被災内容により、本部の報告
先部隊へ所定の様式により報告する。

本部の各部隊は、地区水防部からの被災報告等
を総括部隊総括班（河川課、土木課）へ遅滞無
く報告する。

降雨等の状況により、水防活動に支障を来たす
事態が生じた地区水防部においては、関連する
本部の各部隊に支援要請を行うものとする。

・　平　　(3174) FAX 22-7598

総務部隊(総務班) ・小名浜　(5112) FAX 92-1693

・総務課総務係(2122～3) FAX 22-3662 ・勿　来　(5312) FAX 63-2583

・常　磐　(5513) FAX 43-0431

　　FAX 22-7461

総合政策部隊(総務班)

・総合政策部政策推進係(2312～14) FAX 24-4300 各地区（方部）水防部

観光文化スポーツ部隊(観光文化スポーツ総務班)

市民協働部隊(総務班)

・地域振興課地域振興係(2213～5) FAX 22-7609

各地区水防部

生活環境部隊(環境総務班）

財政部隊(財政班) ・内　郷　(5713) FAX 27-5183

・財政課予算調整係(2414～7) FAX 22-7562 ・四　倉　(5913) FAX 32-7280

・小　川　(6624) FAX 83-2754

・久之浜大久　(5980) FAX 82-4412　

保健福祉部隊(福祉総務班)

・保健福祉課地域福祉推進係(2713～4) FAX 22-7590

こどもみらい部隊(総務班)

・こどもみらい課企画係(2512～3) FAX　22-7029

農林水産部隊(農林総務班)

・環境企画課環境企画係(2612～3) FAX 22-7599

生活排水対策部隊(下水道施設班)

・下水道事業課計画管理係(3413～4) FAX 22-7569

・川　前　(4004) FAX 84-2476

都市建設部隊(総務班)

・都市計画課景観係(3117～9) FAX 24-4306

教育部隊(教育総務班)

・教育政策課総務係(63712～4) FAX 22-7595

・農政流通課農政企画係(2925～6) FAX 22-7589

産業振興部隊(産業総務班)

・産業創出課産業企画係(3012～3) FAX 22-1198

土木部隊(総務班)

・土木課庶務係(3113～4) FAX 24-2119

・観光振興課観光企画係(2992～4) FAX 22-7581

・水道局総務課(61423～4) FAX 21-4644

消防部隊(消防総務班)

・消防本部総務課総務係(62222～4) FAX 24-3944

水道部隊(庶務班)

支援要請を受けた本部の各部隊は、支援を検
討・実施するとともに、実施状況を総括部隊総
括班へ報告するものとする（電話連絡等でよ
い）。
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資料編－４ 

避難行動要支援者避難支援事業に係る水害に関する高齢者等避難等の判断及び伝達の基準 

・平成 20年 2月 22日策定 ・平成 27年 4月 1日改訂 ・平成 28年 4月 1日水防本部改訂 

避難行動要支援者避難支援事業の円滑な実施を図るため、避難準備が可能な災害のうち、特に災害

発生の予測が可能な情報を得ることができる、水害に関する高齢者等避難等の判断基準及び伝達基準

を次のとおり定める。 

その際、外水はん濫（河川のはん濫）については、避難判断等のための水位設定が行われている洪

水予報河川及び水位周知河川周辺地域の住民への避難指示等発令の判断は、当該水位を参考として総

合的に行うこととし、水位設定が行われていない河川については、水位情報等災害時に入手できる実

況情報や過去の浸水実績等を参考に総合的に行うことを基本とする。 

また、内水はん濫(水路のはん濫等)については、雨量情報等災害時に入手できる実況情報や過去の

浸水実績等を参考に総合的に行うことを基本とする。 

【本基準で定める事項】 

１ 対象災害及び特に警戒すべき区間、区域 

２ 避難すべき区域 

３ 高齢者等避難等の発令の判断基準（具体的な考え方） 

４ 高齢者等避難等の伝達方法 

 

１ 対象災害及び特に警戒すべき区間、区域 

 

⑴ 洪水予報河川（夏井川） 

○ 夏井川 

ア 対象災害：夏井川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 洪水予報実施区間（小川、鎌田水位観測所基準） 

・左岸 小川町上小川字川古屋 26（新橋）から海まで 

・右岸 小川町塩田字平石 40（新橋）から海まで 

(イ) 重要水防区域 

・小川町西小川字木戸石地区から平下神谷字志賀分地区までの両岸 

・小川町上平字沖地区から小川町下小川字広畑地区の両岸 

 

⑵ 水位周知河川（仁井田川、好間川、新川、藤原川、鮫川、蛭田川） 

○ 仁井田川 

ア 対象災害：仁井田川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（戸田水位観測所基準） 

・左岸 四倉町戸田字箒作地内（笠松橋）から四倉町上仁井田字東山(東舞子橋)まで 

・右岸 四倉町戸田字古川地内（笠松橋）から四倉町上仁井田字須賀向(東舞子橋)まで 

(イ) 重要水防区域 

●四倉町下仁井田字須賀向地区から平下神谷字釜ノ内地区までの左岸 
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○ 好間川 

ア 対象災害：好間川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（好間水位観測所基準） 

・左岸 好間町北好間字独古内地内（独古内橋）から夏井川合流点まで 

・右岸 好間町北好間字馬場前地内（独古内橋）から夏井川合流点まで 

(イ) 重要水防区域 

・三和町中寺字宿地区から三和町渡戸字楢木地区までの両岸 

・三和町下市萱字片岸地区から三和町下市萱字根小屋地区までの両岸 

●好間町下好間字浦田地区から平紅葉町地区までの右岸 

 

○ 新川 

ア 対象災害：新川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（梅本水位観測所基準） 

・左岸 内郷内町四方北地内（ＪＲ常磐線）から夏井川合流点まで 

・右岸 内郷綴町川原田地内（ＪＲ常磐線）から夏井川合流点まで 

(イ) 重要水防区域 

●内郷内町四方北地区から平北白土字宮田地区までの両岸 

●内郷白水町大門地区から内郷内町堤田地区までの両岸 

 

○ 藤原川 

ア 対象災害：藤原川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（下船尾水位観測所基準） 

・左岸 常磐白鳥町字北蟹打（蟹打橋）から小名浜野田（岩崎川合流点）まで 

・右岸 常磐白鳥町字南蟹打（蟹打橋）から小名浜島（岩崎川合流点）まで 

(イ) 水位情報発表区間（南富岡水位観測所） 

・左岸 小名浜野田（岩崎川合流点）から海まで 

・右岸 小名浜島（岩崎川合流点）から海まで 

(エ) 重要水防区域 

●常磐藤原町砂子田地区から常磐白鳥町壱丁田地区までの両岸 

・（釜戸川）渡辺町洞字永畑地区から泉町字扇田地区までの両岸 

・（馬渡川）常磐下船尾町字馬渡地区から常磐下船尾町村山地区までの両岸 

・（岩崎川）常磐西郷町銭田地区から小名浜島字土手陰地区までの両岸 

・（水野谷川）常磐水野谷町諏訪ヶ崎地区から常磐関船町宮下地区までの両岸 

・（湯本川）常磐湯本町宝海地区から常磐関船町上関地区までの両岸 
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○ 鮫川 

ア 対象災害：鮫川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（松原水位観測所基準） 

・左岸 山田町（四時川合流点）から海まで 

・右岸 沼部町（四時川合流点）から海まで 

(イ) 重要水防区域 

●沼部町宿地区から錦町御宝殿地区までの両岸 

・（中田川）錦町入原地区から錦町吉原地区までの両岸 

●山田町古川地区から山田町法田川原地区の左岸 

●遠野町滝字新川原地区の右岸 

 

○ 蛭田川 

ア 対象災害：蛭田川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区間、区域 

(ア) 水位情報発表区間（窪田水位観測所基準） 

・左岸 瀬戸町小玉から海まで 

・右岸 瀬戸町鍛冶屋から海まで 

(イ) 重要水防区域 

●瀬戸町小玉地区の両岸 

●瀬戸町山上地区から瀬戸町長沢地区の両岸 

・（障子川）錦町四沢柴橋地区から錦町須賀地区までの両岸 

 

⑶ その他の河川 

ア 対象災害：河川の堤防の決壊及び水のあふれる状況 

イ 特に警戒を要する区域：「水防計画書別表第2（第10章関係）」及び「地域防災計画資料編5(15)」

記載の重要水防区域とする。 

 

⑷ 内水はん濫 

ア 対象災害：大雨による水路のはん濫等 

イ 特に警戒を要する区域：過去に内水はん濫が発生した区域 

 

２ 避難すべき区域 

 

高齢者等避難等発令の対象となる「避難すべき区域」は、河川洪水ハザードマップや浸水想定

区域図がある場合には、当該浸水想定区域を基準に、水位や雨量の状況等に応じて決定するもの

とする。 

河川洪水ハザードマップや浸水想定区域図が作成されていない河川、内水はん濫については、

市民からの情報、現場で水防活動に従事する水防団（消防団）からの情報等をはじめ、ポンプ場

の稼動状況及び過去の浸水実績等を参考に総合的に判断し決定することとする。 

なお、区域の決定に当たっては、次の事項に留意するものとする。 
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⑴ 「避難すべき区域」の設定のために重要な情報（道路や橋梁などの情報）については、情報を

発表した気象官署、河川管理者等の関係機関との間で相互に情報交換すること。 

⑵ 「避難すべき区域」は、過去の被害の実績や被害想定などを踏まえて特定したものの自然現象

のため不測の事態等も想定されるため、事態の進行・状況に応じて、避難指示等の発令対象区域

を適切に判断すること。 

⑶ 「避難すべき区域」設定の際に参考とした浸水想定区域図は、一定規模の外力等を想定して作

成されており、想定を上回る災害が発生する可能性があることと、平均的な地盤高当を用いて計

算されており、細かい地形が反映されていないことに留意すること。 

 

３ 高齢者等避難等の発令の判断基準（具体的な考え方） 

 

避難指示等の発令の判断基準（具体的な考え方）は次表のとおりであるが、この運用にあたっ

ては、次の事項に留意する。 

 

⑴ 高齢者等避難の発令にあたって重要な情報（道路や橋梁などの情報）については、情報を発表

した気象官署、河川管理者等の関係機関との間で相互に情報交換すること。 

 

⑵ 想定を超える規模の災害が発生することや、想定外の事象が発生することもあることから、関

係機関との情報交換を密に行いつつ、河川の上流部の降雨量や水位情報がどのような状況になっ

ているか、暴風域等はどのあたりまで接近しているか、近隣で災害が発生していないか等広域的

な状況把握に努めること。 

 

⑶ 雨量や水位等のほか、堤防の異常等、巡視等により自ら収集する現地情報、レーダー観測でと

らえた強い雨の地域、避難行動の難易度（夜間や暴風の中での避難）等、必ずしも数値等で明確

にできないものも考慮しつつ、総合的な判断を行うこと。 

 

【発令事務処理フロー】 

洪水予報・水防警報・水位情報・雨量情報

大雨・洪水警報発表

（水防本部・地区水防部設置）

自主避難の検討

　高齢者等避難・避難指示の発令基準に達したとき

《水防本部・地区水防部での総合判断》

（状況に応じ、災害対策本部・地区本部設置）

　高齢者等避難・避難指示の発令決定（発令時間・避難すべき区域・避難場所）
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⑷ 洪水予報河川（夏井川） 

【鎌田水位観測所】はん濫注意水位：4.50ｍ、避難判断水位：6.35ｍ、はん濫危険水位：7.00(7.35)m 

【小川水位観測所】はん濫注意水位：2.40ｍ、避難判断水位：3.00ｍ、はん濫危険水位：3.75ｍ 

警戒
レベル

５

３

４
避難判断水位を超え、はん濫危険水
位に到達することが予見される場合

現場の水防団、河川管理者、気象台
等からの情報により、水防本部と地
区水防部が連携し、総合的に判断す
る。

避難指示

高齢者等避難
はん濫注意水位を超え、避難判断水
位に到達することが予見される場合

区　分 発　令　基　準 判　断　基　準

雨量の状況や今後の気象情報等か
ら、水防本部と地区水防部が連携
し、総合的に判断する。

緊急安全確保 河川氾濫が発生した場合

現場の水防団、河川管理者、気象台
等からの情報により、水防本部と地
区水防部が連携し、総合的に判断す
る。

 

※ 洪水予報河川：水防法第 10 条及び第 11 条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が、河

川の流域面積が大きい河川のうち、洪水により相当な損害が生じるおそれがあるとして指定した河

川 

※ 表中の水防本部（地区水防部）は災害対策本部（災害対策地区本部）が設置されたときは災害対

策本部（災害対策地区本部）に読み替える。 

 ※ 夏井川本川の鎌田水位については、福島県がはん濫危険水位を 7.35ｍから 7.00ｍに変更したが、

同水系の支川の見直しが未実施であることから、従前の水位設定である 7.35ｍをはん濫危険水位と

して暫定的に運用する。 

 

⑸  水位周知河川（仁井田川、好間川、新川、藤原川、鮫川、蛭田川）【各水位観測所】 

○ 仁井田川【戸田水位観測所】 

はん濫注意水位：2.60ｍ、避難判断水位：3.02ｍ、はん濫危険水位：3.21ｍ 

○ 好間川【好間水位観測所】 

  ＜JR磐東線～国道 399号＞ 

はん濫注意水位：2.20ｍ、避難判断水位：2.58ｍ、はん濫危険水位：3.53ｍ 

＜上記以外の区間＞ 

はん濫注意水位：2.20ｍ、避難判断水位：3.35ｍ、はん濫危険水位：3.53ｍ 

○ 新川【梅本水位観測所】 

はん濫注意水位：3.30ｍ、避難判断水位：4.58ｍ、はん濫危険水位：5.01ｍ 

○ 藤原川【下船尾水位観測所】 

はん濫注意水位：2.70ｍ、避難判断水位：3.01ｍ、はん濫危険水位：3.46ｍ 

○ 藤原川【南富岡水位観測所】 

はん濫注意水位：3.10ｍ、避難判断水位：3.24ｍ、はん濫危険水位：3.44ｍ 

○ 鮫川【松原水位観測所】 

はん濫注意水位：4.70ｍ、避難判断水位：4.70ｍ、はん濫危険水位：5.30ｍ 

○ 蛭田川【窪田水位観測所】 

はん濫注意水位：2.50ｍ、避難判断水位：3.07ｍ、はん濫危険水位：3.31ｍ 
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警戒
レベル

５

３

４
避難判断水位を超え、はん濫危険水
位に到達することが予見される場合

現場の水防団、河川管理者、気象台
等からの情報により、水防本部と地
区水防部が連携し、総合的に判断す
る。

避難指示

高齢者等避難
はん濫注意水位を超え、避難判断水
位に到達することが予見される場合

区　分 発　令　基　準 判　断　基　準

雨量の状況や今後の気象情報等か
ら、水防本部と地区水防部が連携
し、総合的に判断する。

緊急安全確保 河川氾濫が発生した場合

現場の水防団、河川管理者、気象台
等からの情報により、水防本部と地
区水防部が連携し、総合的に判断す
る。

 

※ 水位周知河川：水防法第 13条の規定により、国土交通大臣又は都道府県知事が、洪水予報河

川以外の一級河川又は二級河川で、洪水により相当な損害が生じるおそれがあるとして指定し

た河川 

※ 表中の水防本部（地区水防部）は災害対策本部（災害対策地区本部）が設置されたときは災

害対策本部（災害対策地区本部）に読み替える。 

【用語】 

はん濫注意水位：水防団（消防団）出動の目安となる水位 

避難判断水位：避難指示等の発令判断の目安となる水位 

はん濫危険水位：洪水により相当の被害が生じる氾濫の恐れがある水位 

＊避難指示等の発令や情報伝達及び避難に要する総時間（リードタイム）を考慮して、判断する。 

 

⑹  その他の河川 

雨量や河川の水位状況、市民からの情報、現場で水防活動に従事する消防団からの情報等及び

過去の浸水実績等を勘案し、総合的に判断することとする。 

 

⑺  内水はん濫 

雨量や水路の水位状況、ポンプ場の稼働状況、市民からの情報、現場で水防活動に従事する消

防団からの情報等過去の浸水実績等を勘案し、総合的に判断することとする。 
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４ 避難指示等の伝達方法 

⑴ 避難指示等の伝達内容  

下記の例文を参考に、事態の状況に応じた伝達内容を確認する  

 

高齢者等避難伝達文

【件名】高齢者等避難：〇〇〇川１/２（エリアメール表題最大15文字）
【本文】（エリアメール本文最大２００文字）
いわき市（警戒レベル３）〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、高齢者等避難発令
夏井川で氾濫の恐れのある水位に近づいているため、高齢者など避難に時間のかか
る方は安全な親戚や知人宅、避難所、又は近くの安全な場所へ避難して下さい
【対象区間】左岸：〇〇〇〇〇〇～〇〇〇〇〇〇　右岸：〇〇〇〇〇〇～〇〇〇〇
〇〇⏎
【対象地区】別途メール参照⏎
【開設避難所】市ＨＰ、ＴＶデータ放送等で確認下さい
《※2/2メールで【対象地区】を送信する》

 

 

避難指示伝達文

【件名】　避難指示：〇〇〇川１/２（（エリアメール表題最大15文字）
【本文】（エリアメール本文最大２００文字）
いわき市（警戒レベル４）〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、避難指示 発令 
夏井川で堤防から水があふれる危険があるため、まだ避難していない方は直ちに避
難して下さい。避難所への避難が危険な場合は近くの安全な場所や屋内の高い所へ
避難して下さい
【対象区間】左岸：〇〇〇〇〇〇～〇〇〇〇〇〇　右岸：〇〇〇〇〇〇～〇〇〇〇
〇〇⏎
【対象地区】別途メール参照
【開設避難所】市ＨＰ、ＴＶデータ放送等で確認下さい　
　　
《※2/2メールで【対象地区】を送信する》

 

 

緊急安全確保

【件名】緊急安全確保：〇〇〇川（エリアメール表題最大15文字）
【本文】（エリアメール本文最大２００文字）
いわき市（警戒レベル５）〇〇月〇〇日〇〇時〇〇分、緊急安全確保発令
夏井川の〇〇〇町〇〇〇字〇〇〇地内で堤防から水があふれだしました。非常に危
険な状況です。避難中の方や付近にお住いの方は、周囲の状況を確認し、近くの安
全な場所や屋内の高い所へ直ちに避難するなど、命を守る最善の行動をとって下さ
い⏎
【対象区域】〇〇川流域
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⑵ 避難指示等の伝達手段・伝達先  

下記のチェックリストにより、伝達手段・伝達先に漏れがないか確認する。 

【伝達事務処理フロー】 

《 》は水防体制 （ ）は災対体制 

《総務部隊総務1・2班》 《総務部隊総務1・2班》

水 防 （ 災 害 対 策 ） 本 部 ・ 地 区 水 防 部 （ 災 害 対 策 地 区 本 部 ）

【避難勧告・指示（緊急）発令内容の伝達】 【避難準備・高齢者等避難開始発令内容の伝達】

《総務班》 《福祉班》 《消防班》 《福祉班》 《総務班》

支援者へ
の

協力・援
助

避 難 所 （ 避 難 者 受 入 ・ 安 否 確 認 ）

一 般 市 民
避難行動要支援者
通 所 ・ 入 所 施 設

避難行動要支援
者

の 支 援 者

避難所の開設

自主防災組織や消防団による避難誘導
支 援 者 に よ る
避難行動要支援者の
避 難 誘 導

（総務班）

・自主防災
　会長への
　電話
・FAX
・広報車両

　　　・防災行政無線
　　　・市防災メール
　　　・FMいわき
　　　・市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
　　　・緊急ｴﾘｱﾒｰﾙ
　　　・ＳＮＳ

(支援班)
・防災行政無線
・市防災メール
・FMいわき
・市ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ
・緊急ｴﾘｱﾒｰﾙ
・ＳＮＳ

・自主防災組織　
　・消防団へ電
話　　・FAX

・消防車両
・水防信号

（総務班） （総合通信班） （福祉班） （消防班） （総合通信班） （福祉班）

 

＜防災関係機関への伝達＞ 

□　消防団（分団長）･･･FAX、電話 

□　福島県(いわき地方振興局県民生活課・災害対策課・いわき建設事務所)…FAX、電話

□　警察署（中央・東・南）･･･FAX、電話

□　消防本部･･･FAX・電話 

□　磐城国道事務所･･･FAX・電話

□　自衛隊（地域事務所・第６高射特科大隊）･･･FAX・電話

＜避難行動要支援者・福祉関係機関等への伝達＞ 

□　避難支援者（登録者）への伝達･･･防災行政無線、市防災メール、ＦＭいわき、

　　　　　　　　　　　　　　　　　 市ホームページ、緊急エリアメール、ＳＮＳ

□　避難行動要支援者（登録者）･･･支援者、市防災メール

□　福祉関係機関･･･････････････････FAX、携帯電話メール

＜住民等への伝達＞ 

□　防災行政無線（屋外拡声子局・戸別受信機） 

□　いわき市防災メール

□　広報車・消防車両 

□　自主防災組織（地区・自治会）の会長･･･FAX、電話 

□　市ホームページへの掲載 

□　いわき市民コミュニティ放送（FMいわき）への依頼

□　いわき市民コミュニティ放送（FMいわき）への防災行政無線又は緊急電話放送装置

　　による緊急割込放送

□　水防信号による周知

□　緊急エリアメールの送信


□　ＳＮＳ（フェイスブック・ツイッター）による広報
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※「いわき市避難行動要支援者避難支援事業」実施における水害対応フローは【参考】のとおり。 
【参考】

災害対策本部

災害対策地区本部

支援者

関係機関等

消防団

自主防災組織

民生・児童委員

避難行動要支援登録者

「いわき市避難行動要支援者支援事業」実施における水害等対応フロー

水　害　対　策 災害対策
水害対策避難行動要支援者支援事業

氾濫危険水
位に到達し
たとき

水位周知河川
特別警戒水位に到達したときで、水位予測や
類型雨量などに基づく総合的な判断により
避 難 準 備 が 必 要 な と き

避難準備・
高齢者等避難開始

発令

避難勧告
発 令

避 難 指 示
（緊急）発

令

洪水予報河川
消防団
待　機
水　位

氾　濫
注　意
水　位

避難判断水位到達が予測されるときで、水位予測
や

類型雨量などに基づく総合的な判断により
避 難 準 備 が 必 要 な と き 氾濫危険

水位に到
達が予測
されると
き

消防団
待　機

消防団
出　動

未避難者の
避難誘導

避難準備・
高齢者等避難
開始の伝達支
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資料編－５ 

浸水想定区域内における大規模工場等への取り組み 

 

平成 25年７月に水防法が改正され、平成 27年３月に「いわき市地域防災計画に定める大規模な工

場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例（平成 27年いわき市条例第４号）」を制定した。 

洪水等による浸水により社会経済活動に重大な影響が生じる大規模工場については、従業員や施設

を保全するため、速やかに浸水防止活動を行う必要があることから、市は、水防法第 15条に基づく大

規模工場を次のとおり定め、防災対策を実施するもの。 

 

１ 大規模工場等の範囲 

（１）大規模工場の基準 

水防法第 15条第１項第４号ハに定める大規模な工場その他の施設は、「いわき市地域防災計画

に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例」によるものとする。 

① 用途は、工場、作業場又は倉庫 

② 規模は、延べ面積 10,000平方メートル以上 

（２）いわき市水防計画及び地域防災計画への記載 

  条例で定める基準に該当する浸水想定区域内の大規模工場等から申出があった場合には、名称

及び所在地について市水防計画及び地域防災計画に定めるものとする。 

 

２ 施設管理者等への洪水予報等の伝達 

 市は、申出のあった大規模工場等の所有者又は管理者に対し防災メールを主とし必要に応じて電

話やＦＡＸ等を活用し、洪水予報等の情報を伝達するものとする。 

 

３ 浸水の防止のための措置 

申出により水防計画及び地域防災計画に位置付けられた大規模工場の所有者又は管理者は、洪

水時の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成するとともに、当該

計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止のための訓練を実施するほか、

当該大規模工場等の洪水時の浸水の防止を行う自衛水防組織を置くよう努めなければならない。

なお、作成した計画、自衛水防組織の構成員等については市長に報告するものとする。 

 

※申出があった大規模工場は、資料編－６ Ｐ49から記載 
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資料編－６ 

 

浸水想定区域内の要配慮者等利用施設・大規模工場等 

 

令和４年４月 1日現在 

対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 ― す ず か け 幼 稚 園 いわき市字五色町26番地

2 幼 稚 園 学 校 法 人 明 照 学 園
九 品 寺 附 属
平 窪 幼 稚 園

いわき市平中平窪字杉内27番地の２

3 幼 稚 園
学 校 法 人
あ か い 幼 稚 園

あ か い 幼 稚 園 いわき市平赤井字田中５番地

4 幼 稚 園
学 校 法 人
あ か い 幼 稚 園

小 川 幼 稚 園 いわき市小川町西小川字滝ノ作５番地

5 幼 稚 園 学 校 法 人 中 野 学 園 は な 幼 稚 園 いわき市平中神谷字北出口18番地

6 幼 稚 園 学 校 法 人 吉 田 学 園 は る な 幼 稚 園 いわき市好間町今新田字畑合８番地

7 幼 稚 園
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

松 村 舞子 浜幼 児園 いわき市平藤間字川前63番地の1

8 幼 稚 園 学 校 法 人 志 賀 学 園 平 第 一 幼 稚 園 いわき市平山崎字熊ノ宮39番地

9 幼 稚 園 学 校 法 人 昌 平 黌
い わ き 短 大
付 属 幼 稚 園

いわき市平鎌田字石名坂6番地

10 小 学 校 ― 平 第 二 小 学 校 いわき市平字梅香町７の１

11 小 学 校 ― 平 第 三 小 学 校 いわき市平字作町三丁目４の２

12 小 学 校 ― 平 第 四 小 学 校 いわき市平下平窪字諸荷59の1

13 小 学 校 ― 平 第 六 小 学 校 いわき市平中神谷字石脇22

14 小 学 校 ― 夏 井 小 学 校 いわき市平上大越字塚越１

15 小 学 校 ― 草 野 小 学 校 いわき市平下神谷字宿25

16 小 学 校 ― 好 間 第 二 小 学 校 いわき市好間町今新田字手倉２

17 小 学 校 ― 小 玉 小 学 校 いわき市小川町西小川字小玉２の１

18 小 学 校 ― 髙 久 小 学 校 いわき市平下高久字原極46番地の1

19 小 学 校 ― 赤 井 小 学 校 いわき市平赤井字田町49番地

20 中 学 校 ― 草 野 中 学 校 いわき市平下神谷字宿25

対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

21 中 学 校 ― 小 川 中 学 校 いわき市小川町上平字竹ノ内63

22 高 等 学 校 ―
福 島 県 立 平 商 業
高 等 学 校

いわき市平中塩字一水口37の１
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

21 中 学 校 ― 小 川 中 学 校 いわき市小川町上平字竹ノ内63

22 高 等 学 校 ―
福 島 県 立 平 商 業
高 等 学 校

いわき市平中塩字一水口37の１

23 特 別 支 援 学 校 ―
福 島 県立 聴覚 支援
学 校 平 校

いわき市平馬目字馬目崎61

24 特 別 支 援 学 校 ―
福 島 県立 富岡 支援
学 校 ( 小 学 部 )

いわき市平馬目字馬目崎61

25 特 別 支 援 学 校 ―
福島県立いわき支援
学 校

いわき市平上神谷字石ノ町13-1

26 専 修 学 校 ―
磐 城 高等 芸術 商科
総 合 学 園

いわき市平下神谷字立田帯５

27 専 修 学 校
公益財団法人　磐城済
世 会

松 村 看護 専門 学校 いわき市平小太郎町1-8

28 専 修 学 校 ―
いわき文化服飾専門
学 校

いわき市平二町目8

29 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ 愛 心 会
愛心会有料老人ホー
ム キ ャ ン バ ス ２

いわき市平中神谷字北鳥沼43-1

30 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲リバティー ホー ムズ 和（やわらぎ）の里 いわき市平中神谷字大年19-2

31 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲ そ ら
有 料 老 人 ホ ー ム
み じ ょ う

いわき市平下神谷字御城116-1

32 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲ そ ら
有 料 老 人 ホ ー ム
か べ や

いわき市平下神谷字出口17-1

33 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ 愛 心 会 愛 心 会キ ャン バス いわき市平下神谷字後原47-1

34 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ カ ー ナ
赤 井 フ ァ ミ リ ー
リ ビ ン グ

いわき市平赤井字深田28

35 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ ス ズ デ ン
シルバーケアハウス
の ぞ み

いわき市好間町下好間字渋井64-2

36 有 料 老 人 ホ ー ム ( 株 ) ア ル テ デ ィ ア ほほえみの街いわき いわき市平字旧城跡36番地の10

37
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ 愛 心 会
ほ っ とフ ァミ リー
ぞ う の 目 ２

いわき市平下神谷字後原47-1

38
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

社 会 福 祉 法 人
仁 愛 会

仁愛グループホーム いわき市平中平窪字扇田28

39
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

メディカル・ケア・
サ ー ビ ス ㈱

愛の家グループホー
ム い わ き 平 窪

いわき市平中平窪字横枕10-1

40
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

社 会 福 祉 法 人
明 生 会

グ ル ープ ホー ム悠 いわき市平赤井一の町62-1

41
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ビジュアルビジョン けあビジョンホーム いわき市小川町上小川字川原28-1

42
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈲ い わ き ケ ア
フ ォ レ ス ト

小規模多機能型居宅
介 護 も み じ の 里

いわき市平字紅葉町40-9

43
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈲ヘルパーステーション
小 川

ヘルパー ステ ーシ ョン 小川

ひ ま わ り の 郷
いわき市小川町上小川字峰岸54-1

44 通 所 介 護 ㈱ メ デ ィ エ ン ス
ほ っ と デ イ ト レ
き た め

いわき市平字北目町156-3

45 通 所 介 護 ケ ア パ ー ト ナ ー ㈱
ケ ア パ ー ト ナ ー
い わ き

いわき市平北白土字宮前48-1
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

46 通 所 介 護 日 総 ニ フ テ ィ ㈱
す い と ぴ ー デ イ サ ー ビ ス

セ ン タ ー ひ ら く ぼ いわき市平下平窪鶯内101-1

47 通 所 介 護
㈲ ク ル ー ズ
プ ラ ン ニ ン グ

レ ッ ツ 倶 楽 部
い わ き 平 窪

いわき市平下平窪字諸荷90-3

48 通 所 介 護 ㈲リバティーホームズ
和（やわらぎ）の里デイ

サ ー ビ ス

セ ン タ ー
いわき市平中神谷字大年19-2

49 通 所 介 護 ㈲ 菅 野 写 真 商 会 デイサービス憩の郷 いわき市平中神谷字六本榎17-1

50 通 所 介 護 ㈱大間シルバーケア
デ イ サー ビス セン
タ ー いち ごい ち笑

いわき市平中神谷字南鳥沼27

51 通 所 介 護 介護福祉センター㈱
あ っ た か ほ ー む
デ イ サー ビス 神谷

いわき市平中神谷字宿畑34-3

52 通 所 介 護 ㈱ レ イ ス 治 療 院
アシストケアクラブ
い わ き か べ や

いわき市平下神谷字宿5-3　KHハイツ１
F

53 通 所 介 護 ㈱ 矢 島 礦 業 所 デ イ サ ー ビ ス 遊 いわき市平下神谷字仲田57-1

54 通 所 介 護 ㈲ そ ら デ イ サー ビス そら いわき市平下神谷字出口17-1

55 通 所 介 護 ㈱ 愛 心 会 愛心会通所介護和顔 いわき市平下神谷字後原47-1

56 通 所 介 護
福 島 さ く ら
農 業 協 同 組 合

ＪＡ福島さくら 草野デイ

サ ー ビ ス

セ ン タ ー 太 陽
いわき市平下神谷字馬洗39

57 通 所 介 護 ㈲ タ ロ サ デイサービスタロー いわき市平下神谷字仲田82

58 通 所 介 護 合同会社よしだ接骨院
つ る か め
デ イ サ ー ビ ス

いわき市平下神谷字仲田1-1

59 通 所 介 護
㈲ い わ き ケ ア
フ ォ レ ス ト

小規模多機能型居宅
介 護 も み じ の 里

いわき市平字紅葉町40-9

60 通 所 介 護 i　-　s　t　e　p　㈱
i-stepトレーニング
セ ン タ ー

いわき市平字紅葉町43-4

61 通 所 介 護 ㈱ カ ー ナ
カ ー ナ 赤 井
デ イ サ ー ビ ス

いわき市平赤井字深田28

62 通 所 介 護 ㈱ か ら だ プ ラ ス
か ら だ プ ラ ス
デ イ サ ー ビ ス

いわき市平赤井日渡132-6

63 通 所 介 護 （ 社 福 ） 仁 愛 会
レンガ通りデイサー
ビ ス セ ン タ ー

いわき市平字二町目39

64 通 所 介 護 株式会社 パノ ラマ
デ イ サー ビス セン
タ ー ル ア ナ

いわき市平字新田前5-2

65 通 所 介 護 社会福祉法人松涛会
亀 齢 荘
デ イ サー ビス セン
タ ー

いわき市平山崎字熊ノ宮38

66
通 所 介 護

通所リハビリテーション

短 期 入 所 療 養 介 護

公益財団法人磐城済世
会

シーサイドパインビ
レッジ老人保健施設

いわき市平藤間字川前63-5

67 養 護 老 人 ホ ー ム 社会福祉法人松涛会 い わ き 市 徳 風 園 いわき市平下高久字中谷地58-1

68 特別養護老 人ホーム 社 会 福 祉 法 人 松 涛 会
特別養護老人ホーム
亀 齢 荘

いわき市平山崎字熊ノ宮30

69 短 期 入 所 生 活 介 護 社 会 福 祉 法 人 松 涛 会
亀 齢 荘
シ ョ ー ト ス テ イ

いわき市平山崎字熊ノ宮30

70 介 護 老 人 保 健 施設
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

ｼｰｻｲﾄﾞﾊﾟｲﾝﾋﾞﾚｯｼﾞ老
人 保 健 施 設

いわき市平藤間字川前63-5
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

71
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

ポ ポ ロ いわき市平下平窪二丁目1-5

72
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
か べ や 福 祉 作 業 所

ピ ー スフ ルか べや いわき市平上神谷字神谷分20

73
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
わくわくネットいわき

チ ャ レ ン ジ ド いわき市平塩字中島5-5

74
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
み ど り の か ぜ

の は ら いわき市四倉町大森字民野町45

75
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

ふ れ ん ず 北 山 いわき市平字北目町88-4

76
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
ゴ ー ル デ ン ハ ー プ

フ ル ク テ ン いわき市平字菱川町5-8

77
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株式会社アイエスエフ
ネットライフいわき

ｼﾞｮｲﾜｰｸｾﾝﾀｰいわき
平 事 業 所

いわき市平字大町7-1
平セントラルビルディング3階

78
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

あ と り え 北 山 いわき市平字作町一丁目4-3

79
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

け や き共 同作 業所 いわき市平字北目町131-2

80
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

杜 の ど ー な つ いわき市平字大工町11-9

81
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

工 房 け や き いわき市平字北目町131-2

82
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

i-step 株 式 会 社
放課後等デイサービ
ス i-stepジュニア

いわき市下神谷字岩淵101

83
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
ワークハウスいわき

ワークハウスいわき いわき市平下神谷字内宿64-1

84
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
み ど り の 杜 福 祉 会

就 労 支援 セン ター
未 来 工 房

いわき市平南白土2丁目1-5

85
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

赤 井 ホ ー ム いわき市平赤井字大根内78-5

86
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

赤 井 Ⅱ ホ ー ム
いわき市平赤井字中道98-1
シガハイツ×Ⅰ　103・203

87
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

後 原 ホ ー ム
いわき市平中神谷字後原7-1
パークハウスG102・202

88
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

後 原 Ⅱ ホ ー ム
いわき市平中神谷字後原26-1
グレイスJUN-A 101・201

89
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

鎌 田 ホ ー ム
いわき市平字鎌田町23
ホワイトマンションⅡ203～208

90
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

曲 田 ホ ー ム
いわき市平下平窪字曲田43
コーポファインA-C.A-F

91
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

下 神 谷 ホ ー ム
いわき市平下神谷字御城65-1
グリーンフィールズK☆α102・202

92
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

下 平 ホ ー ム いわき市平下平窪一丁目1-8

93
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

杉 内 ホ ー ム
いわき市平中平窪字杉内27-1
ﾒｿﾞﾝﾄﾞﾞ南3･202･203･204・205、南4・
202

94
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

つ づ ら ホ ー ム
いわき市内郷綴町七反田48-2
リバーハイツ101･102・103

95
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

鳥 沼 ホ ー ム
いわき市平中神谷字北鳥沼36-2
サンハイツK1-1・1-2  
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

96
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

中 島 ホ ー ム
いわき市平下平窪中島町3-8  ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞ
中島A-1～8

97
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

東 町 ホ ー ム
いわき市平字東町12-3
ﾋﾙ･ﾌｨｰﾙｽﾞ光101･102･103･105･106

98
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

も ろ に ホ ー ム
いわき市平下平窪字諸荷前11-2
ﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄﾊｳｽA棟101・201

99
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

寺 内 ホ ー ム
いわき市平下平窪字大念仏1-11　エン
ゼルハウスA201・A202

100
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

神 谷 ホ ー ム いわき市平中神谷字細田57-2

101
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

中 神 谷 ホ ー ム
いわき市平中神谷字北鳥沼9-1
ｼﾙﾊﾞｰｸﾘｰｸⅡ101･102・Ⅰ202

102
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

中 平 ホ ー ム いわき市平下平窪字諸荷前15-2

103
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

き ぼ う の 家 北 目 いわき市平字北目町143番地の7

104
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
ゆ る ー り

ゆるーりハウス大館
いわき市平字大館31-8　㈱矢吹燃料本
社ビル201・202・203・205号室

105
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

グ ル ー プ ホ ー ム
四 軒 町 ①

いわき市平字四軒町6-8
南東号室

106
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

グ ル ー プ ホ ー ム
四 軒 町 ②

いわき市平字四軒町6-9
南西号室

107
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

グ ル ー プ ホ ー ム
梅 香 町 ①

いわき市平字梅香町2-17
南西号室

108
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

グ ル ー プ ホ ー ム
梅 香 町 ②

いわき市平字梅香町2-18
南東号室

109
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

小 川 ホ ー ム いわき市小川町高萩字下代17-10

110
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

小 川 郷 ホ ー ム いわき市小川町高萩字小路尻33-10

111
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
福島県福祉事業協会

東 洋 学 園 いわき市四倉町細谷字御厩13-3

112
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
母 子 通 園 セ ン タ ー

し ろ や ぎ ３ いわき平馬目字馬目崎52

113
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
いわきハンディキャップ
サ ポ ー ト セ ン タ ー

就労支援センターかぜ いわき市平字北目町88-4

114
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社
ル ・ レ ー ブ

自立支援学習センター
放 課 後 デ イ
スマイルキッズ平教室

いわき市平北目町３番地16-C

115
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社
み ら い

自立支援放課後等デイ
み ら い 平 教 室

いわき市平字愛谷町一丁目6-1

116
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
わくわくネットいわき

ゆいまーる・ふくしま いわき市平中神谷字刈萱1-8

117
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
わくわくネットいわき

セカンドハウスほっぷ いわき市平上神谷字神谷分24-1

118
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

新 町 ホ ー ム いわき市平中平窪新町３-23

119
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

さ く ら ホ ー ル いわき市平中平窪細田町３-５

120
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

で ぐ ち ホ ー ル いわき市平下神谷字出口58-36
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

121
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

つ つ じ ほ ー る いわき市平字研町裏15-１

122
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

―
児 童 発 達 支 援
MY ALL り と る

いわき市田平鎌田字西山下72-３
菊川マンション３Ｆ

123
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
母 子 通 園 セ ン タ ー

い わ き 母 子 訓 練
セ ン タ ー

いわき市平馬目字馬目崎52

124
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
わくわくネットいわき

セ カ ン ド ハ ウ ス
わ く わ く

いわき市平上神谷字神谷分22-1

125
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
わくわくネットいわき

わ く わ く キ ッ ズ いわき市平中神谷字苅萱1-8

126
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
み ど り の か ぜ

コ ン パ ス いわき市平塩字呑内3-1

127
障害児通所支援事業の
用 に 供 す る 施 設

( 有 ) 新 宿 Ｍ Ｙ Ａ Ｌ Ｌ
いわき市平鎌田字西山下72-3
菊川マンション２Ｆ

128
地 域 活 動 支 援
セ ン タ ー

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

地 域 活 動 支 援
セ ン タ ー
ス ペ ー ス け や き

いわき市平字作町一丁目4-17

129 児 童 福 祉 施 設 ― 白 土 保 育 所 いわき市平字愛谷町一丁目４番地の１

130 児 童 福 祉 施 設 ― あ さ ひ 保 育 園 いわき市平中神谷字北鳥沼34番地

131 児 童 福 祉 施 設 ― 夏 井 保 育 所 いわき市平荒田目字高原４４番地

132 児 童 福 祉 施 設 ― 小 川 保 育 所
いわき市小川町高萩字下川原127番地の
１

133 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
い わ き 厚 生 会

む つ み 保 育 所 いわき市平字東町14番地の１

134 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
来 迎 保 育 園

来 迎 保 育 園 いわき市平下神谷字宿38番地

135 児 童 福 祉 施 設 社会福祉法人春日会 は と 保 育 園 いわき市平赤井字田中43番地

136 児 童 福 祉 施 設 社会福祉法人松涛会 梅 香 保 育 園 いわき市平字梅香町３番地の８

137 児 童 福 祉 施 設 個 人 子 供 の部 屋保 育園 いわき市平字愛谷町二丁目２番地の７

138 児 童 福 祉 施 設 ― 髙 久 保 育 園 平荒田目字高原44番地

139 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
か べ や 保 育 園

か べ や 保 育 園 平中神谷字寺前28

140 児 童 福 祉 施 設 社会福祉法人松涛会 蛍 保 育 園 平山崎字熊ノ宮42-1

141 児 童 福 祉 施 設 個 人
い わ き 幼 児 教 育

研 究 所 附 属
の び の び 園

いわき市平下神谷字馬場塚13番地

142 児 童 福 祉 施 設 個 人 お う ち 保 育 園 ®
いわき市平字正月町19番地の８　ベレ
オ正月町102

143 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 明 照 学 園
くほんじひらくぼ保
育 園

いわき市平中平窪字杉内27番地の2

144 児 童 福 祉 施 設
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

松 村 幼 児 園 いわき市平小太郎町1番地の8

145 児 童 福 祉 施 設 ―
平 二 小
児 童 育 成 ク ラ ブ

いわき市平字梅香町7-1
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対象河川：夏井川【洪水予報河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

146 児 童 福 祉 施 設 ―
す ず か け 第 一
学 童 ク ラ ブ

いわき市平字作町三丁目4-2

147 児 童 福 祉 施 設 ―
す ず か け 第 二
学 童 ク ラ ブ

いわき市平字作町三丁目4-2

148 児 童 福 祉 施 設 ―
平 四 小
第 １ 児 童 ク ラ ブ

いわき市平下平窪字諸荷65

149 児 童 福 祉 施 設 ―
平 四 小
第 ２ 児 童 ク ラ ブ

いわき市平下平窪字諸荷65

150 児 童 福 祉 施 設 ― 青陽児童育成クラブ いわき市平下神谷字立田帯5

151 児 童 福 祉 施 設
社 会 服 地 法 人
来 迎 保 育 園 月 影 児 童 ク ラ ブ いわき市平下神谷字宿38

152 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 春 日 会
わ ん ぱ く キ ッ ズ
児 童 ク ラ ブ

いわき市平赤井字田中43

153 児 童 福 祉 施 設 学校法人あかい幼稚園 小 川 学 童 ク ラ ブ いわき市小川町西小川字滝ノ作５

154 児 童 福 祉 施 設 ― 好間二小児童クラブ いわき市好間町今新田字手倉2

155 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 明 照 学 園 くほんじ学童クラブ いわき市平九品寺町3-2

156 児 童 福 祉 施 設
一 般 社 団 法 人
ｷ ｯ ｽ ﾞ ｽ ﾏ ｲ ﾙ FPい わき

夏 井 か わ か ぜ
児 童 ク ラ ブ

いわき市平上大越字塚越1

157 児 童 福 祉 施 設 高 久 児 童 ク ラ ブ 髙 久 児 童 ク ラ ブ いわき市平下高久字原極46-1

158 児 童 福 祉 施 設 個 人 ひ よ こ ク ラ ブ
いわき市平字田町一丁目15番地緑屋ビ
ル３F

159 児 童 福 祉 施 設 個 人 パルタージュベビー いわき市平原高野字中里35番地の2

160 児 童 福 祉 施 設
一 般 社 団 法 人
Ｗ ｅ ｎ ｄ ｙ

W ｅ ｎ ｄ ｙ
～ ウェ ンデ ィ～

いわき市平字正内町45番地の6

161 児 童 福 祉 施 設 学校法人 明照 学園 くほんじナーサリー いわき市平九品寺町3番地の2

162 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 松 崎 学 園 神 谷 こ ど も 園 いわき市平中神谷字南鳥沼26番地

163 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 明 照 学 園 九 品 寺 こ ど も 園 いわき市平字九品寺町３番地の２

164 児 童 福 祉 施 設
学 校 法 人
相双キリスト教学園

認 定 こ ど も 園
り ん ご の 木

いわき市平谷川瀬2-15-15

165 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 松 尾 会 松 尾 病 院 いわき市平字愛谷町四丁目1-4

166 病 院 ・ 診 療 所
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

長 春 館 病 院 いわき市平藤間字川前63-2

167 病 院 ・ 診 療 所
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

舞 子 浜 病 院 いわき市平藤間字川前63-1
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対象河川：仁井田川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 ― 四 倉 第 二 幼 稚 園 いわき市四倉町狐塚字松橋65番地

2 幼 稚 園 ― 四 倉 第 一 幼 稚 園 いわき市四倉町字西四丁目3の3

3 小 学 校 ― 大 浦 小 学 校 いわき市四倉町狐塚字松橋27

4 小 学 校 ― 四 倉 小 学 校 いわき市四倉町字西四丁目３番地の３

5 中 学 校 ― 四 倉 中 学 校 いわき市四倉町字東一丁目65

6 老 人 福 祉 施 設 ― 四倉老人福祉センター いわき市四倉町字四丁目108番地

7 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 医 社 ） 石 福 会 ヒーリングホーム四倉 いわき市四倉町下仁井田字南追切23

8 介 護 老 人 保 健 施 設 医 療 法 人 美 波 会
介 護 老 人 保 健 施 設
し ろ が ね の 里

いわき市四倉町字東一丁目54番地

9
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

有 限 会 社 そ ら 大 地 の 家 いわき市四倉町字西三丁目12番地の15

10
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈲ タ ロ サ よ つ く ら の 家 いわき市四倉町字六丁目27-3

11
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈲ タ ロ サ よ つ く ら タ ロ ー の 家 いわき市四倉町字六丁目28番地の5

12 通 所 介 護 社 会 福 祉 法 人 楽 寿 会
楽寿荘
通所介護事業所

いわき市四倉町上仁井田字横川74-1

13 通 所 介 護 有 限 会 社 ｹ ｱ ｳ ｪ ｰ ﾌ ﾞ み やび デイ サー ビス いわき市四倉町上仁井田字南浜37ー7

14 特別養護老 人ホーム 社 会 福 祉 法 人 楽 寿 会
特別養護老人ホーム
楽 寿 荘

いわき市四倉町上仁井田字横川67

15 短 期 入 所 生 活 介 護 社 会 福 祉 法 人 楽 寿 会
楽 寿 荘
短期入所生活介護事
業 所

いわき市四倉町上仁井田字横川74-1

16 短 期 入 所 生 活 介 護 （ 医 社 ） 石 福 会 ヒーリングホーム四倉 いわき市四倉町下仁井田字南追切23

17
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
福島県福祉事業協会

東 洋 学 園 いわき市四倉町細谷字御厩13-3

18
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
わ い わ い 作 業 所

な な え いわき市四倉町字東二丁目116-2

19
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株 式 会 社
Ｈ ． Ｒ ． い わ き

こどもサークル四倉 いわき市四倉町字東一丁目38番地

20
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

ぽ っ ぽ いわき市四倉町西四丁目33番地の3

21
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
わ い わ い 作 業 所

き ず な いわき市四倉町東2丁目116番地の1

22 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
三 宝 護 念 会

三 宝 保 育 園 いわき市四倉町下仁井田字北迫切19番地

23 児 童 福 祉 施 設 ― 四 倉 保 育 所 いわき市四倉町五丁目8-8

24 児 童 福 祉 施 設 一 般 社 団 法 人 ま さ る
大浦ののかぜ児童クラ
ブ

いわき市四倉町狐塚字松橋20

25 児 童 福 祉 施 設 仁 井 田 児 童 ク ラ ブ 仁 井 田 児 童 ク ラ ブ いわき市仁井田町字寺前9-1

26 児 童 福 祉 施 設
一般社団法人キッズスマ
イ ル FP い わ き

四倉やまかぜ児童クラ
ブ

いわき市四倉町西四丁目3-3

27 児 童 福 祉 施 設
一般社団法人キッズスマ
イ ル FP い わ き

四倉うみかぜ児童クラ
ブ

いわき市四倉町西四丁目3-3

28 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 社 団 石 福 会 四 倉 病 院 いわき市四倉町下仁井田字南追切2-2

29 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 美 波 会 菅 波 医 院 いわき市四倉町字東一丁目54
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対象河川：好間川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 学 校 法 人 吉 田 学 園 は る な 幼 稚 園 いわき市好間町今新田字畑合８番地

2 小 学 校 ― 好 間 第 二 小 学 校 いわき市好間町今新田字手倉２

3 小 学 校 ― 好 間 第 一 小 学 校 いわき市好間町上好間字馬場前14番地

4 専 修 学 校 準 学 校 法 人 畑 学 園 磐 城 学 芸 専 門 学 校 いわき市好間町下好間字浦田154-1

5 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ ス ズ デ ン
シ ル バ ー ケア ハ ウ ス
の ぞ み

いわき市好間町下好間字渋井64-2

6 有 料 老 人 ホ ー ム
ク リ ナ ッ プ キ ャ リ ア
サ ー ビ ス ( 株 )

感 謝 の 郷 い わ き いわき市好間町上好間字道成川原15-20

7
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈲ ア ロ ー 商 事
グ ル ー プ ホ ー ム
我 が 家 好 間

いわき市好間町下好間字鬼越42-3

8
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈲いわきケアフ ォレ スト
小規模多機能型居宅
介 護 も み じ の 里

いわき市平字紅葉町40-9

9
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

社会福祉法人いわきの里
小 規 模 多 機 能 型
つ ど い

いわき市好間町北好間字外川原３３番地の１

10
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

社会福祉法人愛篤福祉
会

静 修 苑 いわき市好間町下好間字鬼越24ー10

11 短 期 入 所 生 活 介 護 社会福祉法人いわきの里 シ ョー ト ス テ イ よ し ま いわき市好間町北好間字外川原３３番地の１

12 通 所 介 護 ㈱ メ デ ィ エ ン ス ほっと デ イ ト レき た め いわき市平字北目町156-3

13 通 所 介 護 ㈲いわきケアフ ォレ スト
もみじの苑デイサービ
ス セ ン タ ー

いわき市平字紅葉町40-9

14 通 所 介 護 i　-　s　t　e　p　㈱
i-step ト レ ー ニ ン グ
セ ン タ ー

いわき市平字紅葉町43-4

15 通 所 介 護 株 式 会 社 ラ ピ ラ イ
介福たいむ 通所介護
事 業 所

いわき市好間町上好間字洞34-1

16 通 所 介 護 株 式 会 社 ス ズ デ ン デ イ サ ービ スお 結び いわき市好間町下好間字渋井64-2

17 特別養護老人ホーム
社会福祉法人いわきの

里

地域密着型特別養護
老 人 ホ ー ム
サ ン シ ャ イ ン よ し ま

いわき市好間町北好間字外川原３３番地の１

18
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

ふ れ ん ず 北 山 いわき市平字北目町88-4

19
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

福祉サービス事 業所
か が や き

いわき市好間町下好間字大館173-1

20
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
ま ま は ー と

多機能型重心児デイサー
ビ ス
ど り ー む ず

いわき市好間町下好間一町坪83-1

21
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

合 同 会 社 木 の 実 ど ん ぐ り いわき市好間町下好間字渋井21番地の5

22
障害福祉サービス事業の
用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

好 間 ホ ー ム
いわき市好間町下好間字１町坪45-2
ﾒｿﾞﾝ・ﾄﾞ・ﾌﾟﾘｭﾐｴｰﾙ101・102

23
障害福祉サービス事業の
用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

ぬ ま た ホ ー ム いわき市好間町下好間字沼田134-1

24 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 慈 心 会 さ く ら 保 育 園 いわき市好間町下好間字沼田112番地

25 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
さ く ら ん ぼ 会

好 間 保 育 所 いわき市好間町上好間字馬場前19-3

26 児 童 福 祉 施 設 ― 好 間二 小児 童ク ラブ いわき市好間町今新田字手倉2

27 児 童 福 祉 施 設
ピーターパンチャイルドク
ラ ブ

ピーターパンチャイルド
ク ラ ブ

いわき市好間町上好間字馬場前28
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対象河川：新川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 学 校 法 人 さ か え 学 園 さ か え 幼 稚 園 いわき市内郷御台境町前田18番地の３

2 幼 稚 園 学 校 法 人 志 向 学 園 か な や 幼 稚 園 いわき市内郷高坂町四方木田153番地

3 小 学 校 ― 御 厩 小 学 校 いわき市内郷御厩町二丁目121

4 中 学 校 ― 平 第 三 中 学 校 いわき市平谷川瀬字吉野作56番地の2

5 高 等 学 校 ―
福島県立いわき総合高
等 学 校

いわき市内郷内町駒谷３の1

6 専 修 学 校 準 学 校 法 人
iwaki ヘ ア メ イ ク
ア カ デ ミ ー

いわき市平谷川瀬字明治町96-1

7 老 人 福 祉 施 設 ― 平老人福祉セン ター いわき市平谷川瀬一丁目１７番地の7

8 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲ 優 信 会 有料老人ホームいわき いわき市平字南町48-1

9 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲いわきケアフ ォレ スト 介 護 の 森 き た し ら ど いわき市平北白土字ネキ内49-1、50-1

10 有 料 老 人 ホ ー ム
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

やました福寿苑 内郷 いわき市内郷綴町大木下19-1

11 有 料 老 人 ホ ー ム 小 松 電 工 ㈱ 幸 福 の 家 桜 の 里 いわき市平谷川瀬字根木作62

12 有 料 老 人 ホ ー ム ( 株 ) 紲
介護付き有料老人ホー
ム き づ な

いわき市平南白土字八ッ坂74

13 特別養護老人ホーム 社 会 福 祉 法 人 博 文 会
特別養護老人ホーム
オ ン フ ー ル 双 葉

いわき市平荒田目字中田40

14
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

（ 医 ） 松 尾 会
グ ル ー プ ホ ー ム
ま つ の 実

いわき市平愛谷町四丁目2-3,2-4

15
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈲ ア ロ ー 商 事 グループホーム我が家 いわき市平字橋下1

16
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ ニ チ イ 学 館
ニ チ イ ケア セ ン タ ー
い わ き 小 島

いわき市小島町一丁目4-6

17
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ ニ チ イ 学 館
ニ チ イ ケア セ ン タ ー
た い ら

いわき市小島町二丁目6-3

18
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ ツ ク イ
ツ ク イ い わ き 内 郷
グ ル ー プ ホ ー ム

いわき市内郷御厩町三丁目34

19
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

( 株 ) Ｗ Ｉ Ｌ Ｌ Ｇ Ｏ Ｌ Ｄ グループホームあしび いわき市内郷内町金坂21-2

20
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

株 式 会 社 い わ き 内 郷 グル ー プホーム 内郷 いわき市内郷高坂町大町27-1

21 短 期 入 所 生 活 介 護 （ 医 ） 医 和 生 会 医和生会ショートステイ いわき市平谷川瀬一丁目19-7

22 短 期 入 所 生 活 介 護
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

やました福寿苑 内郷
短 期 入 所 生 活 介 護

いわき市内郷綴町大木下19-1

23
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

（ 医 ） 医 和 生 会
医和生会小規模多機
能 型 す ば る

いわき市平谷川瀬一丁目14-2

24
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

（ 医 ） 医 和 生 会
医和生会小規模多機
能 型 さ ら い

いわき市平谷川瀬一丁目19-7

25 通 所 介 護 （ 医 ） 医 和 生 会
医 和 生 会 や が わ せ
デ イ サ ー ビ ス

いわき市平谷川瀬一丁目16-5

 



 - 59 - 

 

対象河川：新川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

26 通 所 介 護 （ 医 ） 昭 栄 会
佐藤クリニック メディカ
ル フ ィ ッ ト ネ ス Ｄ Ｓ

いわき市平字小太郎町3-7

27 通 所 介 護 ㈱ 安 楽
ホー ム ケア セ ン タ ー
平 新 川 町

いわき市平字新川町17

28 通 所 介 護 （ 同 ） 紫 陽 花 苑 は い っ ・ 喜 ん デ イ いわき市平愛谷町二丁目5-2

29 通 所 介 護 ㈱ ツ ク イ ツ ク イ い わ き 内 郷 いわき市内郷御厩町四丁目34

30 通 所 介 護 ㈲ た は ら 介 護 す みれ デイ サー ビス いわき市内郷御厩町四丁目1

31 通 所 介 護
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

や ま し た 福 寿 苑
内 郷 通 所 介 護

いわき市内郷綴町大木下19-1

32 通 所 介 護
㈱ み な と ト ー タ ル
サ ポ ー ト

み な と 整 骨 院
デ イ サ ー ビ ス 内 郷

いわき市内郷綴町金谷19-13

33 通 所 介 護 介 護 福 祉 セ ン タ ー ㈱
あ っ た か ほ ー む
デ イ サ ー ビ ス

いわき市小島町一丁目4-2

34 通 所 介 護 （ 医 ） 医 和 生 会
医 和 生 会 き ら く
デ イ サ ー ビ ス

いわき市平谷川瀬一丁目16-5

35 通 所 介 護 (株)紲 デイサービスきづな いわき市平南白土字八ツ坂75

36 通 所 介 護 小 松 電 工 ㈱
幸福の家　桜の里
デイサービスセンター

いわき市平谷川瀬字根木作62

37 通 所 介 護 株 式 会 社 メ デ ィ エ ンス
ほっと
デイトレせんたー

いわき市内郷高坂町八反田52

38 通 所 介 護
有限会社コスモケアサー
ビ ス

内郷
デイサービスセンター

いわき市内郷高坂町大町27-１

39 通 所 介 護 株 式 会 社 エ イ ブ ル 元氣ジムいわき小島町 いわき市小島町一丁目2-2

40 通 所 介 護 （ 医 ） 医 和 生 会
医和生会
通所リハビリテーション

いわき市平谷川瀬1-16-5

41 通 所 介 護 医 療 法 人 明 生 会 高原整形外科 いわき市内郷綴町川原田126

42 通 所 介 護 有限会社グリーンピ ース
デイサービスみどり高
坂

いわき市内郷高坂町高橋93-5

43 通 所 介 護 有 限 会 社 山 﨑 接 骨 院
さくら樹デイサービスみ
まや

いわき市内郷御厩町川向52-1

44 通 所 介 護 ㈱ 和 奏 デイサービス　プアラ いわき市内郷御厩町一丁目199-2

45 通 所 介 護 株式会社くすり のマルト
くすりのマルト
リハビリステーション内
郷

いわき市内郷綴町七反田52番地の10

46 通 所 介 護 有 限 会 社 山 﨑 接 骨 院
さくら樹
デイサービスセンター

いわき市内郷綴町町之内42番地の11

47 通 所 介 護 株 式 会 社 福
デイサービスセンター
ふくださんち。

いわき市内郷内町四方北115番地の2

48 通 所 介 護
株 式 会社 スマ イ ル ケア
サ ー ビ ス

スマイルデイサービス いわき市内郷高野町番所113番地の3

49 通 所 介 護 ア ト ラ 株 式 会 社
ほねつぎデイサービス
御台境町店

いわき市内郷御台境町鶴巻2

50 通 所 介 護 （ 医 ） 医 和 生 会
医和生会まごころデイ
サ ー ビ ス

いわき市平谷川瀬一丁目16-5
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対象河川：新川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

51
地域密着型特別養護
老 人 ホ ー ム

社 会 福 祉 法 人
り ん さ く 福 祉 会

地域密着型介護老人
福祉施設せんしょう苑

いわき市内郷御厩町四丁目82-1

52 介 護 老 人 保 健 施 設 医療法人社団と きわ会
介 護 老 人 保 健 施 設
楢 葉 と き わ 苑

いわき市内郷高坂町四方木田155

53
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

公 益 財 団 法 人
社 会 福 祉 施 設 事 業 団

い わ き 市 障 害 者
生 活 介 護 セ ン タ ー

いわき市内郷高坂町四方木田191

54
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
ゴ ー ル デ ン ハ ー プ

フ ル ク テ ン いわき市平字菱川町5-8

55
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
希 望 の 杜 福 祉 会

あ と り え 北 山 いわき市平字作町一丁目4-3

56
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

i-step 株 式 会 社
放課後等デイサービス
i-step ジ ュ ニ アプ ラス

いわき市平字倉前105-13

57
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人み
ど り の 杜 福 祉 会

就 労 支 援 セ ン タ ー
未 来 工 房

いわき市平南白土2丁目1-5

58
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

東 町 ホ ー ム
いわき市平字東町12-3
ﾋﾙ･ﾌｨｰﾙｽﾞ光101･102･103･105･106

59
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社会福祉法人いわき福音
協 会

み ま や ホ ー ム いわき市内郷御厩町二丁目53-2

60
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

医 療 法 人 済 精 会
長 橋 病 院

グループホームみまや いわき市内郷御厩町四丁目88

61
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

合同会社サクラゼンセン Do いわき市内郷御厩町三丁目75番地の6

62
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
常 磐 福 祉 会

じょうばん福祉作業所 いわき市内郷内町水之出14

63
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
ソーシャルデザインワー クス

SOCIALSQUARE いわき市内郷内町水之出17

64
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
福 祉 協 会

NPO 法 人
福 祉 協 会

いわき市内郷綴町金谷19-15

65
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株 式 会 社
尚 真

ふ わ り いわき市内郷御厩町4-92

66
障害福祉サービス事業の
用 に き ょ う す る 施 設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
ひ ま わ り

生 活 介 護 サ ン リ ッ チ
ひ まわ り 共 同作 業所

いわき市内郷御厩町三丁目142

67
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人 誠 心 会
障 害 児 通 所 支 援

第 ２ ち ゃ ー む
いわき市内郷御台境町鶴巻45-2

68
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株 式 会 社
Ｈ ． Ｒ ． い わ き

こ ど も サ ー ク ル 内 郷 いわき市内郷高坂町大町38-16

69
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株 式 会 社
ま は ろ

自立支援放課後等デ
イ サ ー ビ ス
こどもらんど 小島教室

いわき市小島町2-4-9

70
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

i-step
株 式 会 社

放課後等デイサービス
i-stepジュニアグッドjob

いわき市平字倉前105-5

71
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社会福祉法人いわき福音
協 会

宮 ホ ー ム いわき市内郷内町磐堰5番地の1

72
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

株 式 会 社
ま は ろ

こどもらんど 第２教室 いわき市小島町一丁目5-8

73
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

㈱T.H.E　LUCKY-
RELATION

サ ブ カ ル ビ ジ ネ ス
セ ン タ ー 福 島

いわき市小島町３-３-３

74 保護施設（授産施設） ― いわき市内郷授産場 いわき市内郷綴町大木下18

75 児 童 福 祉 施 設 一 般 社 団 法 人 ま さ る 御厩小第二児童クラブ いわき市内郷御厩町二丁目121
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対象河川：新川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

76 児 童 福 祉 施 設 ― 綴 保 育 所 いわき市内郷綴町町之内36番地の１

77 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

小 島 保 育 園 いわき市内郷小島町作田３番地

78 児 童 福 祉 施 設 株 式 会 社 ア ン フ ィ ニ ひ な た 保 育 園 いわき市平字尼子町２番地の９

79 児 童 福 祉 施 設 労 働 者 健 康 福 祉 機 構
福 島 労 災 病 院
あ ゆ み 保 育 園

いわき市内郷綴町沼尻３番地

80 児 童 福 祉 施 設 一 般 社 団 法 人 ま さ る 御 厩 小 児 童 ク ラ ブ いわき市内郷御厩町二丁目121

81 児 童 福 祉 施 設 ―
いわき市医療センター
院 内 保 育 所

いわき市内郷御厩町一丁目69番地

82 児 童 福 祉 施 設 株 式 会 社 マ ル ト マ ル ト 保 育 園 あ ま こ いわき市平字尼子町3番地の3

83 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 志 向 学 園 と き わ 児 童 ク ラ ブ いわき市内郷高坂町四方木田153番地

84
児童福祉施設（ 児童
館 ）

― 内 郷 児 童 館 いわき市内郷綴町川原田59

85 病 院 ・ 診 療 所
医 療 法 人 福 島
ア フ タ ー ケ ア 協 会

大 河 内 記 念 病 院 いわき市内郷御厩町三丁目96

86 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 済 精 会 長 橋 病 院 いわき市内郷御厩町四丁目100

87 病 院 ・ 診 療 所
独 立 行 政 法 人
労 働 者 健 康 安 全 機 構

福 島 労 災 病 院 いわき市内郷綴町沼尻3

88 病 院 ・ 診 療 所
公 益 財 団 法 人
磐 城 済 世 会

松 村 総 合 病 院 いわき市平字小太郎町1-1

89 病 院 ・ 診 療 所 医療法人あさうら会 須 田 医 院 いわき市小島町一丁目5-2

90 病 院 ・ 診 療 所 ―
な か に し 内 科
ク リ ニ ッ ク

いわき市平北白土字宮前58-1

91 病 院 ・ 診 療 所
公 益 財 団 法 人
と き わ 会

い わ き 泌 尿 器 科 いわき市内郷綴町沼尻62

92 病 院 ・ 診 療 所 ― いわき市医療センター いわき市内郷御厩町久世原16

93 助 産 所
特定非営利活動法人
Commune With 助 産 師

こ み ゅ ー ん 助 産 院 いわき市平谷川瀬二丁目11番地の12
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対象河川：藤原川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 ― 西 小 名 浜 幼 稚 園 いわき市小名浜愛宕町３-２

2 幼 稚 園 ― 磐 崎 幼 稚 園 常磐西郷町金山160-2

3 幼 稚 園 学 校 法 人 星 学 園 泉 幼 稚 園 泉町四丁目５-３

4 小 学 校 ― 磐 崎 小 学 校 いわき市常磐下湯長谷町勝善14の13

5 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ こ こ ろ の 駅
グラ ン ド コ ン フ ォート
ス テ ー ジ こ こ ろ の 駅

いわき市小名浜字中原17-1

6 有 料 老 人 ホ ー ム （ 医 ） 春 陽 会 は る る 小 名 浜 いわき市小名浜大原字堀米77-5

7 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ ゆ う や け 介 護 ゆ う や け の 家 いわき市小名浜住吉浜宿23

8 有 料 老 人 ホ ー ム ㈱ 三 協
ド リ ー ム ハ ウ ス
し ら ゆ り Ⅰ

いわき市小名浜島字西屋95-1

9 有 料 老 人 ホ ー ム ㈲ 夢
住 宅 型 有 料
老 人 ホ ー ム ひ な た

いわき市鹿島町御代字柿境28-4

10
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

M　　C　　P　　㈱
グループホームつどい
「 栁 内 家 」

いわき市鹿島町御代字柿境25-1

11
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈲ こ と ほ ぎ
グ ル ー プ ホ ー ム
こ と ほ ぎ 庵

いわき市常磐西郷町岩崎29-1

12
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈱ こ こ ろ の 駅
㈱ こ こ ろ の 駅
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護 事 業 所

いわき市小名浜字中原17-1

13
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈱ ゆ う や け 介 護
小 規 模 多 機 能 型
居宅介護ゆうやけの家

いわき市小名浜住吉浜宿23

14
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

Ｓ Ｏ Ｍ Ｐ Ｏ ケ ア ㈱
ＳＯＭＰＯケア　いわき下船尾

小 規 模 多 機 能
いわき市常磐下船尾町古内292-1

15 通 所 介 護 ㈱ こ こ ろ の 駅
デ イ サ ー ビ ス
御 宿 ぶ ど う や

いわき市小名浜字中原13-1

16 通 所 介 護 ㈱ こ こ ろ の 駅
デ イ サ ー ビ ス
御 宿 ら く や

いわき市小名浜字中原16-8

17 通 所 介 護 ㈱ こ こ ろ の 駅
こ こ ろ の 駅
デイサービスセンター

いわき市小名浜字中原17-1

18 通 所 介 護 ㈱ ツ ク イ ツク イ い わ き 小 名 浜 いわき市小名浜大原字小屋35-1

19 通 所 介 護 （ 医 ） 春 陽 会
は る る 小 名 浜
デイサービスセンター

いわき市小名浜大原字堀米77-5

20 通 所 介 護 （ 医 ） け や き 会
す み の や 林 城
デイサービスセンター

いわき市小名浜林城字辻前2

21 通 所 介 護 ㈲ こ と ほ ぎ こと ほぎ庵 寿々の木 いわき市常磐西郷町岩崎29-10

22 通 所 介 護 社 会 福 祉 法 人 容 雅 会
通 所 介 護
サ ニ ー ポー ト小 名浜

いわき市小名浜字神成塚133番地の１

23 地域密着型通所介護
合同会社リバティスペー

ス
デ イ サ ー ビ ス 結 いわき市常磐関船町字迎77番地の1

24 特別養護老人ホーム 社 会 福 祉 法 人 容 雅 会
特別養護老人ホーム
サ ニ ー ポー ト小 名浜

いわき市小名浜字神成塚133番地の１

25 短 期 入 所 生 活 介 護 社 会 福 祉 法 人 容 雅 会
短期入所生活介護事業所
サ ニ ー ポ ー ト 小 名 浜

いわき市小名浜字神成塚133番地の１
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対象河川：藤原川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

26
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
いわきﾊﾝﾃﾞｨｷｬｯﾌﾟｻﾎﾟｰﾄ
ｾ ﾝ ﾀ ｰ

綴町就労支援ｾﾝﾀ ｰ いわき市常磐湯本町天王崎1-151

27
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人 育 成 会 え ぽ っ く いわき市常磐上矢田町竹ノ下2-1

28
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人 育 成 会 え ぽ っ く Ⅱ いわき市常磐上矢田町竹ノ下2-8

29
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人 育 成 会 え ぽ っ く Ⅲ いわき市常磐上矢田町竹ノ下2-9

30
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

非営利活動法人ゴール
デ ン ハ ー プ

フ レ ー デ ン いわき市鹿島町御代字柿境10番地の1

31
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 あ ん ど 放 デ イ Ｕ ・ Ａ Ｎ Ｄ 舎
いわき市常磐湯本町天王崎92
湯本ビル３F

32
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 あ ん ど 放 デ イ Ｕ ・ Ａ Ｎ Ｄ 舎
いわき市常磐湯本町天王崎１-９
天王崎テナント２階

33
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

有限会社介護じゃんけ
ん ぽ ん

キッズじゃんけんぽ
ん泉

いわき市泉玉露二丁目11-6

34
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 菅 谷
放課後等ﾃﾞ ｲｻ ｰﾋ ﾞｽ
ｽ ﾃ ｯ ﾌ ﾟ ﾜ ﾝ 湯 本 校

いわき市常磐湯本町三函97

35
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
VIDA

放課後等ﾃﾞ ｲｻ ｰﾋ ﾞｽ
ｱ ﾐ ｽ ﾀ ｰ

いわき市泉玉露6-18-21

36
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
VIDA

放課後等ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ第
2 ｱ ﾐ ｽ ﾀ ｰ

いわき市泉玉露六丁目18-22　メゾン玉
露Ⅰ101・102

37
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
VIDA

自 立 支 援 ・ 放 ﾃ ﾞ ｲ
ｸ ﾞ ﾗ ﾝ ｱ ﾐ ｽ ﾀ ｰ

いわき市泉玉露六丁目18-22
メゾン玉露Ⅰ103.105

38
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

一 般 社 団 法 人
一 心 会

プ ラ ム だ い す き いわき市鹿島町船戸字京塚1番地の17

39
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 生 涯 就 労
支 援 セ ン タ ー

株式会社生涯就労支
援 セ ン タ ー

いわき市常磐西郷町銭田104-10

40
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社会福祉法人誠心会 メゾン・ド・あたご いわき市小名浜愛宕上13-23

41
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
エ ル ・ フ ァ ロ

リ バ ー サ イ ド SIN いわき市泉玉露3丁目10-5

42
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
エ ル ・ フ ァ ロ

創 造 空 間 いわき市泉町下川字八合1-1

43
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人
エ ル ・ フ ァ ロ

ま ど ろ み /プ ー ラ
ビ ー タ

いわき市泉町下川字八合1-4

44
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

非 営 利 活 動 法 人
ゴ ー ル デ ン ハ ー プ

アルケン/アルケン
Ⅱ

いわき市鹿島町御代字九反田1-1

45
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人地域
福祉ネットワークいわき

デ イ サー ビス セン
タ ー つ な が る

いわき市泉町一丁目8-9

46
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

独立行政法人国立病院
機 構 い わ き 病 院

独 立 行 政 法 人
国立病院機構いわき
病 院

いわき市小名浜野田字八合88-1

47
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
あ い 一 番

サ ポ ータ ース テー
シ ョ ン あ い 一 番

いわき市泉町一丁目16-2

48
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社会福祉法人誠心会
障 害 児 通 所 支 援
ち ゃ ー む

いわき市小名浜花畑町19-10

49
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

合 資 会 社 ひ よ り
サ ー ビ ス

な な いろ くれ よん
小 名 浜

いわき市小名浜花畑町11-3
カネマンビル2F

50
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

合 同 会 社 ま ー く
放 課 後 等 デ イ
サ ー ビ ス ほ ー ぷ

いわき市小名浜寺廻町5-7
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対象河川：藤原川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

51
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

い わ き 建 設 運 輸
有 限 会 社

い わ け ん
キ ッ ズ ク ラ ブ

いわき市小名浜字吹松8-5-2F

52
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社
エ ヌ ・ リ ン ク

olea NISHIKI いわき市錦町成沢12番地の3

53
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 学 べ る
コ ム ネ ッ ト

放課後等デイサービ
ス ら い む

いわき市小名浜中町境8番地の15

54
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社会福祉法人誠心会 虹 の か け は し いわき市小名浜花畑町19-10

55
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

合 同 会 社 Grow Grow いわき市小名浜字隼人70-4

56
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特定非営利活動法人
ワ ー ク シ ョ ッ プ
あ い あ い

特定非営利活動法人
ワークショップあい
あ い

いわき市小名浜字下町8

57
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社会福祉法人誠心会
ワ ー ク セ ン タ ー
し お さ い

いわき市小名浜諏訪町1-10

58
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

―
コ ペ ル プ ラ ス
い わ き小 名浜 教室

いわき市小名浜花畑町11-3ｶﾈﾏﾝﾋﾞﾙ1F

59
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

― ぽ ぉ け ら ハ ウ ス いわき市泉町下川字川向48-1

60
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

― 一 歩 いわき市玉露2丁目1-11

61
地 域 活 動 支 援 セ ン
タ ー

―
地 域 活動 支援 セン
タ ー い ぶ き

いわき市泉町下川字八合1-1

62
地 域 活 動 支 援 セ ン
タ ー

特 定 非 営 利 活 動 法 人
チ ャ オ

地域活動支援センター
チ ャ オ

いわき市常磐湯本町天王崎1-156

63 児 童 福 祉 施 設 ― 渚 保 育 所 いわき市小名浜字中原２番地の23

64 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 慈 育 会 愛 宕 保 育 園 いわき市小名浜字鳥居北55番地の３

65 児 童 福 祉 施 設 医 療 法 人 容 雅 会 お ひ さ ま ル ー ム いわき市小名浜字神成塚133番地の１

66 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
慈 育 会

児 童 ク ラ ブ
セ リ オ ス 遊 学 館

いわき市常磐西郷町大仁田49－１

67 児 童 福 祉 施 設 ― 下 川 保 育 所 いわき市泉町下川字前ノ原74

68 児 童 福 祉 施 設 ― 滝 尻 保 育 所 泉町滝尻字高見坪21-１

69 児 童 福 祉 施 設 ― 泉 保 育 所 泉町三丁目２-７

70 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 慈 育 会 ア カ シ ア 保 育 園 小名浜大原小滝町19-７

71 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 清 和 会 船 尾 保 育 園 常磐下船尾町村山５-１
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対象河川：鮫川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 小 学 校 ― 錦 小 学 校 いわき市錦町鳥居東１の1

2 小 学 校 ― 菊 田 小 学 校 いわき市山田町林崎前56

3 小 学 校 ― 川 部 小 学 校 いわき市川部町川原65番地の1

4 小 学 校 ―
双 葉 町 立
小 学 校 仮 校 舎

いわき市錦町御宝殿56

5 中 学 校 ― 植 田 中 学 校 いわき市植田町根小屋25の４

6 中 学 校 ― 錦 中 学 校 いわき市錦町飯盛町１

7 中 学 校 ―
双 葉 町 立
中 学 校 仮 校 舎

いわき市錦町御宝殿56

8 幼 稚 園 ―
双 葉 町 立
幼 稚 園 仮 校 舎

いわき市錦町御宝殿56

9 幼 稚 園 学校法人いわき幼稚園 白 ば ら 幼 稚 園 いわき市山田町林崎前15番地

10 幼 稚 園 学 校 法 人 千 鳥 学 園 千 鳥 幼 稚 園 いわき市勿来町関田須賀1番地の32

11 幼 稚 園 個 人 あ ざ み 野 幼 稚 園 いわき市川部町赤坂110番地

12 老 人 福 祉 施 設 ― 勿来老人福祉センター いわき市錦町中迎一丁目10番地の4

13 有 料 老 人 ホ ー ム
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

や ま し た 福 寿 苑 錦 いわき市錦町中迎一丁目1-1

14 有 料 老 人 ホ ー ム ( 有 ) オ ー シ ャ ン ・ ア イ 長 寿 の 里 な こ そ いわき市勿来町関田南町28

15 有 料 老 人 ホ ー ム
特 定 非 営 利 活 動 法 人
あ い サ ー ビ ス

有料老人ホームこすも
す

いわき市佐糠町東２丁目6-9

16 有 料 老 人 ホ ー ム
特 定 非 営 利 活 動 法 人
あ い サ ー ビ ス

有料老人ホームこすも
す B

いわき市佐糠町東２丁目6-9

17 有 料 老 人 ホ ー ム 東日本ナ ーシ ング( 株 )
シニアハ ウス心の郷さ
ぬ か

いわき市佐糠町東二丁目19-9

18
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈲ こ と ぶ き
ケ ア ー サ ー ビ ス

グ ル ー プ ホ ー ム
こ と ぶ き

いわき市錦町川窪101-3

19
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

（ 社 福 ） 愛 誠 会
グ ル ー プ ホ ー ム
あ さ が お

いわき市植田町本町一丁目11-4

20
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ 吉 田 家 具 店 グ ル ー プ ホ ー ム 桜 いわき市錦町前原76-4・76-5

21
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

社 会 福 祉 法 人
ふ た ば 福 祉 会

グ ル ー プ ホ ー ム
せ ん だ ん の 家

いわき市錦町江栗馬場9-1

22
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

㈱ 愛 心 会
ほ っ と フ ァ ミ リ ー
ぞ う の 目

いわき市佐糠町東一丁目10-8

23
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

株式会社アーバンライフ さ く ら の 家 いわき市勿来町関田御城前12-1

24
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

特定非営利活動法人 厚
斯 会

グ ル ー プ ホ ー ム
フ ェ ア リ ー ・ １

いわき市植田町中央一丁目12-8

25
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

株式会社オリエンタルサ
ポ ー ト

グループホームあじさい いわき市佐糠町東一丁目8-7
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対象河川：鮫川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

26
認 知 症 対 応 型
共 同 生 活 介 護

社会福祉法人ハートフル
な こ そ

グループホームわいの
家

いわき市植田町小名田13番地の2

27 特別養護老人ホーム
社 会 福 祉 法 人
ふ た ば 福 祉 会

特別養護老人ホーム
せ ん だ ん

いわき市錦町江栗馬場9-1

28 介護療養型医療施設 （ 医 ） 双 美 会 ク リ ニ ッ ク 田 畑 いわき市中岡町三丁目7-3

29 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 社 医 ） 呉 羽 会
介 護 老 人 保 健 施 設
ガ ー デ ニ ア

いわき市錦町落合1-1

30
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

ア イ ・ ネ ク ス ト ㈲ あ い ・ さ ぽ ー と 錦 いわき市石塚町東8-1

31
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

特定非営利活動法人し
お ん の 会

い こ い の 家 し お ん いわき市山田町川田73

32
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈱ み や び
小 規 模 多 機 能 型
居宅介護ケアサービス
み や び

いわき市錦町上中田35-1

33

短 期 入 所 生 活 介 護
病 院 ・ 診 療 所
介 護 老 人 保 健 施 設
通所リハビリテーション
介護療養型医療施設

社 団 医 療 法 人 尚 佑 会 矢 吹 病 院 いわき市佐糠町東一丁目18-3

34 通 所 介 護 ㈱ ツ ク イ ツ ク イ い わ き 錦 町 いわき市錦町竹ノ花32-2

35 通 所 介 護
シ ン パ シ ー
ケ ア サ ー ビ ス ㈱

生 き 活 き 錦 いわき市錦町ウツギサキ26-2

36 通 所 介 護 ㈱ だ ん ら ん だんらんデイ サービス いわき市錦町釈迦堂60

37 通 所 介 護 ㈲ マ エ ダ
東 田 デ イ サ ー ビ ス
セ ン タ ー

いわき市東田町一丁目23-6

38 通 所 介 護 ( 同 ) フ レ ンド リ ー ス ペ ー ス
デイサービスセンター
優 し い 時 間

いわき市錦町古川7-3

39 通 所 介 護 福島さくら農業協同組合
Ｊ Ａ 福 島 さ く ら
デ イ サ ービ スみ な み

いわき市後田町柳町52番地

40 通 所 介 護 ア イ ネ ッ ト 株 式 会 社 あじ さい通所センター
いわき市佐糠町東二丁目6番地の9
C棟1

41 通 所 介 護 医 療 法 人 社 団 栄 央 会 デ イ サ ー ビ ス 光 輝 いわき市勿来町関田浜田３－２

42 通 所 介 護 ( 有 ) ア マ ユ アマユ デイ サービス いわき市佐糠町碇田67番地の１

43 通 所 介 護 ㈱ 吉 田 家 具 店
吉田家具店 デイサー
ビ ス 未 来 中 岡

いわき市中岡町5丁目７番地の28

44 通 所 介 護 合 同 会 社 HIHUMI デ イ サ ー ビ ス 笑 福 いわき市中岡町五丁目3番地の4

45 通 所 介 護 ㈱ 吉 田 家 具 店
認 知 症 対 応 型
デ イ サ ー ビ ス 桜

いわき市錦町前原76-4

46 通 所 介 護
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

や ま し た 福 寿 苑 錦
通 所 介 護

いわき市錦町中迎一丁目1-1

47 地域密着型通所介護 ( 有 ) オ ー シ ャ ン ・ ア イ
あいデイ サービスセン
タ ー

いわき市勿来町関田南町28

48
認知症対応型通所介

護
ア イ ネ ッ ト 株 式 会 社 通 所 介 護 あ じ さ い いわき市佐糠町東一丁目8-7

49
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

社 会 福 祉 法 人
エ ル フ ァ ロ

自 由 空 間 いわき市植田町中央三丁目7-6

50
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
な こ そ 授 産 所

自 立 生 活 き ら き ら いわき市仁井田町寺前9-1
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対象河川：鮫川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

51
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
な こ そ 授 産 所

な こ そ 授 産 所 いわき市錦町重殿15

52
障害福祉サービス事
業の用に供する施設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
な こ そ 授 産 所

グループホームアット
ホ ー ム き ら り

いわき市植田町根小屋184番地の4

53
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

社 会 福 祉 法 人 誠 心 会 み に よ ん いわき市植田町林内11-1

54
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

特 定 非 営 利 活 動 法 人
子 ど も の 家

子 ど も の 家 保 育 園 いわき市錦町重殿15

55
障害児通所支援事業
の 用 に 供 す る 施 設

株 式 会 社 Ｓ ＥＮ ＺＡ ＫＩ み ら い て ら す いわき市錦町上中田1-7

56 児 童 福 祉 施 設 ― 菊 田 保 育 所 いわき市山田町東川原13番地

57 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 敬 和 会 東 田 保 育 園 いわき市東田町一丁目27番地の６

58 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 誠 友 会 大 倉 保 育 園 いわき市錦町中迎二丁目５番地の１

59 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 敬 和 会 植 田 保 育 園 いわき市佐糠町一丁目４番地の１

60 児 童 福 祉 施 設 社 団 医 療 法 人 呉 羽 会
くれは保育園スマイル
（ 呉 羽 総 合 病 院 内 ）

いわき市錦町落合1番地の1

61 児 童 福 祉 施 設 社会福祉法人 誠友会
おおくらブランチ マザ
リ ー ズ ル ー ム

いわき市錦町中迎二丁目５番地の1

62 児 童 福 祉 施 設 学 校 法 人 星 学 園 錦 星 こ ど も 園 いわき市錦町花ノ井18番地

63 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
敬 和 会

東田放課後児童クラブ いわき市東田町一丁目27-6

64 児 童 福 祉 施 設
社 会 福 祉 法 人
誠 友 会 錦 児 童 ク ラ ブ

錦 児 童 ク ラ ブ いわき市錦町中迎二丁目5-1

65 児 童 福 祉 施 設
学 校 法 人 星 学 園
き ん せ い 学 童 ク ラ ブ

き ん せ い 学 童 ク ラ ブ いわき市錦町花ノ井18番地

66 児 童 福 祉 施 設
学校法人 千鳥学園 ち
ど り 児 童 ク ラ ブ

ち ど り 児 童 ク ラ ブ いわき市勿来町関田須賀1番地の32

67 児 童 福 祉 施 設
あざみ野幼稚園学童クラ

ブ
あざみ野幼稚園学童ク
ラ ブ

いわき市川部町赤坂110番地

68 児 童 福 祉 施 設
社会福祉法人 誠友会
錦 第 二 児 童 ク ラ ブ

錦 第 二 児 童 ク ラ ブ いわき市錦町中迎二丁目1-1

69 児 童 福 祉 施 設 ―
いわき市こど も元気セ
ン タ ー

いわき市植田町本町一丁目12

70 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 櫛 田 会 櫛 田 病 院 いわき市植田町本町一丁目11-1

71 病 院 ・ 診 療 所 社 団 医 療 法 人 呉 羽 会 呉 羽 総 合 病 院 いわき市錦町落合1-1

72 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 双 美 会 ク リ ニ ッ ク 田 畑 いわき市中岡町三丁目7-3
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対象河川：蛭田川【水位周知河川】

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園
宗 教 法 人 カ ト リ ッ ク
聖 ド ミ ニ コ 修 道 会

勿来カトリック幼稚園 いわき市錦町竹ノ花76番地の１

2 小 学 校 ― 錦 東 小 学 校 いわき市錦町鷺内64の５

3 小 学 校 ― 勿 来 第 三 小 学 校 いわき市勿来町酒井北ノ内１

4 中 学 校 ― 錦 中 学 校 いわき市錦町飯盛町１

5 高 等 学 校 ―
福 島 県 立 勿 来
高 等 学 校

いわき市勿来町窪田町通二丁目1

6 特 別 支 援 学 校 ―
福 島 県 立 い わ き
支 援 学 校 く ぼ た 校

いわき市勿来町窪田町通二丁目1

7 老 人 福 祉 施 設 ― 勿来老人福祉センター いわき市錦町中迎一丁目10番地の4

8 有 料 老 人 ホ ー ム
や ま し た 福 寿 苑
福 祉 サ ー ビ ス ㈱

や ま し た 福 寿 苑 錦 いわき市錦町中迎一丁目1-1

9
小 規 模 多 機 能 型
居 宅 介 護

㈱ み や び
小 規 模 多 機 能 型
居宅介護ケアサービス
み や び

いわき市錦町上中田35-1

10 介 護 老 人 保 健 施 設 （ 社 医 ） 呉 羽 会
介 護 老 人 保 健 施 設
ガ ー デ ニ ア

いわき市錦町落合1-1

11 通 所 介 護 ㈱ ツ ク イ ツ ク イ い わ き 錦 町 いわき市錦町竹ノ花32-2

12 通 所 介 護
シ ン パ シ ー ケ ア
サ ー ビ ス ㈱

生 き 活 き 錦 いわき市錦町ウツギサキ26-2

13 通 所 介 護 ㈱ だ ん ら ん だんらんデイ サービス いわき市錦町釈迦堂60

14 通 所 介 護
やました福寿宛福祉
サ ー ビ ス ㈱

やました福寿宛 錦
通 所 介 護

いわき市錦町中迎一丁目１-１

15 児 童 福 祉 施 設 ― 錦 保 育 所 いわき市錦町作鞍４番地

16 児 童 福 祉 施 設 社 会 福 祉 法 人 育 英 会 み そ ら 保 育 園 いわき市勿来町酒井北ノ内４番地

17 児 童 福 祉 施 設 い わ き ヤ ク ル ト 販 売 ㈱
いわきヤクルト販売㈱
錦センター内託 児所

いわき市錦町中央三丁目11番地の１

18 病 院 ・ 診 療 所 医 療 法 人 社 団 栄 央 会 な こ そ 病 院 いわき市勿来町窪田町通２-114
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対象河川：滑津川

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園
学 校 法 人
い わ き 幼 稚 園

い わ き 幼 稚 園 いわき市平下荒川字川前12番地の１

2
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

特定非営利活動法人
ソーシャルデザイン
ワ ー ク ス

SOCIALSQUARE
Sports

いわき市平上荒川字桜町1番地の1

3
障害福祉サービス事業
の 用 に 供 す る 施 設

社会福祉法人福島県
福 祉 事 業 協 会

の び っこ ら ん ど 悠 悠 いわき市平下高久字川和久18-1

 

 

 

 

対象河川：釜戸川

No. 施設区分名 法人名 施設名 所在地

1 幼 稚 園 学 校 法 人 星 学 園 泉 幼 稚 園 泉町四丁目５-３

2 児 童 福 祉 施 設 ― 泉 保 育 所 泉町三丁目２-７

3 児 童 福 祉 施 設 ― 玉 露 保 育 所 泉玉露三丁目13-５

4 児 童 福 祉 施 設 ― 渡 辺 保 育 所 渡辺町田部字岸８

 



 - 70 - 

資料編－７ 

 

土砂災害警戒区域等内に係る要配慮者等利用施設 

No. 法人名 施設名 所在地

1 ― 植 田 小 学 校 いわき市東田町向山3 向山-2 急傾斜

2 ― 内 町 小 学 校 いわき市内郷内町水之出52 水ノ出１号 急傾斜

3 ― 江 名 小 学 校 いわき市江名字天ヶ作130 天ヶ作沢-1 土石流

4 ― 江 名 中 学 校 いわき市永崎字舘1 舘-1 急傾斜

5 ― 小名浜第一小学校 いわき市小名浜岡小名字台ノ上1-1 ※ 台ノ上 急傾斜

6 ― 上 遠 野 中 学 校 いわき市遠野町上遠野字根小屋30 根小屋-1,-2,-3 急傾斜

7 ― 上 遠 野 小 学 校 いわき市遠野町上遠野字本町68 堀切沢２ 土石流 本町沢 土石流

8 ― 川 前 小 学 校 いわき市川前町川前字中ノ萱25-1 中ノ萱沢 土石流 中ノ萱沢右支 土石流

9 ― 川 前 中 学 校 いわき市川前町川前字中ノ萱25-1 中ノ萱沢 土石流 中ノ萱沢右支 土石流

10 ―
草 野 小 学 校
絹 谷 分 校

いわき市平絹谷字四反田24 絹谷大苗代-2 急傾斜

11 ―
福 島 県 立 磐 城
高 等 学 校

いわき市平字高月7 七軒町２号-1 急傾斜 ※ 高月 急傾斜

12 ―
福島県立磐城桜 が丘
高 等 学 校

いわき市平字桜町5 桜町１号 急傾斜 桜町２号 急傾斜 北目１号 急傾斜

13 ―
福島県立いわき総合
高 等 学 校

いわき市内郷内町駒谷3-1 ※ 駒谷 急傾斜

14 ― 小 玉 小 学 校 いわき市小川町西小川字小玉2の1 小玉 急傾斜

15 ― 平 第 五 小 学 校 いわき市平下荒川字川前58 川前沢 土石流 川前 急傾斜

16 ― 平 第 一 中 学 校 いわき市平字揚土1 楊土-3 急傾斜

17 ― 平 第 三 中 学 校 いわき市平谷川瀬字吉野作56番地の2 吉野作２号-2,-3 急傾斜

18 ― 藤 間 中 学 校 いわき市平藤間座千ヶ久保76 辰ノ口-1 急傾斜

19 ― 宮 小 学 校 いわき市内郷宮町竹之内30 竹之内 急傾斜

20 ― 三 和 小 学 校 いわき市三和町下市萱字竹ノ内126 片岸沢 土石流 竹ノ内２号-1,-2,-3 急傾斜

21 ― 湯 本 第 一 中 学 校 いわき市常磐湯本町吹谷11 ※ 吹矢３号 急傾斜 湯台堂 急傾斜

22 ― 湯 本 第 三 中 学 校 いわき市常磐湯本町高倉150 天神 急傾斜

23 ― 湯 本 第 二 小 学 校 いわき市常磐湯本町日渡17 日渡２号-1 急傾斜

24 ― 湯 本 第 二 中 学 校 いわき市常磐湯本町上浅貝10 上浅貝１号 急傾斜

25 ― 四 倉 小 学 校 いわき市四倉町字西４丁目3-3 西三丁目 急傾斜

26 学 校法 人昌 平黌
い わ き 短 期 大 学
付 属 幼 稚 園

いわき市平鎌田字石名坂6 寿金沢-1 急傾斜

27 ― 平 第 六 小 学 校 いわき市平中神谷字石脇22 石脇１号 急傾斜

28
学 校法 人宝 徳学

園
ほ う と く 幼 稚 園 いわき市後田町石田34 石田 急傾斜

29
学校法人まこと学

園
ま こ と 幼 稚 園 いわき市常磐湯本町宝海133-7 三函１号 急傾斜

30 ― 江 名 幼 稚 園 いわき市江名字上代8-4 萩の作-3 急傾斜 上代 急傾斜

土砂災害警戒区域等の名称
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No. 法人名 施設名 所在地

31 ― 湯 本 第 三 幼 稚 園 いわき市常磐湯本町上浅貝12-1 上浅貝 急傾斜

32 ― 湯 本 第 一 幼 稚 園 いわき市常磐湯本町吹谷113-2 湯台堂 急傾斜

33 藤 原 幼 稚 園 いわき市常磐藤原町大畑81 別所 急傾斜

34 平 支 援 学 校 いわき市平上平窪字羽黒40-45 羽黒-2,-3 急傾斜

35
社 会福 祉法 人育
成 会

い わ き 育 成 園 いわき市高倉町字鶴巻35 天神川 土石流

36
社 会福 祉法 人誠
心 会

や し お み 荘 いわき市遠野町上遠野字堀切27 本町沢 土石流 堀切沢２ 土石流

37 医 療法 人秀 清会 加沢胃腸整形外科 いわき市常磐水野谷町千代鶴194 水野谷 地滑り

38
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

小 島 保 育 園 いわき市内郷小島町作田3 小島 地滑り

39
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

野 の 花 ホ ー ム いわき市平上平窪字羽黒40-51 羽黒-1,-2 急傾斜

40
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

カ ナ ン 村 いわき市平上平窪字羽黒40 羽黒-1 急傾斜

41
社 会 福 祉 法 人
育 成 会

い わ き 学 園 いわき市常磐下船尾町東作51 東作１号 急傾斜

42
(有 )キゾウ志賀工
務 店

江 名 の 家 いわき市江名字荻ノ作146 萩の作-1 急傾斜

43 ― 永 崎 保 育 所 いわき市永崎字川畑217-1 永崎船付-1,-5 急傾斜

44 ― 薗 田 歯 科 医 院 いわき市江名字南町48 南町２号-2 急傾斜

45
社 会 福 祉 法 人
こ ひ つ じ 会

白水のぞみ保 育園 いわき市内郷白水町入山10-17 入山沢１ 土石流

46
社 会 福 祉 法 人
昌 平 黌

児 童 養 護 施 設
い わ き 育 英 舎

いわき市小川町上小川字大坂5 好古沢 土石流 根本沢１ 土石流 堂付平 急傾斜

47
社 会 福 祉 法 人
昌 平 黌

介護老人保健施設
二 ツ 箭 荘

いわき市小川町字上小川字大坂68-1 好古沢 土石流 根本沢１ 土石流

48 ―
や まぐ ち 矯 正 歯 科
ク リ ニ ッ ク

いわき市内郷綴町高野作62 沼尻沢-1,-2 土石流 沼尻沢右支-1,-2 土石流 沼尻沢右支上流 土石流

49
社 会 福 祉 法 人
誠 心 会

ふ じ み の 園 いわき市遠野町上根本字白坂384-1 白坂 急傾斜

50 ( 有 ) Ｔ Ｏ Ｍ Ｏ ト モ ・ ハ ウ ス いわき市中之作字勝見ヶ浦49-18 中之作１号-2 急傾斜

51
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

福祉ｻｰﾋﾞｽ事 業所
か が や き

いわき市好間町下好間字大舘173-1 大舘１号-2 急傾斜

52
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

指定障害者支援施
設 は ま ぎ く 荘

いわき市平下平窪字熊ヶ平6 熊ヶ平 急傾斜

53
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

指 定 障 害 者 福 祉
ｻｰﾋﾞ ｽ事業所はまゆう

いわき市平下平窪字熊ヶ平6 熊ヶ平 急傾斜

54 ― サ ハ コ ハ ウ ス いわき市常磐湯本町三函4-4 三函２号 急傾斜

55
公 益 財 団 法 人
と き わ 会

ゆ し ま や 保 育 園 いわき市常磐松が台102 湯台堂２号 急傾斜

56 (株 )アルテデ ィア ほほえみの街いわき いわき市平字旧城跡36-10 旧城跡４号 急傾斜

57
社 会 福 祉 法 人
い わ き 福 音 協 会

は ま な す 荘 いわき市平中平窪字二堂田2番地 熊ヶ平２号 急傾斜

58 (株)ＷＩＬＬ ＧＯＬＤ
グ ル ー プ ホ ー ム
あ し び

いわき市内郷内町金坂21番地の2 金坂１号 急傾斜

59

特 定非 営利 活動
法人ソーシャルデ
ザ イ ン ワ ー ク ス

ＳＯＣＩＡＬＳＱＵＡＲＥ いわき市内郷内町水之出17 水之出1号 急傾斜

60 (有)新宿 ＭＹ　ＡＬＬ
いわき市平鎌田字西山下72-3
菊川マンション２Ｆ

小山下 急傾斜

61
(株)いわきケアクラ
ブ

スパガーデン松が台 いわき市常磐松が台174 湯台堂２号 急傾斜

土砂災害警戒区域等の名称

 

※ 土砂災害警戒区域等未指定箇所 
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水害時の感染症等予防マニュアル 
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 台風や集中豪雨により、家屋等への浸水被害が発生した場合、被災地域では衛生環境が不良と

なり、細菌性の下痢症などの感染症や食中毒が蔓延する恐れがある。 

また、被災者にとっても後片付けなどで肉体的・精神的にも疲労し、健康状態が不調となる

ことが考えられる。 

  こうしたことから、被災者の健康管理のため、感染症の予防に留意して保健指導を行う。 

 

 

 

Ⅰ 健康調査及び保健指導 

１ 被災者の健康調査方法 

（１）地区水防本部と連携し、医療班は被災者の情報収集をする。 

（２）被災者の健康状態を別紙様式１「健康調査票」を用いて調査し、必要時保健指導する。 

（３）被災者に対し、別紙資料１を配布するとともに、「Ⅱ 感染予防について」を参考にし、

感染予防策について十分説明する。 

（４）必要に応じ、消毒薬（次亜塩素酸ナトリウム等）を配布する。（原則として、床上浸水被

災者家庭とする） 

（５）消毒薬を購入する必要があるときは、保健所総務課感染症対策係（☎27-8595）へ購入予

定薬剤の品名及び数量を事前に連絡した上で、請求伝票を送付する。 

（６）「健康調査票」は事後指導等に活用する。 

 

２ 感染症の予防に関する保健指導事項 

①手洗いを十分に行う。 

特に、調理や食事をする場合、トイレの後には、石けんで十分手指等の汚れを落とす。 

②浸水した調理器具を使用する場合は、「Ⅱ－２ 消毒の方法」を参考に消毒をしてから使

用する。 

③生水は飲用せず、飲用に適する水を飲むこと。 

④水道水に異常を感じた場合は、水道局に連絡する。 

⑤浸水した井戸や受水槽については、安全と衛生を点検・確認してから使用する。 

やむを得ず使用する場合は、煮沸してから使用する。 

⑥避難所等で調理した食品は、できるだけ早く食べ、残った場合は廃棄する。 

⑦水に浸かった食品や停電により保存温度が保てなかった「要冷蔵・冷凍食品」はできるだ

け食べずに廃棄する。 

⑧発熱、下痢、腹痛などの症状があった場合や、からだに異常を感じたら、早めに医療機関

を受診する。 

 

 

 

 

 

水害時の感染対策について 
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Ⅱ 感染予防について 

 水害が発生した後は、下水やし尿・腐敗物などによって不衛生な状態となり、感染症や食中毒

などの発生が危惧されるため、適切に保健指導を行う。 

 原則として、雨水が浸水した場合は、水道水でよく水洗いし、風通しをよくして乾燥を行えば

衛生対策として十分だが、汚水などが浸水した場合は、水道水でよく水洗いをして汚れを十分

除去した後に消毒が必要となる。（消毒は、洗浄後でないと効果を発揮することはできない。） 

 

１ 被災した家屋の清掃方法 

 （１）屋外の場合 

    基本的には、屋外（床下や庭）の消毒は原則不要。 

 

 （２）床下浸水の場合 

①家の周囲や床下などにある水や汚泥をかき出し、不要なものを片付ける。 

②床下は、新聞紙や雑巾等で吸水し、風通しをよくして十分に乾燥させる。 

 （扇風機などで強制的に換気することもよい） 

③水で流せるところは、泥などの汚れをよく洗い流す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （３）床上浸水の場合 

①水が引いた後、濡れた畳や家の中の不要なものを片付ける。 

②汚れた家具や床・壁などは、水道水でよく洗い流すか水拭きをし、十分に乾燥させる。 

③食器類や調理器具などは、水洗いして汚れを洗い流し、消毒液や熱湯で消毒する。 

④冷蔵庫や食器棚などは、汚れをきれいに拭き取った後、消毒液で消毒する。 

⑤水に濡れた電気配線や家電製品は、安全のため専門家の点検を受けてから使用する。 

※消毒の方法は、「２ 消毒の方法」を参考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消石灰の取り扱い 

消石灰は、湿気を含むと発熱し、乾燥の手助けとなることから使用することがある。 

ただし、消石灰の取り扱いには十分注意が必要。 

・消石灰を素手で触らない 

・目に入らないようにする 

目に入った場合、失明する恐れがあるため、すぐに大量の水で洗い流し、 

医療機関を受診する。 
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（３）作業上の注意 

①作業時は、傷口からの感染を防ぐため、丈夫な手袋や底の厚い靴、長袖など肌の見えない

服装を着用すること。 

②作業中のすり傷やきり傷は、傷口をきれいな水で洗い流した後消毒する。出血が多い時は、

タオルや布などを当てて圧迫止血して、医療機関を受診する。特に、刺し傷は傷口が小さ

くても奥が深く、細菌が入ると破傷風にかかることがあるので医療機関で適切な処置を受

ける。 

③土ほこりがある場所は、土ほこりが目に入って結膜炎になったり、口から入ってのどや肺

に炎症を起こしたりすることもあるので、ゴーグルやマスクを着用し保護する。 

④被災地での後片付け作業による汚れには、いろいろな細菌が混在してため、作業終了後は、

汚れを流水でよく洗い流す。特に、汚れた手のままでの飲食は避ける。飲食前は、必ず石

けんを使って流水でよく洗う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

手 洗 い の 方 法 

 

 ＊石けんをよく泡立て、手の甲、手のひらから、指の間を丁寧に洗っていき、爪の 

隙間も注意して洗いましょう。（爪ブラシなどを使用するとより効果的です。） 

 ＊さらに１０秒～１５秒以上もみ洗いをし、流水でよく洗い流して、清潔なタオル 

で手を拭きましょう。 

 

 ☞手指消毒には、速乾性擦式手指消毒薬（液を手に取り、こすり合わせて 

乾燥させて使用する消毒薬）の利用も効果的です。 

（商品名：ウエルパス、ヒビスコール、アルボナースなど） 

 

 参考資料：資料２ 
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２ 消毒の方法 

 （１）薬剤による消毒 

 汚染の程度がひどい場合、長時間浸水していた場合は、できるだけ次亜塩素酸ナトリ

ウムを使用し、対象物が、色褪せ、腐食などにより次亜塩素酸ナトリウムが使用できない

場合は、アルコール、塩化ベンザルコニウムを使用する。 

消毒液 対象と使い方 

食器類・流し台・浴槽 家具類・床 

次亜塩素酸 

ナトリウム 

（家庭用塩素系漂白剤） 

商品名：ハイター 

ミルトン 

ピューラックス 

0.02％に希釈する 

①食器用洗剤と水で洗う 

②希釈した消毒液に 5分間漬けるか、 

消毒液を含ませた布で拭き、 

その後、水洗い・水拭きする 

③よく乾燥させる 

0.1％に希釈する 

①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾など

で 

水拭きしてから、十分に乾燥させる 

②調整した液を浸した布などでよく拭く 

③金属面や木面など色褪せが気になる 

場所は、水で２度拭きする 

消毒用 

アルコール 

希釈せず、原液のまま使用 

①洗剤と水で洗う 

②アルコールを含ませた布で拭く 

※70％以上のアルコール濃度のものを使用す

る 

※火気のあるところでは使用しない 

希釈せず、原液のまま使用 

①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾など

で 

水拭きしてから、十分に乾燥させる 

②アルコールを含ませた布で拭く 

※70％以上のアルコール濃度のものを使用す

る 

※火気のあるところでは使用しない 

10％塩化 

ベンザルコニウム 

（逆性せっけん） 

0.1％に希釈する 

①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾など

で 

水拭きしてから、十分に乾燥させる。 

②調整した液を浸した布などでよく拭く 

0.1％に希釈する 

①泥などの汚れを洗い流すか、雑巾など

で 

水拭きしてから、十分に乾燥させる。 

②調整した液を浸した布などでよく拭く 

〈消毒時の留意点〉 

 ＊消毒薬は、常温で使用し、薬品ごとに適正な希釈濃度と消毒時間を確認し使用すること 

 ＊消毒薬は、子どもの手の届かない所に保管すること 

  ＊薬剤を使用する時には、必ず有効期限を確認する。 

＊次亜塩素酸ナトリウムは、市内スーパーや薬局、ホームセンターなどで取り扱いあり 

＊マルトは市伝票で対応可、ツルハ、カワチは市伝票の取扱いはないが、一般の対応は可 

 

（２）加熱による消毒 

消 毒 対 象 消    毒    方    法 

＊食器・包丁・まな板 

＊哺乳びん・乳首 

汚れを洗い落してから、80度以上に保った熱水に 10分間漬け

る（材質によっては熱に弱いものがあり、特に哺乳びんや乳首

は説明書に従う。） 

＊タオル・衣類 十分に水洗いや洗濯した後、乾燥機にかける 

＊食品 中心部まで熱がとおるよう十分に加熱する 

（ノロウイルスは８５～９０℃で９０秒以上加熱すると死滅） 
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《感染予防のための効果的な手の洗い方》

　まず、洗う前のチェック事項！ 汚れが残りやすいところ・・・

　・爪は短く切っていますか？ 特に、指先や手首、指の間は注意！

　・時計や指輪をはずしていますか？

・・・・・手洗いの順序・・・・・

①　手のひらをよくこする ②　手の甲を伸ばすようにこする

③　指先・爪の間を入念にこする。 ④　指の間を洗う

⑤　親指と手のひらをねじり洗いする。 ⑥　手首も忘れずに洗う。

※せっけん自体にはノロウイルスを殺す効果はありませんが、手の脂肪など汚れを落とすことで

　ウイルスを取り除く効果があります。

　　手洗い後アルコール手指消毒剤を十分に刷り込むとさらに効果的です。

いわき市保健所　 TEL　２７－８５９５

手を拭くときは　個人用手ふき　か　ペーパータオル　を使いましょう。

手を洗いましょう

流水で十分に洗い
流す（30秒以上）

共用は禁止

液体せっけんを十分に
泡立ててこする

 

資料２ 
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健 康 調 査 票（水害用） 

                                地区  No.     

 

○調査年月日（初 回）              年  月  日  午前・午後   時  分 

      （再 訪）※必要時        年  月  日  午前・午後   時  分 

 

○被 災 世 帯 住 所                               

世帯主                         

電 話        （      ）         

 

○世帯員の健康状況 

 氏  名 年齢 性別 続柄 健  康  状  況 摘 要 

１ 
  

 

 男 

女 

 良・普通・不調 

(下痢 発熱 腹痛 吐き気        ) 

 

２ 
 

 

 男 

女 

 良・普通・不調 

(下痢 発熱 腹痛 吐き気        ) 

 

３ 
 

 

 男 

女 

 良・普通・不調 

(下痢 発熱 腹痛 吐き気        ) 

 

４ 
 

 

 男 

女 

 良・普通・不調 

(下痢 発熱 腹痛 吐き気        ) 

 

５ 
 

 

 男 

女 

 良・普通・不調 

(下痢 発熱 腹痛 吐き気        ) 

 

 

○被 害 の 状 況  床上・床下      ｃｍ 

 

○住 居 の 状 況  飲料水： 水道水 ・ 井戸水 ・ その他（      ） 

            便 所： 汲み取り ・ 浄化槽 ・ 下水道 

                      月  日 済・予定・未定 

 

○消 毒 の 状 況  実施済：  月  日実施（使用薬剤＝ 消毒液         ） 

未実施：  月  日予定 ・ 未定 

 

○薬 剤 等 の 配 布  なし ・ あり（ 消毒液            ｍｌ） 

                        実施状況確認   月  日  （ 電話 ・訪問 ）   

 

備  考                                        

                                            

 

（ 担 当 ）                 

様式１ 
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 参 考 資 料  

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律 

                    （平成10年10月2日法律第114号） 

 

第五章 消毒その他の措置 

（感染症の病原体に汚染された場所の消毒） 

第二十七条 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の発生を予

防し、又はそのまん延を防止するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症により死亡した者の死体が

ある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場所又は汚染された疑いが

ある場所について、当該患者若しくはその保護者又はその場所の管理をする者若しくはその代

理をする者に対し、消毒すべきことを命ずることができる。 

２ 都道府県知事は、前項に規定する命令によっては一類感染症、二類感染症、三類感染症又は

四類感染症の発生を予防し、又はそのまん延を防止することが困難であると認めるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該感染症の患者がいる場所又はいた場所、当該感染症に

より死亡した者の死体がある場所又はあった場所その他当該感染症の病原体に汚染された場

所又は汚染された疑いがある場所について、市町村に消毒するよう指示し、又は当該都道府県

の職員に消毒させることができる。 

 

 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則 

                 （平成10年12月28日厚生省令第208号） 

 

第五章 消毒その他の措置 

（消毒の方法） 

第十四条 法第二十七条第一項及び第二項に規定する消毒は、次に掲げる基準に従い、消毒薬を

用いて行うものとする。 

一 対象となる場所の状況、感染症の病原体の性質その他の事情を勘案し、十分な消毒が行え

るような方法により行うこと。 

二 消毒を行う者の安全並びに対象となる場所の周囲の地域の住民の健康及び環境への影響

に留意すること。 
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資料編－９ 関係法令等 

水  防  法 

水防法 

発令    ：昭和 24 年 6 月 4 日号外法律第 193 号 

最終改正：平成 29 年 5 月 19 日号外法律第 31 号 

改正内容：平成 29 年 5 月 19 日号外法律第 31 号[平成 29 年 6 月 19 日] 

 

目次 

第一章 総則（第一条・第二条） 

第二章 水防組織（第三条―第八条） 

第三章 水防活動（第九条―第三十二条の三） 

第四章 指定水防管理団体（第三十三条―第三十五条） 

第五章 水防協力団体（第三十六条―第四十条） 

第六章 費用の負担及び補助（第四十一条―第四十四条） 

第七章 雑則（第四十五条―第五十一条） 

第八章 罰則（第五十二条―第五十五条） 

附則 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれ

による被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。 

（定義） 

第二条 この法律において「雨水出水」とは、一時的に大量の降雨が生じた場合において下水道

その他の排水施設に当該雨水を排除できないこと又は下水道その他の排水施設から河川その

他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を排除できないことによる出水をいう。 

２ この法律において「水防管理団体」とは、次条の規定により水防の責任を有する市町村（特

別区を含む。以下同じ。）又は水防に関する事務を共同に処理する市町村の組合（以下「水防

事務組合」という。）若しくは水害予防組合をいう。 

３ この法律において「水防管理者」とは、水防管理団体である市町村の長又は水防事務組合の

管理者若しくは長若しくは水害予防組合の管理者をいう。 

４ この法律において「消防機関」とは、消防組織法（昭和二十二年法律第二百二十六号）第九

条に規定する消防の機関をいう。 

５ この法律において「消防機関の長」とは、消防本部を置く市町村にあつては消防長を、消防

本部を置かない市町村にあつては消防団の長をいう。 

６ この法律において「水防計画」とは、水防上必要な監視、警戒、通信、連絡、輸送及びダム

又は水門若しくは閘（こう）門の操作、水防のための水防団、消防機関及び水防協力団体（第

三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体をいう。以下第四章までにおいて同じ。）

の活動、一の水防管理団体と他の水防管理団体との間における協力及び応援、水防のための活

動に必要な河川管理者（河川法（昭和三十九年法律第百六十七号）第七条（同法第百条第一項

において準用する場合を含む。）に規定する河川管理者をいう。第七条第三項において同じ。）

及び同法第九条第二項又は第五項の規定により都道府県知事又は地方自治法（昭和二十二年法

律第六十七号）第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川法第九条第二項に規定する

指定区間内の一級河川（同法第四条第一項に規定する一級河川をいう。以下同じ。）の管理の
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一部を行う場合における当該都道府県知事又は当該指定都市の長並びに下水道管理者（下水道

法（昭和三十三年法律第七十九号）第四条第一項に規定する公共下水道管理者、同法第二十五

条の十一第一項に規定する流域下水道管理者及び同法第二十七条第一項に規定する都市下水

路管理者をいう。第七条第四項において同じ。）の協力並びに水防に必要な器具、資材及び設

備の整備及び運用に関する計画をいう。 

７ この法律において「量水標等」とは、量水標、験潮儀その他の水位観測施設をいう。 

８ この法律において「水防警報」とは、洪水、津波又は高潮によつて災害が発生するおそれが

あるとき、水防を行う必要がある旨を警告して行う発表をいう。 

第二章 水防組織 

（市町村の水防責任） 

第三条 市町村は、その区域における水防を十分に果すべき責任を有する。ただし、水防事務組

合が水防を行う区域及び水害予防組合の区域については、この限りでない。 

（水防事務組合の設立） 

第三条の二 地形の状況により、市町村が単独で前条の責任を果たすことが著しく困難又は不適

当であると認められる場合においては、関係市町村は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による

被害の共通性を勘案して、共同して水防を行う区域を定め、水防事務組合を設けなければなら

ない。 

（水害予防組合の区域を水防を行う区域とする水防事務組合が設けられる場合の特別措置） 

第三条の三 水害予防組合法（明治四十一年法律第五十号）第十五条第一項の規定により都道府

県知事が水害予防組合を廃止しようとする場合において、当該水害予防組合の区域の全部又は

一部について、当該水害予防組合に代るべき水防管理団体として引き続き水防事務組合が設け

られるときは、都道府県知事は、同条第三項の規定にかかわらず、当該水害予防組合が、その

有する財産及び負債のうち水防の用に供せられ、又は供せられる予定となつている財産及びこ

れらの財産に係る負債以外の財産及び負債の処分を完了したときは、当該水害予防組合を廃止

することができる。 

２ 前項の規定により廃止される水害予防組合は、その廃止の日において有する水防の用に供せ

られ、又は供せられる予定となつている財産を、当該水害予防組合の区域の全部を水防を行う

区域とする一の水防事務組合が設けられる場合においては、当該水防事務組合に、当該水害予

防組合の区域について二以上の水防事務組合が設けられる場合又は当該水害予防組合の区域

の一部が市町村の水防を行うべき区域となる場合においては、当該水害予防組合と関係水防事

務組合又は市町村との協議に基き、関係水防事務組合又は市町村に無償譲渡し、当該水防事務

組合又は市町村は、それぞれ、その譲渡される財産に係る負債を引き受けなければならない。

この場合においては、当該水害予防組合は、当該財産の譲渡及び負債の引継のために必要な範

囲内において、当該財産の譲渡及び負債の引継を完了するまで、なお存続するものとみなす。 

（水防事務組合の議会の議員の選挙） 

第三条の四 水防事務組合の議会の議員は、組合規約で定めるところにより、関係市町村の議会

において、当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、

熱意があると認められるもののうちから選挙するものとする。ただし、数市町村にわたる水防

上の特別の利害を調整する必要があると認められるときは、組合規約で定めるところにより、

当該市町村の議会の議員の被選挙権を有する者で水防に関し学識経験があり、かつ、熱意があ

ると認められるものにつき当該市町村の長が推薦した者のうちから選挙することができる。こ

の場合において、市町村の長が推薦した者のうちから選挙される議員の数は、当該市町村の議

会において選挙される議員の数の二分の一をこえてはならない。 

２ 前項の規定により関係市町村の議会において選挙される議員の数は、水防事務組合の行う事

業による受益の割合及び防護すべき施設の延長の割合を勘案して定めるものとする。 
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（水防事務組合の経費の分賦） 

第三条の五 水防事務組合の経費の関係市町村に対する分賦は、前条第二項に規定する割合を勘

案して定めるものとする。 

（都道府県の水防責任） 

第三条の六 都道府県は、その区域における水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確

保すべき責任を有する。 

（指定水防管理団体） 

第四条 都道府県知事は、水防上公共の安全に重大な関係のある水防管理団体を指定することが

できる。 

（水防の機関） 

第五条 水防管理団体は、水防事務を処理するため、水防団を置くことができる。 

２ 前条の規定により指定された水防管理団体（以下「指定管理団体」という。）は、その区域

内にある消防機関が水防事務を十分に処理することができないと認める場合においては、水防

団を置かなければならない。 

３ 水防団及び消防機関は、水防に関しては水防管理者の所轄の下に行動する。 

（水防団） 

第六条 水防団は、水防団長及び水防団員をもつて組織する。 

２ 水防団の設置、区域及び組織並びに水防団長及び水防団員の定員、任免、給与及び服務に関

する事項は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議

決で定める。 

（公務災害補償） 

第六条の二 水防団長又は水防団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは病気にかかり、又は

公務による負傷若しくは病気により死亡し、若しくは障害の状態となつたときは、当該水防団

長又は水防団員の属する水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村又は水防事務組合

にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者又は

その者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

２ 前項の場合においては、水防管理団体は、当該水防団長若しくは水防団員又はその者の遺族

の福祉に関して必要な事業を行うように努めなければならない。 

（退職報償金） 

第六条の三 水防団長又は水防団員で非常勤のものが退職した場合においては、当該水防団長又

は水防団員の属する水防管理団体は、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組

合にあつては組合会の議決で定めるところにより、その者（死亡による退職の場合には、その

者の遺族）に退職報償金を支給することができる。 

（都道府県の水防計画） 

第七条 都道府県知事は、水防事務の調整及びその円滑な実施のため、当該都道府県の水防計画

を定め、及び毎年当該都道府県の水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを

変更しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画は、津波の発生時における水防活動その他の危険を伴う水防活動に従事

する者の安全の確保が図られるように配慮されたものでなければならない。 

３ 都道府県知事は、当該都道府県の水防計画に河川管理者（河川法第九条第二項又は第五項の

規定により都道府県知事又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の長が河川

法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川の管理の一部を行う場合にあつては、当該都

道府県知事又は当該指定都市の長。以下同じ。）による河川に関する情報の提供、水防訓練へ

の河川管理者の参加その他の水防管理団体が行う水防のための活動に河川管理者の協力が必

要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、河川管理者に協議し、
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その同意を得なければならない。 

４ 前項の規定は、都道府県知事が、当該都道府県の水防計画に水防管理団体が行う水防のため

の活動に下水道管理者の協力が必要な事項を記載しようとする場合について準用する。 

５ 都道府県知事は、第一項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更しようとす

るときは、あらかじめ、都道府県水防協議会（次条第一項に規定する都道府県水防協議会をい

い、これを設置しない都道府県にあつては、災害対策基本法（昭和三十六年法律第二百二十三

号）第十四条第一項に規定する都道府県防災会議とする。）に諮らなければならない。 

６ 二以上の都府県に関係する水防事務については、関係都府県知事は、あらかじめ協定して当

該都府県の水防計画を定め、国土交通大臣及び消防庁長官に報告しなければならない。報告し

た水防計画の変更についても、同様とする。 

７ 都道府県知事は、第一項又は前項の規定により当該都道府県の水防計画を定め、又は変更し

たときは、その要旨を公表するよう努めるものとする。 

（都道府県水防協議会） 

第八条 都道府県の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、都道府県に都

道府県水防協議会を置くことができる。 

２ 都道府県水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 都道府県水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、都道府県知事をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水防に関係のあ

る団体の代表者及び学識経験のある者のうちから都道府県知事が命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるものの外、都道府県水防協議会に関し必要な事項は、当該都道府県条例で定

める。 

第三章 水防活動 

（河川等の巡視） 

第九条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、随時区域内の河川、海岸堤防、津波防護施

設（津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）第二条第十項に規定

する津波防護施設をいう。以下この条において同じ。）等を巡視し、水防上危険であると認め

られる箇所があるときは、直ちに当該河川、海岸堤防、津波防護施設等の管理者に連絡して必

要な措置を求めなければならない。 

（国の機関が行う洪水予報等） 

第十条 気象庁長官は、気象等の状況により洪水、津波又は高潮のおそれがあると認められると

きは、その状況を国土交通大臣及び関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ放送機

関、新聞社、通信社その他の報道機関（以下「報道機関」という。）の協力を求めて、これを

一般に周知させなければならない。 

２ 国土交通大臣は、二以上の都府県の区域にわたる河川その他の流域面積が大きい河川で洪水

により国民経済上重大な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川について、気象庁

長官と共同して、洪水のおそれがあると認められるときは水位又は流量を、はん濫した後にお

いては水位若しくは流量又ははん濫により浸水する区域及びその水深を示して当該河川の状

況を関係都道府県知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般

に周知させなければならない。 

３ 都道府県知事は、前二項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防

計画で定める水防管理者及び量水標管理者（量水標等の管理者をいう。以下同じ。）に、その

受けた通知に係る事項（量水標管理者にあつては、洪水又は高潮に係る事項に限る。）を通知

しなければならない。 

（都道府県知事が行う洪水予報） 

第十一条 都道府県知事は、前条第二項の規定により国土交通大臣が指定した河川以外の流域面
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積が大きい河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定した河川につ

いて、洪水のおそれがあると認められるときは、気象庁長官と共同して、その状況を水位又は

流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知すると

ともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 都道府県知事は、前項の規定による指定をしようとするときは、気象庁長官に協議するもの

とする。 

（水位の通報及び公表） 

第十二条 都道府県の水防計画で定める水防管理者又は量水標管理者は、洪水若しくは高潮のお

それがあることを自ら知り、又は第十条第三項若しくは前条第一項の規定による通知を受けた

場合において、量水標等の示す水位が都道府県知事の定める通報水位を超えるときは、その水

位の状況を、都道府県の水防計画で定めるところにより、関係者に通報しなければならない。 

２ 都道府県の水防計画で定める量水標管理者は、量水標等の示す水位が警戒水位（前項の通報

水位を超える水位であつて洪水又は高潮による災害の発生を警戒すべきものとして都道府県

知事が定める水位をいう。以下同じ。）を超えるときは、その水位の状況を、都道府県の水防

計画で定めるところにより、公表しなければならない。 

（国土交通大臣又は都道府県知事が行う洪水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条 国土交通大臣は、第十条第二項の規定により指定した河川以外の河川のうち、河川法

第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川で洪水により国民経済上重大な損害を生ずる

おそれがあるものとして指定した河川について、洪水特別警戒水位（警戒水位を超える水位で

あつて洪水による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。次項において同じ。）を定め、当

該河川の水位がこれに達したときは、その旨を当該河川の水位又は流量を示して関係都道府県

知事に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなけれ

ばならない。 

２ 都道府県知事は、第十条第二項又は第十一条第一項の規定により国土交通大臣又は自らが指

定した河川以外の河川のうち、河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川又は同法

第五条第一項に規定する二級河川で洪水により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして

指定した河川について、洪水特別警戒水位を定め、当該河川の水位がこれに達したときは、そ

の旨を当該河川の水位又は流量を示して直ちに都道府県の水防計画で定める水防管理者及び

量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知さ

せなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による通知を受けた場合においては、直ちに都道府県の水防

計画で定める水防管理者及び量水標管理者に、その受けた通知に係る事項を通知しなければな

らない。 

（都道府県知事又は市町村長が行う雨水出水に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の二 都道府県知事は、当該都道府県が管理する公共下水道等（下水道法第二条第三号

に規定する公共下水道、同条第四号に規定する流域下水道又は同条第五号に規定する都市下水

路をいう。以下この条において同じ。）の排水施設等（排水施設又はこれを補完するポンプ施

設若しくは貯留施設をいう。以下この条及び第十四条の二第一項において同じ。）で雨水出水

により相当な損害を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒

水位（雨水出水による災害の発生を特に警戒すべき水位（公共下水道等の排水施設等の底面か

ら水面までの高さをいう。以下この条において同じ。）をいう。次項において同じ。）を定め、

当該排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに

当該都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応

じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

２ 市町村長は、当該市町村が管理する公共下水道等の排水施設等で雨水出水により相当な損害
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を生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、雨水出水特別警戒水位を定め、当該

排水施設等の水位がこれに達したときは、その旨を当該排水施設等の水位を示して直ちに当該

市町村の存する都道府県の水防計画で定める水防管理者及び量水標管理者に通知するととも

に、必要に応じ報道機関の協力を求めて、これを一般に周知させなければならない。 

（都道府県知事が行う高潮に係る水位情報の通知及び周知） 

第十三条の三 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する海岸で高潮により相当な損害を

生ずるおそれがあるものとして指定したものについて、高潮特別警戒水位（警戒水位を超える

水位であつて高潮による災害の発生を特に警戒すべき水位をいう。）を定め、当該海岸の水位

がこれに達したときは、その旨を当該海岸の水位を示して直ちに当該都道府県の水防計画で定

める水防管理者及び量水標管理者に通知するとともに、必要に応じ報道機関の協力を求めて、

これを一般に周知させなければならない。 

（関係市町村長への通知） 

第十三条の四 第十条第二項若しくは第十三条第一項の規定により通知をした国土交通大臣又

は第十一条第一項、第十三条第二項、第十三条の二第一項若しくは前条の規定により通知をし

た都道府県知事は、災害対策基本法第六十条第一項の規定による避難のための立退きの勧告若

しくは指示又は同条第三項の規定による屋内での待避等の安全確保措置の指示の判断に資す

るため、関係市町村の長にその通知に係る事項を通知しなければならない。 

（洪水浸水想定区域） 

第十四条 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川につい

て、都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川について、

洪水時の円滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽

減を図るため、国土交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨（想定し得る最大規模

の降雨であつて国土交通大臣が定める基準に該当するものをいう。以下同じ。）により当該河

川が氾濫した場合に浸水が想定される区域を洪水浸水想定区域として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省

令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で

定めるところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長

に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

（雨水出水浸水想定区域） 

第十四条の二 都道府県知事は、第十三条の二第一項の規定により指定した排水施設等について、

市町村長は、同条第二項の規定により指定した排水施設等について、雨水出水時の円滑かつ迅

速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るため、国土

交通省令で定めるところにより、想定最大規模降雨により当該指定に係る排水施設に雨水を排

除できなくなつた場合又は当該指定に係る排水施設（当該指定に係るポンプ施設又は貯留施設

に接続する排水施設を含む。）から河川その他の公共の水域若しくは海域に雨水を排除できな

くなつた場合に浸水が想定される区域を雨水出水浸水想定区域として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省

令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事又は市町村長は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定め

るところにより、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、都道府県知事にあつ

ては、関係市町村の長に通知しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

（高潮浸水想定区域） 
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第十四条の三 都道府県知事は、第十三条の三の規定により指定した海岸について、高潮時の円

滑かつ迅速な避難を確保し、又は浸水を防止することにより、水災による被害の軽減を図るた

め、国土交通省令で定めるところにより、想定し得る最大規模の高潮であつて国土交通大臣が

定める基準に該当するものにより当該海岸について高潮による氾濫が発生した場合に浸水が

想定される区域を高潮浸水想定区域として指定するものとする。 

２ 前項の規定による指定は、指定の区域、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省

令で定める事項を明らかにしてするものとする。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところによ

り、前項の国土交通省令で定める事項を公表するとともに、関係市町村の長に通知しなければ

ならない。 

４ 前二項の規定は、第一項の規定による指定の変更について準用する。 

（浸水想定区域における円滑かつ迅速な避難の確保及び浸水の防止のための措置） 

第十五条 市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議をいい、

これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長とする。次項において同じ。）は、第十

四条第一項の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水

浸水想定区域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは、市

町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市町村地域防災計画をいう。以下同じ。）

において、少なくとも当該洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域ご

とに、次に掲げる事項について定めるものとする。ただし、第四号ハに掲げる施設について同

号に掲げる事項を定めるのは、当該施設の所有者又は管理者からの申出があつた場合に限る。 

一 洪水予報等（第十条第一項若しくは第二項若しくは第十一条第一項の規定により気象庁長

官、国土交通大臣及び気象庁長官若しくは都道府県知事及び気象庁長官が行う予報又は第十

三条第一項若しくは第二項、第十三条の二若しくは第十三条の三の規定により国土交通大臣、

都道府県知事若しくは市町村長が通知し若しくは周知する情報をいう。次項において同じ。）

の伝達方法 

二 避難施設その他の避難場所及び避難路その他の避難経路に関する事項 

三 災害対策基本法第四十八条第一項の防災訓練として市町村長が行う洪水、雨水出水又は高

潮に係る避難訓練の実施に関する事項 

四 浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。

第三項において同じ。）内に次に掲げる施設がある場合にあつては、これらの施設の名称及

び所在地 

イ 地下街等（地下街その他地下に設けられた不特定かつ多数の者が利用する施設（地下に

建設が予定されている施設又は地下に建設中の施設であつて、不特定かつ多数の者が利用

すると見込まれるものを含む。）をいう。次条において同じ。）でその利用者の洪水時、雨

水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水

時等の浸水の防止を図る必要があると認められるもの 

ロ 要配慮者利用施設（社会福祉施設、学校、医療施設その他の主として防災上の配慮を要

する者が利用する施設をいう。第十五条の三において同じ。）でその利用者の洪水時等の

円滑かつ迅速な避難の確保を図る必要があると認められるもの 

ハ 大規模な工場その他の施設（イ又はロに掲げるものを除く。）であつて国土交通省令で

定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの（第十五条の四

において「大規模工場等」という。）でその洪水時等の浸水の防止を図る必要があると認

められるもの 

五 その他洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項 

２ 市町村防災会議は、前項の規定により市町村地域防災計画において同項第四号に掲げる事項



 - 88 - 

を定めるときは、当該市町村地域防災計画において、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当

該各号に定める者への洪水予報等の伝達方法を定めるものとする。 

一 前項第四号イに掲げる施設（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を

除く。） 当該施設の所有者又は管理者及び次条第九項に規定する自衛水防組織の構成員 

二 前項第四号ロに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の三第六項の規定に

より自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の

構成員） 

三 前項第四号ハに掲げる施設 当該施設の所有者又は管理者（第十五条の四第一項の規定に

より自衛水防組織が置かれたときは、当該施設の所有者又は管理者及び当該自衛水防組織の

構成員） 

３ 浸水想定区域をその区域に含む市町村の長は、国土交通省令で定めるところにより、市町村

地域防災計画において定められた第一項各号に掲げる事項を住民、滞在者その他の者（第十五

条の十一において「住民等」という。）に周知させるため、これらの事項（次の各号に掲げる

区域をその区域に含む市町村にあつては、それぞれ当該各号に定める事項を含む。）を記載し

た印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。 

一 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成十二年法律第五

十七号）第七条第一項の土砂災害警戒区域 同法第八条第三項に規定する事項 

二 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域 同法第五十五

条に規定する事項 

（地下街等の利用者の避難の確保及び浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の二 前条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定められ

た地下街等の所有者又は管理者は、単独で又は共同して、国土交通省令で定めるところにより、

当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を

図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成しようとする場合におい

て、当該地下街等と連続する施設であつてその配置その他の状況に照らし当該地下街等の利用

者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保に著しい支障を及ぼすおそれのあるものがあると

きは、あらかじめ、当該施設の所有者又は管理者の意見を聴くよう努めるものとする。 

３ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、同項に規定する計画を作成したときは、遅滞なく、

これを市町村長に報告するとともに、公表しなければならない。 

４ 前二項の規定は、第一項に規定する計画の変更について準用する。 

５ 市町村長は、第一項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時

等の浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、前条第一項の規定により市町村地域防

災計画にその名称及び所在地を定められた連続する二以上の地下街等の所有者又は管理者に

対し、第一項に規定する計画を共同して作成するよう勧告をすることができる。 

６ 市町村長は、第一項の地下街等の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成していない

場合において、当該地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の

浸水の防止を図るため必要があると認めるときは、当該地下街等の所有者又は管理者に対し、

必要な指示をすることができる。 

７ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の地下街等の所有者又は管理者が、正当

な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

８ 第一項の地下街等（地下に建設が予定されている施設及び地下に建設中の施設を除く。以下

この条において同じ。）の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところにより、

同項の地下街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止

のための訓練を行わなければならない。 
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９ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同項の地下

街等の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保及び洪水時等の浸水の防止を行う自衛

水防組織を置かなければならない。 

１０ 第一項の地下街等の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いたときは、

遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長に報告し

なければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（要配慮者利用施設の利用者の避難の確保のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の三 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定め

られた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該要

配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な訓練そ

の他の措置に関する計画を作成しなければならない。 

２ 前項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成したときは、

遅滞なく、これを市町村長に報告しなければならない。これを変更したときも、同様とする。 

３ 市町村長は、第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者が同項に規定する計画を作成し

ていない場合において、当該要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確

保を図るため必要があると認めるときは、当該要配慮者利用施設の所有者又は管理者に対し、

必要な指示をすることができる。 

４ 市町村長は、前項の規定による指示を受けた第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者

が、正当な理由がなく、その指示に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。 

５ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、同項に規定する計画で定めるところによ

り、同項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保のための訓練を

行わなければならない。 

６ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、同

項の要配慮者利用施設の利用者の洪水時等の円滑かつ迅速な避難の確保を行う自衛水防組織

を置くよう努めなければならない。 

７ 第一項の要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、前項の規定により自衛水防組織を置いた

ときは、遅滞なく、当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省令で定める事項を市町村長

に報告しなければならない。当該事項を変更したときも、同様とする。 

（大規模工場等における浸水の防止のための措置に関する計画の作成等） 

第十五条の四 第十五条第一項の規定により市町村地域防災計画にその名称及び所在地を定め

られた大規模工場等の所有者又は管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該大規模

工場等の洪水時等の浸水の防止を図るために必要な訓練その他の措置に関する計画を作成す

るとともに、当該計画で定めるところにより当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止のため

の訓練を実施するほか、当該大規模工場等の洪水時等の浸水の防止を行う自衛水防組織を置く

よう努めなければならない。 

２ 前項の大規模工場等の所有者又は管理者は、同項の規定による計画を作成し、又は自衛水防

組織を置いたときは、遅滞なく、当該計画又は当該自衛水防組織の構成員その他の国土交通省

令で定める事項を市町村長に報告しなければならない。当該計画又は当該事項を変更したとき

も、同様とする。 

（市町村防災会議の協議会が設置されている場合の準用） 

第十五条の五 第十五条から前条までの規定は、災害対策基本法第十七条第一項の規定により水

災による被害の軽減を図るため市町村防災会議の協議会が設置されている場合について準用

する。この場合において、第十五条第一項中「市町村防災会議（災害対策基本法第十六条第一

項に規定する市町村防災会議をいい、これを設置しない市町村にあつては、当該市町村の長と

する」とあるのは「市町村防災会議の協議会（災害対策基本法第十七条第一項に規定する市町
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村防災会議の協議会をいう」と、「市町村地域防災計画（同法第四十二条第一項に規定する市

町村地域防災計画をいう」とあるのは「市町村相互間地域防災計画（同法第四十四条第一項に

規定する市町村相互間地域防災計画をいう」と、同条第二項中「市町村防災会議」とあるのは

「市町村防災会議の協議会」と、同項、同条第三項、第十五条の二第一項及び第五項、第十五

条の三第一項並びに前条第一項中「市町村地域防災計画」とあるのは「市町村相互間地域防災

計画」と読み替えるものとする。 

（浸水被害軽減地区の指定等） 

第十五条の六 水防管理者は、洪水浸水想定区域（当該区域に隣接し、又は近接する区域を含み、

河川区域（河川法第六条第一項に規定する河川区域をいう。）を除く。）内で輪中堤防その他の

帯状の盛土構造物が存する土地（その状況がこれに類するものとして国土交通省令で定める土

地を含む。）の区域であつて浸水の拡大を抑制する効用があると認められるものを浸水被害軽

減地区として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該指定をしよ

うとする区域をその区域に含む市町村の長の意見を聴くとともに、当該指定をしようとする区

域内の土地の所有者の同意を得なければならない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による指定をするときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該浸水被害軽減地区を公示するとともに、その旨を当該浸水被害軽減地区をその区域に含む

市町村の長及び当該浸水被害軽減地区内の土地の所有者に通知しなければならない。 

４ 第一項の規定による指定は、前項の規定による公示によつてその効力を生ずる。 

５ 前三項の規定は、第一項の規定による指定の解除について準用する。 

（標識の設置等） 

第十五条の七 水防管理者は、前条第一項の規定により浸水被害軽減地区を指定したときは、国

土交通省令で定める基準を参酌して、市町村又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組

合にあつては組合会の議決で定めるところにより、浸水被害軽減地区の区域内に、浸水被害軽

減地区である旨を表示した標識を設けなければならない。 

２ 浸水被害軽減地区内の土地の所有者、管理者又は占有者は、正当な理由がない限り、前項の

標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。 

３ 何人も、第一項の規定により設けられた標識を水防管理者の承諾を得ないで移転し、若しく

は除却し、又は汚損し、若しくは損壊してはならない。 

４ 水防管理団体は、第一項の規定による行為により損失を受けた者に対して、時価によりその

損失を補償しなければならない。 

（行為の届出等） 

第十五条の八 浸水被害軽減地区内の土地において土地の掘削、盛土又は切土その他土地の形状

を変更する行為をしようとする者は、当該行為に着手する日の三十日前までに、国土交通省令

で定めるところにより、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日その他国土交通省

令で定める事項を水防管理者に届け出なければならない。ただし、通常の管理行為、軽易な行

為その他の行為で政令で定めるもの及び非常災害のため必要な応急措置として行う行為につ

いては、この限りでない。 

２ 水防管理者は、前項の規定による届出を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、

当該届出の内容を、当該浸水被害軽減地区をその区域に含む市町村の長に通知しなければなら

ない。 

３ 水防管理者は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該浸水被害軽減地区が有

する浸水の拡大を抑制する効用を保全するため必要があると認めるときは、当該届出をした者

に対して、必要な助言又は勧告をすることができる。 

（大規模氾濫減災協議会） 
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第十五条の九 国土交通大臣は、第十条第二項又は第十三条第一項の規定により指定した河川に

ついて、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する取

組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条において

「大規模氾濫減災協議会」という。）を組織するものとする。 

２ 大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 国土交通大臣 

二 当該河川の存する都道府県の知事 

三 当該河川の存する市町村の長 

四 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

五 当該河川の河川管理者 

六 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気

象台長 

七 第三号の市町村に隣接する市町村の長その他の国土交通大臣が必要と認める者 

３ 大規模氾濫減災協議会において協議が調つた事項については、大規模氾濫減災協議会の構成

員は、その協議の結果を尊重しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、大規模氾濫減災協議会の運営に関し必要な事項は、大規模氾濫

減災協議会が定める。 

（都道府県大規模氾濫減災協議会） 

第十五条の十 都道府県知事は、第十一条第一項又は第十三条第二項の規定により指定した河川

について、想定最大規模降雨により当該河川が氾濫した場合の水災による被害の軽減に資する

取組を総合的かつ一体的に推進するために必要な協議を行うための協議会（以下この条におい

て「都道府県大規模氾濫減災協議会」という。）を組織することができる。 

２ 都道府県大規模氾濫減災協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。 

一 当該都道府県知事 

二 当該河川の存する市町村の長 

三 当該河川の存する区域をその区域に含む水防管理団体の水防管理者 

四 当該河川の河川管理者 

五 当該河川の存する区域の全部又は一部を管轄する管区気象台長、沖縄気象台長又は地方気

象台長 

六 第二号の市町村に隣接する市町村の長その他の当該都道府県知事が必要と認める者 

３ 前条第三項及び第四項の規定は、都道府県大規模氾濫減災協議会について準用する。この場

合において、同項中「前三項」とあるのは、「次条第一項及び第二項並びに同条第三項におい

て準用する前項」と読み替えるものとする。 

（予想される水災の危険の周知等） 

第十五条の十一 市町村長は、当該市町村の区域内に存する河川（第十条第二項、第十一条第一

項又は第十三条第一項若しくは第二項の規定により指定された河川を除く。）のうち、洪水時

の円滑かつ迅速な避難を確保することが特に必要と認める河川について、過去の降雨により当

該河川が氾濫した際に浸水した地点、その水深その他の状況を把握するよう努めるとともに、

これを把握したときは、当該河川において予想される水災の危険を住民等に周知させなければ

ならない。 

（河川管理者の援助等） 

第十五条の十二 河川管理者は、第十五条の六第一項の規定により浸水被害軽減地区の指定をし

ようとする水防管理者及び前条の規定により浸水した地点、その水深その他の状況を把握しよ

うとする市町村長に対し、必要な情報提供、助言その他の援助を行うものとする。 

２ 河川管理者は、前項の規定による援助を行うため必要があると認めるときは、河川法第五十
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八条の八第一項の規定により指定した河川協力団体に必要な協力を要請することができる。 

（水防警報） 

第十六条 国土交通大臣は、洪水、津波又は高潮により国民経済上重大な損害を生ずるおそれが

あると認めて指定した河川、湖沼又は海岸について、都道府県知事は、国土交通大臣が指定し

た河川、湖沼又は海岸以外の河川、湖沼又は海岸で洪水、津波又は高潮により相当な損害を生

ずるおそれがあると認めて指定したものについて、水防警報をしなければならない。 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により水防警報をしたときは、直ちにその警報事項を関係都道

府県知事に通知しなければならない。 

３ 都道府県知事は、第一項の規定により水防警報をしたとき、又は前項の規定により通知を受

けたときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、直ちにその警報事項又はその受けた

通知に係る事項を関係水防管理者その他水防に関係のある機関に通知しなければならない。 

４ 国土交通大臣又は都道府県知事は、第一項の規定により河川、湖沼又は海岸を指定したとき

は、その旨を公示しなければならない。 

（水防団及び消防機関の出動） 

第十七条 水防管理者は、水防警報が発せられたとき、水位が警戒水位に達したときその他水防

上必要があると認めるときは、都道府県の水防計画で定めるところにより、水防団及び消防機

関を出動させ、又は出動の準備をさせなければならない。 

（優先通行） 

第十八条 都道府県知事の定める標識を有する車両が水防のため出動するときは、車両及び歩行

者は、これに進路を譲らなければならない。 

（緊急通行） 

第十九条 水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた者は、

水防上緊急の必要がある場所に赴くときは、一般交通の用に供しない通路又は公共の用に供し

ない空地及び水面を通行することができる。 

２ 水防管理団体は、前項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償しな

ければならない。 

（水防信号） 

第二十条 都道府県知事は、水防に用いる信号を定めなければならない。 

２ 何人も、みだりに前項の水防信号又はこれに類似する信号を使用してはならない。 

（警戒区域） 

第二十一条 水防上緊急の必要がある場所においては、水防団長、水防団員又は消防機関に属す

る者は、警戒区域を設定し、水防関係者以外の者に対して、その区域への立入りを禁止し、若

しくは制限し、又はその区域からの退去を命ずることができる。 

２ 前項の場所においては、水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者がいないとき、又

はこれらの者の要求があつたときは、警察官は、同項に規定する者の職権を行うことができる。 

（警察官の援助の要求） 

第二十二条 水防管理者は、水防のため必要があると認めるときは、警察署長に対して、警察官

の出動を求めることができる。 

（応援） 

第二十三条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者は、他の水防管理者又は市町村長

若しくは消防長に対して応援を求めることができる。応援を求められた者は、できる限りその

求めに応じなければならない。 

２ 応援のため派遣された者は、水防については応援を求めた水防管理者の所轄の下に行動する

ものとする。 

３ 第一項の規定による応援のために要する費用は、当該応援を求めた水防管理団体が負担する



 - 93 - 

ものとする。 

４ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該応援を求めた水防管理団体と当

該応援を求められた水防管理団体又は市町村とが協議して定める。 

（居住者等の水防義務） 

第二十四条 水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、水防のためやむを得ない必要があると

きは、当該水防管理団体の区域内に居住する者、又は水防の現場にある者をして水防に従事さ

せることができる。 

（決壊の通報） 

第二十五条 水防に際し、堤防その他の施設が決壊したときは、水防管理者、水防団長、消防機

関の長又は水防協力団体の代表者は、直ちにこれを関係者に通報しなければならない。 

（決壊後の処置） 

第二十六条 堤防その他の施設が決壊したときにおいても、水防管理者、水防団長、消防機関の

長及び水防協力団体の代表者は、できる限りはん濫による被害が拡大しないように努めなけれ

ばならない。 

（水防通信） 

第二十七条 何人も、水防上緊急を要する通信が最も迅速に行われるように協力しなければなら

ない。 

２ 国土交通大臣、都道府県知事、水防管理者、水防団長、消防機関の長又はこれらの者の命を

受けた者は、水防上緊急を要する通信のために、電気通信事業法（昭和五十九年法律第八十六

号）第二条第五号に規定する電気通信事業者がその事業の用に供する電気通信設備を優先的に

利用し、又は警察通信施設、気象官署通信施設、鉄道通信施設、電気事業通信施設その他の専

用通信施設を使用することができる。 

（公用負担） 

第二十八条 水防のため緊急の必要があるときは、水防管理者、水防団長又は消防機関の長は、

水防の現場において、必要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、若しくは

収用し、車両その他の運搬用機器若しくは排水用機器を使用し、又は工作物その他の障害物を

処分することができる。 

２ 前項に規定する場合において、水防管理者から委任を受けた者は、水防の現場において、必

要な土地を一時使用し、土石、竹木その他の資材を使用し、又は車両その他の運搬用機器若し

くは排水用機器を使用することができる。 

３ 水防管理団体は、前二項の規定により損失を受けた者に対し、時価によりその損失を補償し

なければならない。 

（立退きの指示） 

第二十九条 洪水、雨水出水、津波又は高潮によつて氾濫による著しい危険が切迫していると認

められるときは、都道府県知事、その命を受けた都道府県の職員又は水防管理者は、必要と認

める区域の居住者、滞在者その他の者に対し、避難のため立ち退くべきことを指示することが

できる。水防管理者が指示をする場合においては、当該区域を管轄する警察署長にその旨を通

知しなければならない。 

（知事の指示） 

第三十条 水防上緊急を要するときは、都道府県知事は、水防管理者、水防団長又は消防機関の

長に対して指示をすることができる。 

（重要河川における国土交通大臣の指示） 

第三十一条 二以上の都府県に関係がある河川で、公共の安全を保持するため特に重要なものの

水防上緊急を要するときは、国土交通大臣は、都道府県知事、水防管理者、水防団長又は消防

機関の長に対して指示をすることができる。 
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（特定緊急水防活動） 

第三十二条 国土交通大臣は、洪水、雨水出水、津波又は高潮による著しく激甚な災害が発生し

た場合において、水防上緊急を要すると認めるときは、次に掲げる水防活動（以下この条及び

第四十三条の二において「特定緊急水防活動」という。）を行うことができる。 

一 当該災害の発生に伴い浸入した水の排除 

二 高度の機械力又は高度の専門的知識及び技術を要する水防活動として政令で定めるもの 

２ 国土交通大臣は、前項の規定により特定緊急水防活動を行おうとするときは、あらかじめ、

当該特定緊急水防活動を行おうとする場所に係る水防管理者にその旨を通知しなければなら

ない。特定緊急水防活動を終了しようとするときも、同様とする。 

３ 第一項の規定により国土交通大臣が特定緊急水防活動を行う場合における第十九条、第二十

一条、第二十二条、第二十五条、第二十六条及び第二十八条の規定の適用については、第十九

条第一項中「水防団長、水防団員及び消防機関に属する者並びに水防管理者から委任を受けた

者」とあり、第二十一条第一項中「水防団長、水防団員又は消防機関に属する者」とあり、及

び同条第二項中「水防団長、水防団員若しくは消防機関に属する者」とあるのは「国土交通省

の職員」と、第十九条第二項及び第二十八条第三項中「水防管理団体」とあるのは「国」と、

第二十二条中「水防管理者」とあり、第二十五条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長又

は水防協力団体の代表者」とあり、第二十六条中「水防管理者、水防団長、消防機関の長及び

水防協力団体の代表者」とあり、及び第二十八条第一項中「水防管理者、水防団長又は消防機

関の長」とあるのは「国土交通大臣」とする。 

（水防訓練） 

第三十二条の二 指定管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練を行わ

なければならない。 

２ 指定管理団体以外の水防管理団体は、毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体の水防訓練

を行うよう努めなければならない。 

（津波避難訓練への参加） 

第三十二条の三 津波防災地域づくりに関する法律第五十三条第一項の津波災害警戒区域に係

る水防団、消防機関及び水防協力団体は、同法第五十四条第一項第三号に規定する津波避難訓

練が行われるときは、これに参加しなければならない。 

第四章 指定水防管理団体 

（水防計画） 

第三十三条 指定管理団体の水防管理者は、都道府県の水防計画に応じた水防計画を定め、及び

毎年水防計画に検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更しなければならない。 

２ 指定管理団体の水防管理者は、前項の規定により水防計画を定め、又は変更しようとすると

きは、あらかじめ、水防協議会（次条第一項に規定する水防協議会をいう。以下この項におい

て同じ。）を設置する指定管理団体にあつては当該水防協議会、水防協議会を設置せず、かつ、

災害対策基本法第十六条第一項に規定する市町村防災会議を設置する市町村である指定管理

団体にあつては当該市町村防災会議に諮らなければならない。 

３ 指定管理団体の水防管理者は、第一項の規定により水防計画を定め、又は変更したときは、

その要旨を公表するよう努めるとともに、遅滞なく、水防計画を都道府県知事に届け出なけれ

ばならない。 

４ 第七条第二項から第四項までの規定は、指定管理団体の水防計画について準用する。 

（水防協議会） 

第三十四条 指定管理団体の水防計画その他水防に関し重要な事項を調査審議させるため、指定

管理団体に水防協議会を置くことができる。ただし、水防事務組合及び水害予防組合について

は、これらに水防協議会を置くものとする。 
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２ 指定管理団体の水防協議会は、水防に関し関係機関に対して意見を述べることができる。 

３ 指定管理団体の水防協議会は、会長及び委員をもつて組織する。 

４ 会長は、指定管理団体の水防管理者をもつて充てる。委員は、関係行政機関の職員並びに水

防に関係のある団体の代表者及び学識経験のある者のうちから指定管理団体の水防管理者が

命じ、又は委嘱する。 

５ 前各項に定めるもののほか、指定管理団体の水防協議会に関し必要な事項は、市町村又は水

防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定める。 

（水防団員の定員の基準） 

第三十五条 都道府県は、条例で、指定管理団体の水防団員の定員の基準を定めることができる。 

第五章 水防協力団体 

（水防協力団体の指定） 

第三十六条 水防管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められ

る法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、水防協

力団体として指定することができる。 

２ 水防管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該水防協力団体の名称、住所及び事

務所の所在地を公示しなければならない。 

３ 水防協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじ

め、その旨を水防管理者に届け出なければならない。 

４ 水防管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなけれ

ばならない。 

（水防協力団体の業務） 

第三十七条 水防協力団体は、次に掲げる業務を行うものとする。 

一 水防団又は消防機関が行う水防上必要な監視、警戒その他の水防活動に協力すること。 

二 水防に必要な器具、資材又は設備を保管し、及び提供すること。 

三 水防に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

四 水防に関する調査研究を行うこと。 

五 水防に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 

（水防団等との連携） 

第三十八条 水防協力団体は、水防団及び水防を行う消防機関との密接な連携の下に前条第一号

に掲げる業務を行わなければならない。 

（監督等） 

第三十九条 水防管理者は、第三十七条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保するため

必要があると認めるときは、水防協力団体に対し、その業務に関し報告をさせることができる。 

２ 水防管理者は、水防協力団体が第三十七条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していな

いと認めるときは、水防協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべき

ことを命ずることができる。 

３ 水防管理者は、水防協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消

すことができる。 

４ 水防管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

（情報の提供等） 

第四十条 国、都道府県及び水防管理団体は、水防協力団体に対し、その業務の実施に関し必要

な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。 

第六章 費用の負担及び補助 
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（水防管理団体の費用負担） 

第四十一条 水防管理団体の水防に要する費用は、当該水防管理団体が負担するものとする。 

（利益を受ける市町村の費用負担） 

第四十二条 水防管理団体の水防によつて当該水防管理団体の区域の関係市町村以外の市町村

が著しく利益を受けるときは、前条の規定にかかわらず、当該水防に要する費用の一部は、当

該水防により著しく利益を受ける市町村が負担するものとする。 

２ 前項の規定により負担する費用の額及び負担の方法は、当該水防を行う水防管理団体と当該

水防により著しく利益を受ける市町村とが協議して定める。 

３ 前項の規定による協議が成立しないときは、水防管理団体又は市町村は、その区域の属する

都道府県の知事にあつせんを申請することができる。 

４ 都道府県知事は、前項の規定による申請に基づいてあつせんをしようとする場合において、

当事者のうちにその区域が他の都府県に属する水防管理団体又は市町村があるときは、当該他

の都府県の知事と協議しなければならない。 

（都道府県の費用負担） 

第四十三条 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務に要する費用は、

当該都道府県の負担とする。 

（国の費用負担） 

第四十三条の二 第三十二条第一項の規定により国土交通大臣が行う特定緊急水防活動に要す

る費用は、国の負担とする。 

（費用の補助） 

第四十四条 都道府県は、第四十一条の規定により水防管理団体が負担する費用について、当該

水防管理団体に対して補助することができる。 

２ 国は、前項の規定により都道府県が水防管理団体に対して補助するときは、当該補助金額の

うち、二以上の都府県の区域にわたる河川又は流域面積が大きい河川で洪水による国民経済に

与える影響が重大なものの政令で定める水防施設の設置に係る金額の二分の一以内を、予算の

範囲内において、当該都道府県に対して補助することができる。 

３ 前項の規定により国が都道府県に対して補助する金額は、当該水防施設の設置に要する費用

の三分の一に相当する額以内とする。 

第七章 雑則 

（第二十四条の規定により水防に従事した者に対する災害補償） 

第四十五条 第二十四条の規定により水防に従事した者が水防に従事したことにより死亡し、負

傷し、若しくは病気にかかり、又は水防に従事したことによる負傷若しくは病気により死亡し、

若しくは障害の状態となつたときは、当該水防管理団体は、政令で定める基準に従い、市町村

又は水防事務組合にあつては条例で、水害予防組合にあつては組合会の議決で定めるところに

より、その者又はその者の遺族がこれらの原因によつて受ける損害を補償しなければならない。 

（表彰） 

第四十六条 国土交通大臣は、水防管理者の所轄の下に水防に従事した者で当該水防に関し著し

い功労があると認められるものに対し、国土交通省令で定めるところにより、表彰を行うこと

ができる。 

（報告） 

第四十七条 国土交通大臣及び消防庁長官は、都道府県又は水防管理団体に対し、水防に関し必

要な報告をさせることができる。 

２ 都道府県知事は、都道府県の区域内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な報告を

させることができる。 

（勧告及び助言） 
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第四十八条 国土交通大臣は都道府県又は水防管理団体に対し、都道府県知事は都道府県の区域

内における水防管理団体に対し、水防に関し必要な勧告又は助言をすることができる。 

（資料の提出及び立入り） 

第四十九条 都道府県知事又は水防管理者は、水防計画を作成するために必要があると認めると

きは、関係者に対して資料の提出を命じ、又は当該職員、水防団長、水防団員若しくは消防機

関に属する者をして必要な土地に立ち入らせることができる。 

２ 都道府県の職員、水防団長、水防団員又は消防機関に属する者は、前項の規定により必要な

土地に立ち入る場合においては、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、

これを提示しなければならない。 

（消防事務との調整） 

第五十条 水防管理者は、水防事務と水防事務以外の消防事務とが競合する場合の措置について、

あらかじめ市町村長と協議しておかなければならない。 

（権限の委任） 

第五十一条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、

その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。 

第八章 罰則 

第五十二条 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を損壊し、

又は撤去した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

２ 前項の者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。 

第五十三条 刑法（明治四十年法律第四十五号）第百二十一条の規定の適用がある場合を除き、

第二十一条の規定による立入りの禁止若しくは制限又は退去の命令に従わなかつた者は、六月

以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 

第五十四条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 

一 第十五条の七第三項の規定に違反した者 

二 第十五条の八第一項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同項本

文に規定する行為をした者 

第五十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。 

一 みだりに水防管理団体の管理する水防の用に供する器具、資材又は設備を使用し、又はそ

の正当な使用を妨げた者 

二 第二十条第二項の規定に違反した者 

三 第四十九条第一項の規定による資料を提出せず、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項

の規定による立入りを拒み、妨げ、若しくは忌避した者 

附 則 

１ この法律は、公布の日から起算して六十日を経過した日〔昭和二四年八月三日〕から施行す

る。 

２ 国土交通大臣又は都道府県知事は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対

策の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成十七年法律第三十七号）附則第二条の規定

により、国土交通大臣又は都道府県知事が第十三条第一項又は第二項の規定により指定した河

川とみなされた河川については、平成二十二年三月三十一日までに、第十四条第一項の規定に

よる浸水想定区域の指定をしなければならない。 

３ 国は、平成十七年度から平成二十一年度までの各年度に限り、都道府県に対し、予算の範囲

内において、前項の浸水想定区域の指定をするために必要な河川がはん濫した場合に浸水する

おそれがある土地の地形及び利用の状況その他の事項に関する調査（次項において「浸水想定

区域調査」という。）に要する費用の三分の一以内を補助することができる。 

４ 国土交通大臣は、平成二十二年三月三十一日までの間、附則第二項の浸水想定区域の指定の
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適正を確保するために必要があると認めるときは、都道府県に対し、浸水想定区域調査又は土

砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第四条第一項の規定による

調査の結果について、必要な報告を求めることができる。 

附 則〔昭和二七年七月三一日法律第二五八号抄〕 

１ この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。 

附 則〔昭和二九年六月一日法律第一四〇号〕 

この法律は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和二九年六月八日法律第一六三号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律〔中略〕は、警察法（昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る

部分を除く。）の施行の日〔昭和二九年七月一日〕から施行する。 

附 則〔昭和三〇年七月一一日法律第六一号抄〕 

１ この法律は、公布の日から施行する。 

附 則〔昭和三一年六月一一日法律第一四一号抄〕 

１ この法律は、昭和三十一年七月一日から施行する。 

附 則〔昭和三二年五月一六日法律第一〇五号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

〔後略〕 

〔昭和三二年八月政令二五三号により、昭和三二・八・一〇から施行〕 

附 則〔昭和三三年三月一五日法律第八号〕 

この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行す

る。 

〔昭和三三年四月政令九五号により、昭和三三・五・一から施行〕 

附 則〔昭和三五年六月三〇日法律第一一三号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。 

〔経過規定〕 

第三条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総

理大臣若しくは自治庁長官がし、又は国家消防本部においてした許可、認可その他これらに準

ずる処分は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、自治大臣がし、

又は消防庁においてした許可、認可その他これらに準ずる処分とみなす。 

２ この法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により内閣総理大

臣若しくは自治庁長官又は国家消防本部に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の

申請、届出その他の行為は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定に基づいて、

自治大臣又は消防庁に対してした許可、認可その他これらに準ずる処分の申請、届出その他の

行為とみなす。 

〔罰則〕 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則〔昭和四七年六月二三日法律第九四号抄〕 

１ この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

附 則〔昭和五七年七月一六日法律第六六号〕 

この法律は、昭和五十七年十月一日から施行する。 

附 則〔昭和五九年一二月二五日法律第八七号抄〕 

（施行期日） 
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第一条 この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。〔後略〕 

（政令への委任） 

第二十八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、

政令で定める。 

附 則〔昭和六〇年六月二一日法律第六九号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。 

附 則〔平成六年六月二九日法律第四九号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律中、〔中略〕第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律〔平成六年六月法律

第四八号〕中地方自治法〔昭和二二年四月法律第六七号〕第三編第三章の改正規定の施行の日

〔平成七年六月一五日〕から施行する。 

附 則〔平成七年四月二一日法律第六九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該

各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕第三条の規定並びに第四条中消防団員等公務災害補償等共済基金法第九条の三及

び第二十四条第二項の改正規定並びに次条及び附則第三条の規定 平成七年八月一日 

二 〔略〕 

第三条 この法律の施行（附則第一条第一号の規定による施行をいう。）前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

附 則〔平成一一年七月一六日法律第八七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五

項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十

三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 

二～六 〔略〕 

（国等の事務） 

第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行

前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、

他の地方公共団体その他公共団体の事務（附則第百六十一条において「国等の事務」という。）

は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体

の事務として処理するものとする。 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第百六十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び

附則第百六十三条において同じ。）の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許

可等の処分その他の行為（以下この条において「処分等の行為」という。）又はこの法律の施

行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為（以下

この条において「申請等の行為」という。）で、この法律の施行の日においてこれらの行為に

係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改

正後のそれぞれの法律（これに基づく命令を含む。）の経過措置に関する規定に定めるものを

除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後の

それぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 
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２ この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対

し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその

手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもの

のほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関

に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされて

いないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 

（不服申立てに関する経過措置） 

第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁（以下

この条において「処分庁」という。）に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁（以

下この条において「上級行政庁」という。）があったものについての同法による不服申立てに

ついては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、

行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる

行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 

２ 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、

当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第

九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 

（手数料に関する経過措置） 

第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律（これに基づく命令を

含む。）の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令

に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によ

る。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置（罰則に

関する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

２ 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定

める。 

〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 

（処分、申請等に関する経過措置） 

第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律（以下「改革関係法等」と総称する。）の施

行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又

は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革

関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承

認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。 

２ 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届

出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係

法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他

の行為とみなす。 

３ 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の

手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされ

ていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、こ

れを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提

出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものと

みなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。 
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（従前の例による処分等に関する経過措置） 

第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、

許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対して

すべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法

等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応

じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものと

する。 

（罰則に関する経過措置） 

第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例

による。 

（政令への委任） 

第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央

省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成一一年一二月二二日法律第一六〇号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 〔前略〕第千三百四十四条の規定 公布の日 

二 〔略〕 

附 則〔平成一三年六月一三日法律第四六号〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。 

（気象業務法の一部改正） 

２ 気象業務法（昭和二十七年法律第百六十五号）の一部を次のように改正する。 

〔次のよう略〕 

附 則〔平成一七年五月二日法律第三七号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。ただし、第一条のうち水防法第六条の二の次に一条を加える改正規定は、公布の日

から施行する。 

〔平成一七年六月政令一九四号により、平成一七・七・一から施行〕 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法（以下「旧法」という。）

第十条第二項の規定により国土交通大臣が指定している河川以外の河川のうち河川法（昭和三

十九年法律第百六十七号）第九条第二項に規定する指定区間外の一級河川（同法第四条第一項

に規定する一級河川をいう。以下この条において同じ。）で旧法第十条の六第一項の規定によ

り国土交通大臣が指定しているもの又は旧法第十条の二第一項の規定により都道府県知事が

指定している河川以外の河川のうち河川法第九条第二項に規定する指定区間内の一級河川若

しくは同法第五条第一項に規定する二級河川で旧法第十条の六第一項の規定により都道府県

知事が指定しているもの（専ら高潮による災害について水防を行うべきものとして都道府県知

事が指定するものを除く。）については、それぞれ、第一条の規定による改正後の水防法（以

下「新法」という。）第十三条第一項の規定により国土交通大臣が指定した河川又は同条第二

項の規定により都道府県知事が指定した河川とみなす。 

第三条 旧法の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法の規定に相当の規定が
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あるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。 

（政令への委任） 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。 

〔平成一八年六月二日法律第五〇号抄〕 

（罰則に関する経過措置） 

第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴

い必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔平成一八年六月二日法律第五〇号〕 

沿革 

平成二三年 六月二四日号外法律第七四号〔情報処理の高度化等に対

処するための刑法等の一部を改正する法律附則三五条による改正〕 

この法律は、一般社団・財団法人法〔一般社団法人及び一般財団法人に関する法律＝平成一八

年六月法律第四八号〕の施行の日〔平成二〇年一二月一日〕から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二二年一一月二五日法律第五二号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行

する。 

〔平成二三年一月政令九号により、平成二三・五・一から施行〕 

附 則〔平成二三年六月二四日法律第七四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二三年八月三〇日法律第一〇五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。〔後略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第八十一条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条におい

て同じ。）の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場

合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第八十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関

する経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二三年一二月一四日法律第一二四号抄〕 

（施行期日） 

１ この法律は、津波防災地域づくりに関する法律（平成二十三年法律第百二十三号）の施行の

日〔平成二三年一二月二七日〕から施行する。〔後略〕 

附 則〔平成二五年六月一二日法律第三五号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。〔後略〕 

〔平成二五年七月政令二一三号により、平成二五・七・一一から施行〕 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 

第二条 この法律の施行の際現に第一条の規定による改正前の水防法第三十六条第一項の規定
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により指定されている水防協力団体は、第一条の規定による改正後の水防法（附則第六条にお

いて「新水防法」という。）第三十六条第一項の規定により指定された水防協力団体とみなす。 

（罰則の適用に関する経過措置） 

第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第六条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新水防法及び新河川法の施行

の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講

ずるものとする。 

附 則〔平成二五年六月一四日法律第四四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一 〔略〕 

二 〔前略〕第五十一条〔中略〕の規定 平成二十六年四月一日 

三 〔略〕 

（罰則に関する経過措置） 

第十条 この法律（附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定）の施行前にした行為に

対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置（罰則に関す

る経過措置を含む。）は、政令で定める。 

附 則〔平成二五年六月二一日法律第五四号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定

める日から施行する。 

一・二 〔略〕 

三 附則第七条の規定 水防法及び河川法の一部を改正する法律（平成二十五年法律第三十五

号）の施行の日〔平成二五年七月一一日〕又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日 

四・五 〔略〕 

（政令への委任） 

第二十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

附 則〔平成二六年一一月一九日法律第一〇九号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

〔平成二七年一月政令五号により、平成二七・一・一八から施行〕 

附 則〔平成二七年五月二〇日法律第二二号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。〔後略〕 

〔平成二七年七月政令二七二号により、平成二七・七・一九から施行〕 

（水防法の一部改正に伴う経過措置） 
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第二条 第一条の規定による改正後の水防法（以下この条において「新水防法」という。）第十

四条第一項の規定により洪水浸水想定区域の指定がされるまでの間は、この法律の施行の際現

に第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている浸水想定

区域は、新水防法第十四条第一項の規定により指定された洪水浸水想定区域とみなす。 

２ 前項の規定により洪水浸水想定区域とみなされた浸水想定区域に対する新水防法第十五条

から第十五条の四までの規定の適用については、新水防法第十五条第一項中「第十四条第一項

の規定による洪水浸水想定区域の指定、第十四条の二第一項の規定による雨水出水浸水想定区

域の指定又は前条第一項の規定による高潮浸水想定区域の指定があつたときは」とあるのは

「水防法等の一部を改正する法律（平成二十七年法律第二十二号。以下この項において「改正

法」という。）の施行後速やかに」と、「同法」とあるのは「災害対策基本法」と、「当該洪水

浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想定区域」とあるのは「改正法の施行の際

現に改正法第一条の規定による改正前の水防法第十四条第一項の規定により指定されている

浸水想定区域（以下この条において単に「浸水想定区域」という。）」と、同項第一号中「、第

十三条の二若しくは第十三条の三の規定」とあるのは「の規定」と、「、都道府県知事若しく

は市町村長」とあるのは「若しくは都道府県知事」と、同項第三号中「洪水、雨水出水又は高

潮」とあるのは「洪水」と、同項第四号中「浸水想定区域（洪水浸水想定区域、雨水出水浸水

想定区域又は高潮浸水想定区域をいう。第三項において同じ。）」とあるのは「浸水想定区域」

と、同号イ中「洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時等」という。）」とあるのは「洪

水時」と、「洪水時等の」とあるのは「洪水時の」と、同号ロ及びハ並びに同項第五号並びに

新水防法第十五条の二第一項、第二項、第五項、第六項、第八項及び第九項、第十五条の三第

一項並びに第十五条の四第一項中「洪水時等」とあるのは「洪水時」とする。 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

附 則〔平成二九年五月一九日法律第三一号抄〕 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から

施行する。 

〔平成二九年六月政令一五七号により、平成二九・六・一九から施行〕 

（罰則に関する経過措置） 

第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第三条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第三条までの規定

による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果

に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 
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資料編－10 水防工法 
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懸命な水防作業にもかかわらず、水位は上昇を続け、ついに越水が始まる堤

防を覆ったシートの上を幾筋かの水が流れ落ちる状況
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